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令和 5 年度　大学院　学年暦　（令和 5 年 4 月 ～ 令和 6 年 3 月）

夏学期 冬学期
令和5年 令和5年
4 月 1日㈮ 入学式・オリエンテーション（新入生） 9 月14日㈭ 冬学期入学式（9月入学生）

人文前期/研究題目届・指導教員選定（変更）届提出（4/1～ 4/30） 9 月15日㈮⎫⎜
⎬
⎜
⎭

冬学期履修登録期間（9/15 ～ 9/21）
冬学期開講（9/20）

人文後期 /指導教員選定（変更）届提出（4/1～ 4/30） ～
4 月 3日㈪ 健康診断 9 月21日㈭

夏学期履修登録期間（4/3 ～ 4/7） 9 月23日㈯ （祝日）土曜日授業
4 月 6日㈭ 夏学期開講 10月 4日㈫⎫⎜

⎬
⎜
⎭

冬学期履修訂正期間
10 月 9 日（月）（祝日）月曜日授業

4 月15日㈯ 新入生 : 授戒会 ～
4 月20日㈭⎫⎜

⎬
⎜
⎭

10月10日㈫
～ 夏学期履修登録訂正期間 10月18日㈬ 人文 /論文題目変更届提出

4 月24日㈪ 11月 2日㈭ 大学祭準備日（終日休講）
4 月29日㈯ （祝日）土曜日授業 11月 3日㈮⎫⎜

⎬
⎜
⎭
大学祭（終日休講）5 月 3日㈬ （祝日）水曜日授業 ～

5 月23日㈫⎫⎜
⎬
⎜
⎭

人文前期 /研究計画書提出 11月 5日㈰
～ 人文後期 /年次研究計画書提出 11月 6日㈪ 大学祭後片付け（終日休講）

5 月29日㈪ 人文前期 /論文題目届提出 11月 7日㈫ 月曜日授業
7 月24日㈪ 夏学期終講 11月15日㈬ 土曜日授業
9 月14日㈭ 夏学期学位授与式 11月23日㈭ （祝日）木曜日授業

12月 8日㈮ 人文後期 /博士学位申請締切日
12月27日㈬ 12 月授業終了
令和6年
1 月 4日㈭⎫⎜

⎬
⎜
⎭

1月授業再開（1/4）
人文 /修士論文・博士論文提出
（1/4 ～ 1/11）※日・祝除く

～
1 月11日㈭
1 月16日㈫ 冬学期終講
1 月30日㈫⎫⎜

⎬
⎜
⎭

～ 人文 /口述試験
2 月 2日㈮
2 月 6日㈫⎫⎜

⎬
⎜
⎭

人文後期 /博士年次研究経過報告書提出
（2/6 ～ 2/13）※日・祝除く

～
2 月13日㈫
2 月22日㈭ 学園創立記念日（終日休講・事務局休業）
2 月29日㈭ 後期課程 /単位修得満期による退学願提出締切日
3 月14日㈭ 学位授与式

＊聖徳太子讃仰会・・・・・・毎月 22 日
＊学年暦は、「大学院学則」第 3章の規定に基づくものである。学年暦の変更は、その都度掲示する。
＊毎週土曜日および終日休講の日は、事前に連絡の上、補講を実施する場合がある。
＊実習は平常の授業以外の日程で行う場合がある。
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人文社会学研究科
人間福祉学専攻

Ⅰ　人間福祉学専攻の概要
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本学の教育方針
教育（専攻）の目的
人間・福祉・仏教をキーワードに、社会福祉の理論と実践に関する高度な学識を養い、社会福
祉における基礎的・体系的な研究能力を備えた社会福祉各領域の専門家及び指導者の養成を目的
とする。

「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）
本研究科は、建学の精神である「和の精神」を大切にしながら、社会福祉の独自性・専門性を
身につけ、精深な学識ならびに広い視野をもち専門的な業務に従事するに必要な研究能力を修得
した福祉専門職、研究者、教育者となる人材を育成する。

博士前期課程
① 基本的・体系的な研究能力を修得している。
仏教精神に基づいた自立と共生についての理解を深め、基本的・体系的な研究能力を修得
している。
②社会福祉に関する高度な専門性を修得している。
社会福祉の各領域・分野における専門知識、問題解決能力、社会福祉実践能力などの高度

な専門性を修得している。
③指導的役割を担う力を修得している。
社会福祉の実践の場において指導的役割を担い、スーパービジョンができる。

博士後期課程
① 精深な学識と高度な研究能力を修得している。
仏教精神に基づいた自立と共生についての理解を深め、広い視野に立つ精深な学識と高度
な研究能力を修得している。
② 社会福祉に関する高度な専門性と研究を継続していく力を修得している。
社会福祉の各領域・分野における高度な専門性をもち、変化し続ける社会状況における様々
な社会福祉問題の研究を継続していく力を修得している。
③ 明確な研究テーマと新たな知見を生み出す力を修得している。
明確な研究テーマを持ち続けることにより、先見的かつ実証的な社会福祉に関する新たな
知見を継続して生み出していく力を修得している。

「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）
本研究科における「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）で掲げた人材を養成
するために、人間福祉をキーワードとし、各専門分野を体系的に網羅した授業科目を配置した教
育課程編成をおこなっている。
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博士前期課程
１）社会福祉の理論と実践に関する高度な学識を養い、社会福祉における基礎的・体系的な研
究能力を備えた研究者ならびに高度の専門性を有する社会福祉各領域の専門家及び指導者の
養成を目的とした専門科目を配置している。
２）カリキュラムは「基礎理論分野」「政策・制度分野」「援助技術分野」の３分野を中心に編成し、
それぞれに専門講義科目、専門演習科目、専門研究科目を開講している。

博士後期課程
１）専門的な研究指導のもと博士前期課程における研究を深化させ、社会福祉の専門研究者と
して自立して継続的に研究する能力を養い、その学問的体系を構築しうる高度の見識と豊か
な学識を具備する研究者・教育者ならびに高度の研究能力と指導力を持つ専門的人材養成を
目的とした教育課程を編成している。
２）カリキュラムは「基礎理論分野」「政策・制度分野」「援助技術分野」の３分野を中心に編成し、
それぞれに特殊研究科目、特殊演習科目、特殊講義科目を開講している。

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）
本学の建学の精神と本研究科における育成する人材、「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・

ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を踏まえて、受け入れる入
学者に次のような能力を求める。

博士前期課程
１）人と人が切り離され孤立していくことが多い現代社会において、本学の建学の精神である
仏教精神、すなわち自己を知り他者を尊重する精神を持ち、それを実現できる人
２）社会福祉の基礎知識と総合的な学力及び理論的・実践的に研究する能力を持ち、研究に対
する真摯な姿勢を持ち、学究に努力する人
３）少子高齢化、グローバリゼーションの進展等により増大する生活課題に関する社会福祉の
向上に対しての熱意を持ち、それを実現できる人

博士後期課程
１）本学の建学の精神である仏教精神、すなわち自己を知り他者を尊重する精神を持ち、且つ
研究に対する真摯な姿勢を持ち、学究に努力する人
２）社会福祉領域に関する高度な専門知識と研究能力を身につけ、優れた研究を行うことがで
きる人
３）様々な社会問題・生活問題に対する知見を備え、その解決のために自ら問題点を発見し、
それを解決しうる高い能力を持っている人
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人文社会学研究科
人間福祉学専攻

Ⅱ　履修要項
（令和2年度以降・平成31年度入学生用）
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令
和
２
年
度
以
降・平
成
31
年
度
入
学
生

１　履修の方法と単位修得

履修方法

単位修得

成績の評価

⑴� 履修する科目については、定められた期間にIBU.netで履修登録を完了する

こと。

� 履修訂正期間後の履修登録変更は認められない。

夏学期� 登録期間： 4 月 3 日（月）�〜 4 月 7 日（金）

� 訂正期間： 4 月20日（木）�〜 4 月24日（月）

冬学期� 登録期間： 9 月15日（金）�〜 9 月21日（木）

� 訂正期間：10月 4 日（水）�〜10月10日（火）

⑵� 履修登録の際には、事前に主たる研究指導教員への報告を必要とする。

⑴� 単位の認定は、授業への出席と、試験またはレポートの提出等をもっての合

格によって行われる。

⑵� 単位の修得および試験については、別に定める「四天王寺大学大学院単位の

修得に関する規程」による。（ｐ.88参照）

� 本学の成績評価は、以下の基準に基づいて行う。

評 価 基　　準

秀 目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている（90点以上）

優 目標を十分に達成している（80点以上90点未満）

良 目標を達成している（70点以上80点未満）

可 目標を最低限度達成している（60点以上70点未満）

不合格 目標を達成していないので再履修が必要である（60点未満）

認 他大学院において修得した単位等
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⑴� 授業科目群は、専門講義科目（以下「特論」という。）、専門演習科目（以下「演習」

という。）、専門研究科目によって構成され、各科目は半期で�2�単位となる。

� （ｐ.19・20、22・23�参照）

⑵� 授業は次の要領で履修し、合計32単位以上を修得しなければならない。�

①演習12単位：主研究指導教員の担当する科目を�2�年間にわたって�8�単位履修

する。

加えて副研究指導教員の担当する演習科目�4�単位を履修する。

②特論�8�単位：主研究指導教員の担当する科目を�4�単位と、主研究指導教員

の指定した科目を�4�単位履修する。

③選択科目12単位：演習および上記②を除く授業科目より�3�科目12単位を履

修する。

⑶� 1 年次においては、履修登録制限を24単位以内とする（学部の履修登録を含ま

ない）。

⑷� 主研究指導教員の講義科目は「○○○研究Ⅰ・Ⅱ」（例：「社会福祉学研究Ⅰ・

Ⅱ」など）を履修すること。

� 副研究指導教員の講義科目は「○○○研究Ⅲ・Ⅳ」（例：「社会福祉学研究Ⅲ・

Ⅳ」など）を履修すること。

� 選択科目として講義科目を履修する場合は、「○○○研究Ⅰ・Ⅱ」（例：「社会

福祉学研究Ⅰ・Ⅱ」など）を履修すること。

⑸� 各科目は「Ⅰ・Ⅱ」を合わせて履修すること。

⑹� 同じ教員の同一科目は重複して履修することはできない。

⑺� 履修に関しては主研究指導教員の指導を受けること。

⑴� ��1��年次においては、主・副研究指導教員の教員を選定し、「研究指導教員選

定・研究題目届」を所定の期間内に教務課へ提出する。

⑵� ��2��年次において研究指導教員に変更があった場合は、教務課へ申し出の上、

所定の期間内に変更手続きをすること。

提出期間： 4 月 1 日（土）〜 4 月28日（金）�10時〜20時30分

⑶� 主・副研究指導教員の教員は石田� 晋司・上續� 宏道・笠原� 幸子・田原� 範

子・原�順子・和田�謙一郎の�6�名から選定すること。

　�1�年次生は年度初めに「研究計画書」を、所定の表紙をつけて教務課へ提出する。

表紙には主・副研究指導教員の署名・押印を必要とし、様式は研究課題および

具体的な研究計画とする。

提出期間： 5 月23日（火）〜 5 月29日（月）

　年２回外国語試験を実施する。この試験に合格していない者は、修士論文を

提出することができない。なお、不合格者は何回でも受験することができる。

履修科目

指導教員の選定

年次研究の計画書

（１年次生）

外国語試験

２　博士前期課程の科目と履修
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試験実施日：別添案内します。

　なお、専門研究科目「社会福祉学文献研究Ⅰ・Ⅱ（外書）」の単位修得をもって、

外国語試験合格に替えることができる。

　博士前期課程に�2�年以上在学し、所定の科目について 32 単位以上を修得し、

かつ必要な研究指導を受けた上で修士論文または特定の課題についての研究

成果を提出し、その審査および最終（口述）試験に合格しなければならない。

口述試験：1月30日（火）〜2月2日（金）

⑴� 修士論文の作成に当たっては、研究指導教員の指導を受けて、その同意のも

とに、研究の内容・方法・参考文献などの大綱を記述した修士論文研究計画

書を作成しなければならない。

⑵� 研究計画書は、課程修了の予定年次の定められた期日までに、「修士論文題目

届」および「修士論文研究計画書」を、所定の表紙をつけて教務課へ提出する。

表紙には主・副研究指導教員の教員の署名・押印を必要とする。

⑶� 研究指導教員は、研究計画書等により、論文作成の指導ないし助言を行うも

のとする。

⑷� 論文題目は、主研究指導教員が必要と認めるときは、その変更が認められる。

� 論文題目を変更しようとする者は、所定の期間に教務課へ提出しなければな

らない。

　修士論文提出予定者（修了年次生）は、中間発表会（9 月または 10 月）において、

研究報告を原則としておこなうこと。

�「修士論文」および「要旨」等は以下のとおり、所定の期間に教務課へ提出する。

⑴� 所定の表紙をつけ、所定のファイルに綴じること。その場合、主・副研究指

導教員の署名・押印を必要とする。

⑵� 提出物�

� ①修士論文　正副�1�部ずつとし、副はコピーで可�

� ②要旨　�1�部�

� ③修士論文提出証（受領証）�

� ④製本用データファイル（CD-ROM）

⑶� 修士論文の体裁�

� 用紙と文字数 �A4サイズ�40,000�字以上�

� 文字サイズ�　　　12�ポイント���一行34文字×30行��

� 余白�� �� 上35mm.�下30mm.�左右30mm.�

提出期間：修士論文題目届

修士論文研究計画書

修士論文題目変更届

5 月23日（火）〜 5 月29日（月）

10月18日（水）

前期課程の修了

要件

修士論文の執筆

（修了年次生）

中間発表会での

発表

修士論文の提出

（修了年次生）
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修士論文の審査

基準

特定の課題

�

修士論文発表会

での発表

� 頁番号 下中央

� 図表 番号をつけ、当該頁に挿入のこと。

� 本文 本文の構成は自由であるが、目次を最初に掲載すること。���

⑷� 修士論文要旨の体裁

� 修士論文の目次を最初に掲載すること。

� 用紙と文字数　　A4サイズ8,000字程度

� 以下、修士論文と同様。�

提出期間： 1 月 5 日（金）〜� 1 月11日（木　）

修士論文の審査基準は以下のとおりとする。

⑴� 研究課題、目的及びその意義が明示されている。

⑵� 科学的研究手法に則って、研究が実施されている。

⑶� 四天王寺大学倫理審査委員会の承認を原則として経て、研究が実施されてい

る。（人を対象とした研究の場合）

⑷� 研究実施の過程と研究成果が明示されている。

⑸� 学術論文体系に則って記述されている。

⑹� 申請者の新たな知見を加え、そこに創造性が認められる。

　社会人学生は、「特定の課題」についての研究成果の審査をもって、修士論

文の審査に替えることができる。「特定の課題」についての研究成果の審査を受

けようとする者は、研究科長ならびに主研究指導教員と相談すること。

　修士論文提出者（修了年次生）は、修士論文発表会（2 月）において、修士

論文の内容を原則として発表すること。



− 12 −

令
和
２
年
度
以
降・平
成
31
年
度
入
学
生

履修科目

指導教員の選定

年次研究の計画

書と年次研究経

過報告書の提出

中間発表会での

発表

外国語試験

⑴� 授業科目群は、特殊研究科目、特殊演習科目および特殊講義科目によって構

成される。

⑵� 特殊演習科目の内、主研究指導教員の担当する科目を３年間にわたって１２

単位履修しなければならない。

⑶� 特殊研究科目・特殊講義科目については、研究テーマに応じて履修すること

ができる。

⑴� �1�年次においては、主・副研究指導教員を選定し、「研究指導教員選定届」を所

定の期間内に教務課へ提出する。

⑵� �2�年次以降に研究指導教員の変更があった場合は、教務課へ申し出の上、所

定の期間内に変更手続きをすること。

� 提出期間�： 4 月 1 日（土）〜 4 月28日（金）　10時�〜20時30分

⑶�主研究指導教員は笠原� 幸子・田原� 範子・原� 順子・和田� 謙一郎の４名から

選定すること。

� 副研究指導教員は笠原� 幸子・田原� 範子・原� 順子・和田� 謙一郎・上續� 宏

道の５名から選定すること。

　博士後期課程在学生並びに研究生は、定められた期間に「年次研究計画書」

ならびに「年次研究経過報告書」を提出しなければならない。

「年次研究計画書」は、所定の表紙をつけて 10,000 字以内に研究課題および具

体的な研究計画内容を記述し、表紙には論題名と主・副研究指導教員の教員に

よる署名・押印の上、教務課に提出すること。

　提出期間�：年次研究計画書　　　　　 5 月23日（火）〜 5 月29日（月）

�����年次研究経過報告書　　　 2 月�6�日（火）〜 2 月13日（火）

　博士後期課程生並びに研究生は、中間発表会（9 月または 10 月）において、

研究報告を原則としておこなうこと。

　年２回外国語試験を実施する。この試験に合格していない者は、博士論文を

提出することができない。なお、不合格者は何回でも受験することができる。

受験資格は、博士後期課程在学生ならびに研究生とする。

　試験日については別途指示する。

※博士前期課程の社会福祉学文献研究２（外書）の単位取得者、または外国語試

験合格者は、博士後期課程の外国語試験合格とみなす。

※他大学大学院または他分野からの博士後期課程入学生については、院生の研

究テーマにあわせた外国語試験を主・副研究指導教員が出題し試験を実施す

る。

３　博士後期課程の科目と履修
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学位審査の資格

要件

学位審査手続

学位審査申請には、次の各号のすべての要件を満たしていなければならない。

⑴� 研究科博士後期課程の３年次以上に在学し、学位申請日の属する年度末まで

の通算在学期間が原則６年以内であること。ただし、満期退学者については、

最初に博士後期課程に入学した日から原則６年以内に申請すること。

⑵� 学位審査申請について主・副研究指導教員の教員２人以上の承諾を得ている

こと。

⑶� 外国語試験に合格していること。

⑷� 本研究科への入学時から学位審査申請までの間に、所属専攻で行う研究に関

連した研究業績が単著論文３篇以上あること。研究業績とは、学術誌専門誌

（レフリー制の論文であるほうが望ましい）またはそれに準ずる学術誌に投稿

し掲載された論文（掲載予定を含む。ただし、学術専門誌等の出版社・編集

者が発行する掲載予定証明書の提出が必要）をいう。

⑸� 所属する学会での研究発表を単独またはファーストオーサーとして１回以上

行うこと。

⑹� 博士後期課程生並びに研究生として、中間発表会で研究報告を毎年おこなっ

ていること。

⑺� 博士後期課程生並びに研究生として、毎年度ごとに研究計画書及び研究経過

報告書を提出していること。

〈以上の要件については主研究指導教員に確認すること〉

⑴� 博士の学位審査は、次に掲げる書類の提出によって行う。

①�学位審査申請書� １部

②�博士学位論文� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

③�博士学位論文要旨� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

④�研究業績一覧およびその概要� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

�⑤�履歴書� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

⑥�審査手数料領収書� １部（コピー１部）

〈提出部数については主研究指導教員に確認すること〉

⑵� 博士論文の体裁

用紙と文字数� A4 サイズ� 100,000 字以上

文字サイズ� 12 ポイント� 一行 34 文字× 30 行

余白� 上 35mm.　下 30mm.　左右 30mm.　　

頁番号� 下中央

図表� 一つひとつに番号をつけ、当該頁に挿入のこと。

本文� 本文の構成は自由であるが、目次を最初に掲載すること。

⑶� 博士論文要旨の体裁

博士論文の目次を最初に掲載すること。

用紙と文字数� A4 サイズ� 　8,000 字程度
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論文題目変更

博士学位論文の

審査基準

学位審査

後期課程の修了

要件

単位修得満期退学

課程修了以外の

論文審査

以下、博士論文と同様。

　学位審査申請提出締切日：12月8日（金）

　博士論文の題目変更は、所定の期間に教務課へ提出する。指導教員の署名・

押印を必要とする。

　変更締切　　10月18日（水）

博士学位論文の審査基準は以下のとおりとする。

⑴� 人間福祉学における博士としての十分な知識と研究能力を有し、人間福祉学

の発展に貢献できる。

⑵� 四天王寺大学倫理審査委員会の承認を原則として経て、研究が実施されてい

る（人を対象とした研究の場合）。

⑶� 研究の背景・意義について、先行研究の検討に基づいて明確に記述されている。

⑷� 先行研究や資料が適切に取り扱われており、当該研究分野における研究の水

準に達している。

⑸� 当該研究領域の博士論文として、独自の研究結果に基づき一貫した論旨で構

成されている。

⑹� 当該研究領域の理論的見地または実証的見地からみて、新規性、創造性、重

要性、有用性が認められる。

⑺� 論文審査委員会においての発表や質疑応答の内容が適切である。

　博士論文の審査（公開）を行い、学位授与の可否について審査する。

　博士後期課程に３年以上在学し、所定の科目について12単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査および最終

（口述）試験に合格しなければならない。

　３年以上在学し、その間正規の研究指導を受け、所定の科目について必要な

単位（必修１２単位以上）を修得し、かつ「年次研究経過報告書」を提出し

て、認定を受けた場合、単位修得満期の退学願を提出することができる。

　依願退学願提出期限　：　 2 月29日（木）

　博士学位論文については、博士後期課程修了によるもののほかに、論文審

査とそれに伴う試験・試問によるものがある。
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【博士前期課程】

教育研究領域

専
門
講
義
科
目
（
特
論
）

基礎理論分野 政策・制度分野 援助技術分野

社会福祉学原論※
社会保障論
社会事業史研究※

老人福祉論※
人権問題論
福祉教育研究
地域共生研究
成年後見制度論

社会福祉援助論※
社会福祉援助技術論
社会福祉専門性研究
精神保健福祉研究

専
門
演
習
科
目

社会保障論 人権問題論
福祉教育研究
地域共生研究

社会福祉援助技術論
社会福祉専門性研究
精神保健福祉研究

専
門
研
究
科
目

人間福祉学英語研究 社会福祉調査法研究
社会福祉学文献研究（和書）
社会福祉学文献研究（外書）

※ 2022年度開講せず

１　専門講義科目（特論）と専門演習科目

�専門講義科目（特論）とリンクする専門演習科目では大学院生の個々の研究テーマに基づき、

次の３分野に十分な配慮をもって研究指導する。

① 基礎理論分野においては、社会福祉の社会的・歴史的意義と役割

② �政策・制度分野においては、社会福祉の制度・政策的側面の研究、国際的な社会福祉政策の

比較研究、地域医療・保健・福祉組織化論の展開

③ 援助技術分野においては、社会福祉の理論や実践的技術

２　専門研究科目

　　�個々の院生の研究課題である内外の文献・事件（判例）・調査方法等についての講義と併せて、

大学院生の発表・討論も含めた形で授業を展開する。
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【博士前期課程研究の流れ】

　２年次

入　　学

修　　　了

研究テーマにより主・副研究指導

教員の決定

主研究指導教員による個別履修

指導・研究計画書の提出

科 目 履 修

主研究指導教員による修士論文

指導・研究計画書（学位請求論文

計画書）提出

科 目 履 修

論文中間発表会

研究テーマ科目
関連選択科目
フィールドワーク｛

修士論文提出（１月上旬）

口述試験（1月下旬～2月上旬）

研究テーマ科目
関連選択科目
フィールドワーク｛

１年次

（社会福祉学文献研究２（外書）の単位を修得でも可）

１～２年次 外国語試験（6月上旬、11月中旬）

のいずれかに合格する

《社会福祉施設専門職を希望するケース》

例
【主・副研究指導教員の決定】

〔研究テーマ科目〕

社会福祉援助技術論（社会福祉援助技術研究Ⅰ・Ⅱ）

社会福祉援助技術論（社会福祉専門演習Ⅰ・Ⅱ）

〔関連選択科目〕

社会福祉専門性研究（社会福祉援助技術研究Ⅲ・Ⅳ）

社会福祉専門性研究（社会福祉専門演習Ⅲ・Ⅳ）

主研究指導教員・・・原 順子

副研究指導教員・・・笠原 幸子

【研究計画書】

【履修内容＆履修年次】

（研究テーマ科目）

援助技術分野

社会福祉援助技術論（社会福祉援助技術研究Ⅰ・Ⅱ）…１年次

社会福祉援助技術論（社会福祉専門演習Ⅰ・Ⅱ）…１・２年次

（関連選択科目）

援助技術分野

　社会福祉専門性研究（社会福祉援助技術研究Ⅲ・Ⅳ）…1～2年次

　社会福祉専門性研究（社会福祉専門演習Ⅲ・Ⅳ）…1～2年次

政策・制度分野

　地域共生研究（社会福祉政策・制度研究Ⅰ・Ⅱ）…1～2 年次

　人権問題論（社会福祉政策・制度研究Ⅲ・Ⅳ）…1～2 年次

その他

　社会福祉調査法研究Ⅰ・Ⅱ…………………1～2年次

院生各自が、主として研究するテーマに対し研究計

画を立てる。主研究指導教員から、その研究テーマ

の選択・決定及び研究計画について、研究の目的・

研究内容等、具体的な指導を受ける。
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【博士後期課程】

教育研究領域

特
殊
研
究
科
目

基礎理論分野 政策・制度分野 援助技術分野

社会福祉学原論※
社会保障論
社会事業史研究※

老人福祉論※
人権問題論
福祉教育研究
地域共生研究

社会福祉援助論※
社会福祉援助技術論
社会福祉専門性研究

特
殊
演
習
科
目

社会保障論 地域共生研究 社会福祉援助技術論
社会福祉専門性研究

特
殊
講
義
科
目

社会福祉学文献特殊研究

※ 2022年度開講せず

特殊研究科目と特殊演習科目

　 特殊研究科目とリンクする特殊演習科目では大学院生の個々の研究テーマに基づき、次の３

点に十分な配慮をもって研究指導する。

① 基礎理論分野においては、社会福祉の社会的・歴史的意義と役割

②  政策・制度分野においては、社会福祉の制度・政策的側面の研究、国際的な社会福祉政策の

比較研究、地域医療・保健・福祉組織化論の展開

③ 援助技術分野においては、社会福祉の理論や実践的技術
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四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部の科目履修について

１． 四天王寺大学（以下「大学」という。）と四天王寺大学短期大学部（以下「短期大学部」と

いう。）で開講されている科目の履修を希望する場合は、大学および短期大学部において、

その授業を履修すべき学生の学修に支障のない場合に限り、科目担当者の許可を得て科目等

履修生として履修登録をし、受講することができます。

※ 教育学部、および短期大学部保育科の開講科目は履修できません。

２． 単位を修得するには、学期の始めに大学院科目とは別に履修登録をしなければなりません。

　 履修登録の方法については、次の「履修登録票の記入および提出について」を熟読し、提出期

限内に履修登録願を教務課に提出してください。

３． 履修登録を行わなかった場合や提出期限に遅れた場合は、その学期の授業科目の履修は一切

認められません。

　　なお、単位の修得はできませんが、科目担当教員の承諾を得れば聴講することはできます。

４．�科目等履修登録料および科目等履修料は免除します。

　　�ただし、その科目の履修に際して必要な教材費など、授業料以外に別途徴収される費用があ

る場合は、これを支払わなければなりません。

５．履修および提出期間等についての質問は事前に教務課まで問い合わせてください。

履修登録願の記入および提出について

履修登録願に記入

（注意）履修登録願は教務課に設置

時間割に変更がないか、教務課で確認

履修登録願を教務課に提出

夏学期提出期間 4月�3�日（月）〜4月 7 日（金）

冬学期提出期間 9月15日（金）〜9月21日（木）

注意　（１）�履修登録期間中に履修登録願を提出しなかった場合は、その授業科目の履修ができなくなり

ます。したがって、試験等の受験資格は認められず、単位も認定されません。

（２）履修登録の変更は認められません。

（３）成績表は大学院のものとは別に発行されますので注意してください。

研究室について

人文社会学研究科院生研究室（6A-B102）
人文社会学研究科院生資料室（6A-B108）

　人文社会学研究科の院生専用の研究室と資料室があります。

　パソコン、机、ロッカー等ありますのでご利用ください。研究室への入室は暗証番号が必要で

すので、教務課までお問い合わせください。

　廊下にコピー機も設置しております。こちらも利用していただく際に、暗証番号が必要ですので、

教務課までお問い合わせください。
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４-１　授業科目一覧　（令和2年度以降入学生用）
【博士前期課程】

授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべ
き能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③

専

門

講

義

科

目

社会福祉学研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHAA1001a0 専 門 演習の内、
主指導教員が担
当する科目8単位
と、それに関連
する演習 4単位、
社会福祉学研究、
社会福祉政策・
制度研究、およ
び社会福祉援助
技術研究の専門
講義科目うち8単
位計 20 単位を含
め、3 2 単位以上
（専門研究科目も
含む）を履修しな
ければならない。

社会福祉学研究ⅠＡ 社会事業史研究 2 ※ GHAA1002a0
社会福祉学研究ⅠＢ 社会福祉学原論 2 ※ GHAA1003a0
社会福祉学研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHAA2004a0
社会福祉学研究ⅡＡ 社会事業史研究 2 ※ GHAA2005a0
社会福祉学研究ⅡＢ 社会福祉学原論 2 ※ GHAA2006a0
社会福祉学研究Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHAA1007a0
社会福祉学研究Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHAA2008a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 ◎ 〇 GHAA1009a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ GHAA1010a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHAA1011a0
社会福祉政策・制度研究ⅠＡ 老人福祉論 2 ※ GHAA1012a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 成年後見制度論 2 番匠谷　光晴 〇 ◎ 〇 GHAA1013a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 ◎ 〇 GHAA2014a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ GHAA2015a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHAA2016a0
社会福祉政策・制度研究ⅡＡ 老人福祉論 2 ※ GHAA2017a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 成年後見制度論 2 番匠谷　光晴 〇 ◎ 〇 GHAA2018a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子 〇 ◎ 〇 GHAA1019a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ GHAA1020a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHAA1021a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子 〇 ◎ 〇 GHAA2022a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ GHAA2023a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHAA2024a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 〇 ◎ 〇 GHAA1025a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHAA1026a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHAA1027a0
社会福祉援助技術研究ⅠＡ 社会福祉援助論 2 ※ GHAA1028a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 〇 ◎ 〇 GHAA2029a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHAA2030a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHAA2031a0
社会福祉援助技術研究ⅡＡ 社会福祉援助論 2 ※ GHAA2032a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 〇 ◎ 〇 GHAA1033a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHAA1034a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHAA1035a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 〇 ◎ 〇 GHAA2036a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHAA2037a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHAA2038a0

専

門

演

習

科

目

社会福祉専門演習Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB1039a0
社会福祉専門演習Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB1040a0
社会福祉専門演習Ⅰ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB1041a0
社会福祉専門演習Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB1042a0
社会福祉専門演習Ⅰ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB1043a0
社会福祉専門演習Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB1044a0
社会福祉専門演習Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB1045a0
社会福祉専門演習Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB2046a0
社会福祉専門演習Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB2047a0
社会福祉専門演習Ⅱ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB2048a0
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授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべ
き能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③

専

門

演

習

科

目

社会福祉専門演習Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB2049a0
社会福祉専門演習Ⅱ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB2050a0
社会福祉専門演習Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB2051a0
社会福祉専門演習Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB2052a0
社会福祉専門演習Ⅲ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB3053a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB3054a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB3055a0
社会福祉専門演習Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB3056a0
社会福祉専門演習Ⅲ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB3057a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB3058a0
社会福祉専門演習Ⅲ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB3059a0
社会福祉専門演習Ⅳ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB3060a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB3061a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB3062a0
社会福祉専門演習Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB3063a0
社会福祉専門演習Ⅳ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB3064a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB3065a0
社会福祉専門演習Ⅳ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB3066a0
社会福祉専門演習Ⅴ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB1067a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB1068a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB1069a0
社会福祉専門演習Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB1070a0
社会福祉専門演習Ⅴ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB1071a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB1072a0
社会福祉専門演習Ⅴ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB1073a0
社会福祉専門演習Ⅵ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ◎ 〇 GHAB2074a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ◎ 〇 GHAB2075a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ◎ 〇 GHAB2076a0
社会福祉専門演習Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子　 ◎ 〇 GHAB2077a0
社会福祉専門演習Ⅵ 人権問題論 2 ※ ◎ 〇 GHAB2078a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ◎ 〇 GHAB2079a0
社会福祉専門演習Ⅵ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ◎ 〇 GHAB2080a0

専

門

研

究

科

目

社会福祉学文献研究Ⅰ（和書） 2 鳥海　直美 ◎ 〇 GHAC1081a0
社会福祉学文献研究Ⅰ（外書） 2 ※ ◎ 〇 GHAC1082c0
社会福祉学文献研究Ⅱ（和書） 2 鳥海　直美 ◎ 〇 GHAC2083a0
社会福祉学文献研究Ⅱ（外書） 2 ※ ◎ 〇 GHAC2084c0
社会福祉調査法研究Ⅰ 2 ※ ◎ 〇 GHAC1085a0
社会福祉調査法研究Ⅱ 2 ※ ◎ 〇 GHAC2086a0

社会福祉学英語研究Ⅰ 人間福祉学英語研究 2

石田（晋）・
上續・笠原・
田原・鳥海・
原（順）・和田（謙）

◎ 〇 GHAC1087b0

社会福祉学英語研究Ⅱ 人間福祉学英語研究 2

石田（晋）・
上續・笠原・
田原・鳥海・
原（順）・和田（謙）

◎ 〇 GHAC2088b0

＊「身につけるべき能力」については、P.4�ディプロマ・ポリシーを確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.25を確認してください。
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【博士後期課程】

授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべ
き能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③

特

殊

研

究

科

目

社会福祉学特殊研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHBA1001a0 社会福祉学特殊
演習の内、同一
科目12単位必須。

社会福祉学特殊研究ⅠＡ 社会福祉学原論 2 ※ GHBA1002a0
社会福祉学特殊研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 ◎ 〇 GHBA2003a0
社会福祉学特殊研究ⅡＡ 社会福祉学原論 2 ※ GHBA2004a0
社会福祉学特殊研究Ⅲ ― 2 ※ GHBA1005a0
社会福祉学特殊研究ⅢＡ 社会事業史研究 2 ※ GHBA1006a0
社会福祉学特殊研究Ⅳ ― 2 ※ GHBA2007a0
社会福祉学特殊研究ⅣＡ 社会事業史研究 2 ※ GHBA2008a0
社会福祉学特殊研究Ｖ ― 2 ※ GHBA1009a0
社会福祉学特殊研究Ⅵ ― 2 ※ GHBA2010a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHBA1011a0
社会福祉政策・制度特殊研究ⅠＡ 老人福祉論 2 ※ GHBA1012a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 〇 ◎ 〇 GHBA2013a0
社会福祉政策・制度特殊研究ⅡＡ 老人福祉論 2 ※ GHBA2014a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅲ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ 〇 GHBA1015a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅳ 人権問題論 2 ※ 〇 ◎ 〇 GHBA2016a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子 〇 ◎ 〇 GHBA1017a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子 〇 ◎ 〇 GHBA2018a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHBA1019a0
社会福祉援助技術特殊研究ⅠＡ 社会福祉援助論 2 ※ GHBA1020a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 ◎ 〇 GHBA2021a0
社会福祉援助技術特殊研究ⅡＡ 社会福祉援助論 2 ※ GHBA2022a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅲ ― 2 ※ GHBA1023a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅳ ― 2 ※ GHBA2024a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHBA1025a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 ◎ 〇 GHBA2026a0

特

殊

演

習

科

目

社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB1027a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB1028a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB1029a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB1030a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB1031a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB1032a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB1033a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB1034a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB2035a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB2036a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB2037a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB2038a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB2039a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB2040a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB2041a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB2042a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB3043a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB3044a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB3045a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB3046a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB3047a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB3048a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB3049a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB3050a0

特
殊
講
義
科
目

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBC1051a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBC1052a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBC1053a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBC1054a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBC2055a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBC2056a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBC2057a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBC2058a0

※ 2023年度開講せず
＊「身につけるべき能力」については、P.4�ディプロマ・ポリシーを確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.25を確認してください。
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４-２　授業科目一覧　（平成31年度入学生用）
【博士前期課程】

授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべき能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③ ④

専

門

講

義

科

目

社会福祉学研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHAA1001a0 専門演習の内、
主指導教員が担
当する科目 8単
位と、それに関
連する演習 4単
位 、 社 会 福 祉
学研究、社会福
祉政策・制度研
究、および社会
福祉援助技術研
究の専門講義科
目うち 8単位計
20 単位を含め、
32単位以上（専
門研究科目も含
む）を履修しな
け れ ば な ら な
い。

社会福祉学研究ⅠＡ 社会事業史研究 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA1002a0
社会福祉学研究ⅠＢ 社会福祉学原論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA1003a0
社会福祉学研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHAA2004a0
社会福祉学研究ⅡＡ 社会事業史研究 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA2005a0
社会福祉学研究ⅡＢ 社会福祉学原論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA2006a0
社会福祉学研究Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHAA1007a0
社会福祉学研究Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHAA2008a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ◎ ○ GHAA1009a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 人権問題論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA1010a0
社会福祉政策・制度研究Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHAA1011a0
社会福祉政策・制度研究ⅠＡ 老人福祉論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA1012a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ◎ ○ GHAA2014a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 人権問題論 2 ※ ○ ◎ GHAA2015a0
社会福祉政策・制度研究Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHAA2016a0
社会福祉政策・制度研究ⅡＡ 老人福祉論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA2017a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子 ○ ◎ ○ GHAA1019a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 人権問題論 2 ※ ○ ◎ GHAA1020a0
社会福祉政策・制度研究Ⅲ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHAA1021a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子 ○ ◎ ○ GHAA2022a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 人権問題論 2 ※ ○ ◎ GHAA2023a0
社会福祉政策・制度研究Ⅳ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHAA2024a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ◎ ○ GHAA1025a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHAA1026a0
社会福祉援助技術研究Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHAA1027a0
社会福祉援助技術研究ⅠＡ 社会福祉援助論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA1028a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ◎ ○ GHAA2029a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHAA2030a0
社会福祉援助技術研究Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHAA2031a0
社会福祉援助技術研究ⅡＡ 社会福祉援助論 2 ※ ○ ◎ ○ GHAA2032a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ◎ ○ GHAA1033a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHAA1034a0
社会福祉援助技術研究Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHAA1035a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ◎ ○ GHAA2036a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHAA2037a0
社会福祉援助技術研究Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHAA2038a0

専

門

演

習

科

目

社会福祉専門演習Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB1039a0
社会福祉専門演習Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB1040a0
社会福祉専門演習Ⅰ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB1041a0
社会福祉専門演習Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB1042a0
社会福祉専門演習Ⅰ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB1043a0
社会福祉専門演習Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB1044a0
社会福祉専門演習Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB1045a0
社会福祉専門演習Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB2046a0
社会福祉専門演習Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB2047a0
社会福祉専門演習Ⅱ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB2048a0
社会福祉専門演習Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB2049a0
社会福祉専門演習Ⅱ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB2050a0

※ 2023年度開講せず
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授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべき能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③ ④

専

門

演

習

科

目

社会福祉専門演習Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB2051a0
社会福祉専門演習Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB2052a0
社会福祉専門演習Ⅲ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB3053a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB3054a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB3055a0
社会福祉専門演習Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB3056a0
社会福祉専門演習Ⅲ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB3057a0
社会福祉専門演習Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB3058a0
社会福祉専門演習Ⅲ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB3059a0
社会福祉専門演習Ⅳ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB3060a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB3061a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB3062a0
社会福祉専門演習Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB3063a0
社会福祉専門演習Ⅳ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB3064a0
社会福祉専門演習Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB3065a0
社会福祉専門演習Ⅳ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB3066a0
社会福祉専門演習Ⅴ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB1067a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB1068a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB1069a0
社会福祉専門演習Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB1070a0
社会福祉専門演習Ⅴ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB1071a0
社会福祉専門演習Ⅴ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB1072a0
社会福祉専門演習Ⅴ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB1073a0
社会福祉専門演習Ⅵ 精神保健福祉研究 2 石田　晋司 ○ ○ ◎ GHAB2074a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHAB2075a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHAB2076a0
社会福祉専門演習Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHAB2077a0
社会福祉専門演習Ⅵ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHAB2078a0
社会福祉専門演習Ⅵ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHAB2079a0
社会福祉専門演習Ⅵ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ○ ◎ GHAB2080a0

専

門

研

究

科

目

社会福祉学文献研究Ⅰ（和書） 2 鳥海　直美 ◎ ○ GHAC1081a0
社会福祉学文献研究Ⅰ（外書） 2 ※ ◎ ○ GHAC1082c0
社会福祉学文献研究Ⅱ（和書） 2 鳥海　直美 ◎ ○ GHAC2083a0
社会福祉学文献研究Ⅱ（外書） 2 ※ ◎ ○ GHAC2084c0
社会福祉調査法研究Ⅰ 2 ※ ◎ ○ GHAC1085a0
社会福祉調査法研究Ⅱ 2 ※ ◎ ○ GHAC2086a0

社会福祉学英語研究Ⅰ 人間福祉学英語研究 2
石田（晋）・
上續・笠原・
田原・鳥海・
原（順）・和田（謙）

◎ ○ GHAC1087b0

社会福祉学英語研究Ⅱ 人間福祉学英語研究 2
石田（晋）・
上續・笠原・
田原・鳥海・
原（順）・和田（謙）

◎ ○ GHAC2088b0

＊「身につけるべき能力」については、平成 31 年度履修要覧（P.2）を確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.25を確認してください。
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【博士後期課程】

授業科目
単
位
数

担当者
身につけるべき能力 ナンバリング

コード 履修方法
① ② ③ ④

特

殊

研

究

科

目

社会福祉学特殊研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHBA1001a0 社会福祉学特殊
演習の内、同一
科目 1 2 単位必
須。

社会福祉学特殊研究ⅠＡ 社会福祉学原論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA1002a0
社会福祉学特殊研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ◎ ○ GHBA2003a0
社会福祉学特殊研究ⅡＡ 社会福祉学原論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA2004a0
社会福祉学特殊研究Ⅲ ― 2 ※ GHBA1005a0
社会福祉学特殊研究ⅢＡ 社会事業史研究 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA1006a0
社会福祉学特殊研究Ⅳ ― 2 ※ GHBA2007a0
社会福祉学特殊研究ⅣＡ 社会事業史研究 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA2008a0
社会福祉学特殊研究Ｖ ― 2 ※ GHBA1009a0
社会福祉学特殊研究Ⅵ ― 2 ※ GHBA2010a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅰ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHBA1011a0
社会福祉政策・制度特殊研究ⅠＡ 老人福祉論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA1012a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅱ 福祉教育研究 2 上續　宏道 ○ ◎ ○ GHBA2013a0
社会福祉政策・制度特殊研究ⅡＡ 老人福祉論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA2014a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅲ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHBA1015a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅳ 人権問題論 2 ※ ○ ○ ◎ GHBA2016a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子 ○ ◎ ○ GHBA1017a0
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子 ○ ◎ ○ GHBA2018a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHBA1019a0
社会福祉援助技術特殊研究ⅠＡ 社会福祉援助論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA1020a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ◎ ○ GHBA2021a0
社会福祉援助技術特殊研究ⅡＡ 社会福祉援助論 2 ※ ○ ◎ ○ GHBA2022a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅲ ― 2 ※ GHBA1023a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅳ ― 2 ※ GHBA2024a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHBA1025a0
社会福祉援助技術特殊研究Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ◎ ○ GHBA2026a0

特

殊

演

習

科

目

社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHBB1027a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHBB1028a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHBB1029a0
社会福祉学特殊演習Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHBB1030a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHBB1031a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHBB1032a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHBB1033a0
社会福祉学特殊演習Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHBB1034a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB2035a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB2036a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB2037a0
社会福祉学特殊演習Ⅲ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB2038a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB2039a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB2040a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB2041a0
社会福祉学特殊演習Ⅳ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB2042a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB3043a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB3044a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB3045a0
社会福祉学特殊演習Ⅴ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB3046a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会保障論 2 和田　謙一郎 〇 〇 ◎ GHBB3047a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 地域共生研究 2 田原　範子　 〇 〇 ◎ GHBB3048a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 〇 〇 ◎ GHBB3049a0
社会福祉学特殊演習Ⅵ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 〇 〇 ◎ GHBB3050a0

特
殊
講
義
科
目

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHBC1051a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHBC1052a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHBC1053a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHBC1054a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会保障論 2 和田　謙一郎 ○ ○ ◎ GHBC2055a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 地域共生研究 2 田原　範子　 ○ ○ ◎ GHBC2056a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会福祉専門性研究 2 笠原　幸子 ○ ○ ◎ GHBC2057a0
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ 社会福祉援助技術論 2 原　順子 ○ ○ ◎ GHBC2058a0

※ 2023年度開講せず

＊「身につけるべき能力」については、平成 31 年度履修要覧（P.2）を確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.25を確認してください。
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＜ナンバリングについて＞
ナンバリングとは、区分や水準等をもとに授業科目に番号を付けることで、カリキュラム全体

の中での各授業科目の
学修の段階や順序を表すものです。履修登録や学修の上での参考にしてください。

＜ナンバリングコードの表示と見方＞
10 桁のアルファベット・数字で表します。

G H AA 1 001 a 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①第 1区分コード	 	‥‥‥ 	大学院に関する科目で区分

②第 2区分コード	 	‥‥‥ 	研究科・専攻で区分

③第 3区分コード	 	‥‥‥ 	課程・コース・分野・領域で区分

※①～③の詳細は、以下の「区分コード表」を確認してください。

④水準コード� �‥‥‥ �1：初級レベル［入門・導入的な内容の科目］　
� �‥‥‥ �2：中級レベル［発展的・応用的な内容の科目］
� �‥‥‥ �3：上級レベル［総合的かつ高度な内容の科目］

⑤科目コード� �‥‥‥ �原則、学則に規定された科目の順序

⑥授業での使用言語� �‥‥‥ �a�：�日本語�b：�英語�c：�日本語および英語�d：�その他

⑦科目区分コード� �‥‥‥ �0�：�専門　1�：�共通

区分コード表
①第 1 区分コード ②第 2 区分コード ③第 3 区分コード

コード 研究科・専攻 コード 課程・コース・分野・領域 コード

大学院

Graduate�School
G

人文社会学研究科
人間福祉学専攻
Department� of� Human� Welfare,�
School� of� Humanities� and� Social�
Sciences

H

博士前期課程　専門講義科目 AA

博士前期課程　専門演習科目 AB

博士前期課程　専門研究科目 AC

博士後期課程　特殊研究科目 BA

博士後期課程　特殊演習科目 BB

博士後期課程　特殊講義科目 BC

＜履修系統図について＞
　履修系統図とは、ディプロマ・ポリシーで示されている「修了時点において学生が身につける
べき能力」を修得するために科目がどのように配置されているのか、つまり、各科目の関連性や
つながりを体系的に明示したものです。
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人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士前期課程　履修系統図

分野

社会福祉専門演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅱ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅲ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会保障論）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会保障論）

社会福祉専門演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（地域共生研究）

 社会福祉専門演習Ⅰ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅱ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅲ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅳ（人権問題論）

社会福祉専門演習Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（福祉教育研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅵ（人権問題論）

社会福祉専門演習Ⅴ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（福祉教育研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（社会福祉専門性研究) 社会福祉専門演習Ⅱ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会福祉援助技術論）

社会祉専門演習Ⅴ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（精神保健研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会福祉援助技術倫） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学文献研究Ⅰ（和書） 社会福祉学文献研究Ⅱ（和書）

社会福祉学文献研究Ⅰ（外書） 社会福祉学文献研究Ⅱ（外書）

社会福祉調査法研究Ⅰ 社会福祉調査法研究Ⅱ

社会福祉学英語研究Ⅰ 社会福祉学英語研究Ⅱ

社会福祉学研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉学研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学研究Ⅳ（社会保障論）

社会福祉政策・制度研究Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（地域共生研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅰ（人権問題論） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（人権問題論）

 社会福祉政策・制度研究Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（福祉教育研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（地域共生研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（人権問題論） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（人権問題論）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（福祉教育研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

※カリキュラムポリシー（CP）は P.4・5 を参照してください。

身につけるべき能力 2年次1年次

①

基本的・体系的な研究能力を
修得している。

基礎理論分野
＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

政策・制度分野

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門研究科目＞

援助技術分野

②

社会福祉に関する高度な専門性を
修得している。

基礎理論分野

政策・制度分野

③

指導的役割を担う力を修得している。

援助技術分野

援助技術分野

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

仏教精神に基づいた自立と共生につい
ての理解を深め、基本的・体系的な研
究能力を修得している。

社会福祉の各領域・分野における専門
知識、問題解決能力、社会福祉実践能
力などの高度な専門性を修得している。

社会福祉の実践の場において指導的役
割を担い、スーパービジョンができる。
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人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士前期課程　履修系統図

分野

社会福祉専門演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅱ（社会保障論）  社会福祉専門演習Ⅲ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会保障論）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会保障論） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会保障論）

社会福祉専門演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（地域共生研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅱ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅲ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅳ（人権問題論）

社会福祉専門演習Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（福祉教育研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（人権問題論） 社会福祉専門演習Ⅵ（人権問題論）

社会福祉専門演習Ⅴ（福祉教育研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（福祉教育研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅱ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（社会福祉専門性研究) 社会福祉専門演習Ⅱ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉専門演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉専門演習Ⅳ（社会福祉援助技術論）

社会祉専門演習Ⅴ（精神保健研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（精神保健研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉専門演習Ⅴ（社会福祉援助技術倫） 社会福祉専門演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学文献研究Ⅰ（和書） 社会福祉学文献研究Ⅱ（和書）

社会福祉学文献研究Ⅰ（外書） 社会福祉学文献研究Ⅱ（外書）

社会福祉調査法研究Ⅰ 社会福祉調査法研究Ⅱ

社会福祉学英語研究Ⅰ 社会福祉学英語研究Ⅱ

社会福祉学研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉学研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学研究Ⅳ（社会保障論）

社会福祉政策・制度研究Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（地域共生研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅰ（人権問題論） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（人権問題論）

社会福祉政策・制度研究Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅱ（福祉教育研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（地域共生研究）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（人権問題論） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（人権問題論）

社会福祉政策・制度研究Ⅲ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度研究Ⅳ（福祉教育研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（精神保健研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（精神保健研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術研究Ⅳ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術研究Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

※カリキュラムポリシー（CP）は P.4・5 を参照してください。

身につけるべき能力 2年次1年次

①

基本的・体系的な研究能力を
修得している。

基礎理論分野
＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

政策・制度分野

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門演習科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門研究科目＞

援助技術分野

②

社会福祉に関する高度な専門性を
修得している。

基礎理論分野

政策・制度分野

③

指導的役割を担う力を修得している。

援助技術分野

援助技術分野

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（主研究指導教員担当科目）＞

＜専門講義科目（副研究指導教員担当科目）＞

仏教精神に基づいた自立と共生につい
ての理解を深め、基本的・体系的な研
究能力を修得している。

社会福祉の各領域・分野における専門
知識、問題解決能力、社会福祉実践能
力などの高度な専門性を修得している。

社会福祉の実践の場において指導的役
割を担い、スーパービジョンができる。
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分野

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅳ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅵ（社会保障論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉専門性研究）  社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉専門性研究）  社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学特殊研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅱ（福祉教育研究）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅲ（人権問題論） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅳ（人権問題論）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉援助技術特殊研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術特殊研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術特殊研究Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術特殊研究Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅳ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅵ（社会保障論）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（地域共生研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉専門性研究）  社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

身につけるべき能力 2年次

①

精深な学識と高度な研究能力を修得している。

1年次

＜特殊研究科目＞

援助技術分野

②

③

基礎理論分野

＜特殊講義科目＞

援助技術分野

※カリキュラムポリシー（CP）は P.4・5 を参照してください。

3年次

基礎理論分野

政策・制度分野

＜特殊研究科目＞
基礎理論分野

政策・制度分野

援助技術分野

＜特殊演習科目＞

＜特殊演習科目＞

＜特殊講義科目＞

＜特殊演習科目＞

＜特殊講義科目＞

政策・制度分野

仏教精神に基づいた自立と共生についての理解を
深め、広い視野に立つ精深な学識と高度な研究能
力を修得している。

社会福祉の各領域・分野における高度な専門性を
もち、変化し続ける社会状況における様々な社会
福祉問題の研究を継続していく力を修得してい
る。

社会福祉に関する高度な専門性と研究を継続して
いく力を修得している。

明確な研究テーマを持ち続けることにより、先見
的かつ実証的な社会福祉に関する新たな知見を継
続して生み出していく力を修得している。

明確な研究テーマと新たな知見を生み出す力を修
得している。

人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士後期課程　履修系統図
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令
和
２
年
度
以
降・平
成
31
年
度
入
学
生

分野

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅳ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅵ（社会保障論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉専門性研究）  社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学特殊研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅰ（福祉教育研究） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅱ（福祉教育研究）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅲ（人権問題論） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅳ（人権問題論）

社会福祉政策・制度特殊研究Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉政策・制度特殊研究Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉援助技術特殊研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉援助技術特殊研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉援助技術特殊研究Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉援助技術特殊研究Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅲ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅳ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅴ（社会保障論） 社会福祉学特殊研究Ⅵ（社会保障論）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会保障論） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会保障論）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（地域共生研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（地域共生研究）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（地域共生研究） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（地域共生研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉専門性研究）  社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学特殊演習Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅱ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅲ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅳ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅴ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学特殊演習Ⅵ（社会福祉援助技術論）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会福祉専門性研究） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会福祉専門性研究）

社会福祉学文献特殊研究Ⅰ（社会福祉援助技術論） 社会福祉学文献特殊研究Ⅱ（社会福祉援助技術論）

身につけるべき能力 2年次

①

精深な学識と高度な研究能力を修得している。

1年次

＜特殊研究科目＞

援助技術分野

②

③

基礎理論分野

＜特殊講義科目＞

援助技術分野

※カリキュラムポリシー（CP）は P.4・5 を参照してください。

3年次

基礎理論分野

政策・制度分野

＜特殊研究科目＞
基礎理論分野

政策・制度分野

援助技術分野

＜特殊演習科目＞

＜特殊演習科目＞

＜特殊講義科目＞

＜特殊演習科目＞

＜特殊講義科目＞

政策・制度分野

仏教精神に基づいた自立と共生についての理解を
深め、広い視野に立つ精深な学識と高度な研究能
力を修得している。

社会福祉の各領域・分野における高度な専門性を
もち、変化し続ける社会状況における様々な社会
福祉問題の研究を継続していく力を修得してい
る。

社会福祉に関する高度な専門性と研究を継続して
いく力を修得している。

明確な研究テーマを持ち続けることにより、先見
的かつ実証的な社会福祉に関する新たな知見を継
続して生み出していく力を修得している。

明確な研究テーマと新たな知見を生み出す力を修
得している。

人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士後期課程　履修系統図
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人文社会学研究科
人間福祉学専攻

Ⅲ　履修要項
（平成30年度以前入学生用）
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平
成
30
年
度
以
前
入
学
生

年次研究の計画

書と年次研究経

過報告書の提出

博士論文執筆資格

審査について

論文執筆資格審査

の申請要件

論文執筆資格審査

の申請手続き

論文執筆資格審査

の申請締切日

博士論文予備審

査について

予備審査の申請

要件

　博士後期課程在学生並びに研究生は、定められた期間に「年次研究計画書」

ならびに「年次研究経過報告書」を提出しなければならない。

「年次研究計画書」は、所定の表紙をつけて 10,000 字以内に研究課題および具

体的な研究計画内容を記述し、表紙には論題名と主・副研究指導教員の教員に

よる署名・押印の上、教務課に提出すること。

　提出期間�：年次研究計画書　　　　　5月23日（火）〜5月29日（月）

�����年次研究経過報告書　　　2月�6�日（火）〜2月13日（火）

　博士論文の執筆に当たっては、論文執筆資格審査を受け合格しなければなら

ない。

　論文執筆資格審査の申請には、次の各号のすべてを満たしていなければならな

い。

⑴� 博士後期課程の第 2 学年以上に在学し、必要な研究指導を受けていること。

⑵� 申請について研究指導教員の承諾を得ていること。

⑶� 本研究科への入学時から論文執筆資格審査の申請までの間に、研究業績が 1

点以上あること（掲載予定を含む）。

　論文執筆資格審査の申請には、次の提出書類を一括して教務課へ提出すること。

①�論文執筆資格審査申請書 1 部

②�論文執筆計画書 3 部（正本 1 部、副本 2 部）

③�研究業績 3 部（正本 1 部、副本 2 部）

�掲載論文については、論文 3 部及び論文掲載予定証明書 1 部

④�研究業績一覧及び概要 3 部（正本 1 部、副本 2 部）

教務課に問い合わせてください。

　博士論文を提出するためには、本研究科の博士後期課程在学中もしくは大学

院学則に定める研究生在籍中に、予備審査を受け合格しなければならない。

　予備審査の申請には、次の各号のすべてを満たしていなければならない。

⑴� 研究科博士後期課程の３年次以上に在学し、予備審査申請日の属する学期末

までの通算在学期間が６年以内であること。ただし、満期退学者については、

満期退学の日から３年以内に申請すること。（期間の算定に際しては、休学

期間を算入しない。）

⑵� 博士論文（草稿）を提出する前年度までは、毎年度ごとに、研究計画書及び

研究経過報告書を提出すること。

１　博士後期課程の科目と履修　令和2年3月31日までの満期退学生用
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平
成
30
年
度
以
前
入
学
生

予備審査申請手

続き

学位審査の資格

要件

学位審査手続

⑶� 博士論文（草稿）を提出する前年度までは、毎年度ごとに、中間報告会（９

月中旬頃実施予定）において、研究報告を原則としてすること。

⑷� 博士論文（草稿）を提出するまでに、所属する学会での研究発表を１回以上

および学術誌での論文掲載を３回以上行うこと（掲載予定を含む）。

⑸� 予備審査の申請について主・副研究指導教員２人以上の承諾を得ていること。

予備審査の申請には、次の提出書類を一括して教務課へ提出すること。

①�予備審査申請書� １部

②�博士論文（草稿）� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

③�博士論文（草稿）要旨� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

④�研究業績一覧およびその概要� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

⑤�その他事前審査の参考となる資料� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

予備審査申請締切日　：　教務課に問い合わせてください。

学位申請には、次の各号のすべての用件を満たしていなければならない。

⑴� 博士論文予備審査に合格していること。

⑵� 研究科博士後期課程の３年次以上に在学し、学位申請日の属する年度末まで

の通算在学期間が６年以内であること。ただし、満期退学者については、満

期退学の日から３年以内に申請すること。（期間の算定に際しては、休学期

間を算入しない。）

⑶� 学位審査について主・副研究指導教員の教員２人以上の承諾を得ているこ

と。

⑴� 博士の学位審査は、次に掲げる書類の提出によって行う。

①�学位審査申請書� １部

②�博士学位論文� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

③�博士学位論文要旨� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

④�研究業績一覧およびその概要� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

�⑤�履歴書� ３部（正本１部、副本２部以上）以上

⑥�審査手数料領収書� １部（コピー１部）

⑵� 博士論文の体裁

用紙と文字数� A4 サイズ� 100,000 字以上

文字サイズ� 12 ポイント� 一行 34 文字× 30 行

余白� 上 35mm.　下 30mm.　左右 30mm.　　

頁番号� 下中央

図表� 一つひとつに番号をつけ、当該頁に挿入のこと。

本文� 本文の構成は自由であるが、目次を最初に掲載すること。
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平
成
30
年
度
以
前
入
学
生

博士学位論文の

審査基準

論文題目変更

学位審査

課程修了以外の

論文審査

⑶� 博士論文要旨の体裁

博士論文の目次を最初に掲載すること。

用紙と文字数� A4 サイズ� 　8,000 字程度

以下、博士論文と同様。

　学位審査申請提出締切日：12月8日（金）

博士学位論文は以下のとおりとする。

⑴� 人間福祉学における博士としての十分な知識と研究能力を有し、人間福祉学

の発展に貢献できる。

⑵� 四天王寺大学倫理審査委員会の承認を原則として経て、研究が実施されてい

る（人を対象とした研究の場合）。

⑶� 研究の背景・意義について、先行研究の検討に基づいて明確に記述されてい

る。

⑷� 先行研究や資料が適切に取り扱われており、当該研究分野における研究の水

準に達している。

⑸� 当該研究領域の博士論文として、独自の研究結果に基づき一貫した論旨で構

成されている。

⑹� 当該研究領域の理論的見地または実証的見地からみて、新規性、創造性、重

要性、有用性が認められる。

⑺� 論文審査委員会においての発表や質疑応答の内容が適切である。

　博士論文の題目変更は、所定の期間に教務課へ提出する。指導教員の署名・

押印を必要とする。

　変更締切　　10月18日（水）

　博士論文の審査（公開）を行い、学位授与の可否について審査する。

　博士の学位請求論文については、博士後期課程修了によるもののほかに、

論文審査とそれに伴う試験・試問によるものがある。
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看護学研究科
看護学専攻

Ⅰ　看護学専攻の概要
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看
護
学
研
究
科

本学の教育方針
教育（専攻）の目的
人間と命に対する畏敬の念と高い倫理観に基づき、居宅や医療・保健、福祉機関で提供される

看護ケア方略開発に向けて、科学的根拠に基づいた研究ができる力、あるいは高度実践看護師（専
門看護師）に求められる実践能力を培うことを目的とする。

「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）
本学の建学の精神である「理想とする未来像を描き、その実現のための強い意志を鍛える」に
基づいて設置する看護学研究科は、学園訓である「和」の精神を大切にしながら、看護の独自性・
専門性を追求しつつ、今後の知識基盤社会において実践・研究・教育の場で活躍できる高度専門
職業人・研究者・教育者となる人材を育成する。

博士前期課程
＜共通＞

１）看護実践を科学的・論理的に探求できる。
看護実践に潜む経験知を大切にしながらも、根拠に基づく看護を目指して、看護現象を科
学的・論理的に探求できる。
２）高い倫理性を身につけ、看護の質向上に関与できる。
看護職者としての誇りと高い自覚に基づいて、常に理想の看護を探求しながら、人間と命
の尊厳を遵守し、絶えず看護実践・研究・教育の質の向上に関与できる。

＜研究者コース＞

１）実践に即した研究課題を明確にし、適切な方法を選択して研究に取り組むことができる。
看護実践の経験の中から自ら解明したい課題を明らかにして、文献検索・検討を通して先
行研究の成果を理解したうえで、自らの課題解明のために適切な研究方法を選択して研究に
取り組むことができる。
２）看護職の教育的機能を理解し、現任教育や基礎教育に関わることができる。
看護実践における健康教育や患者教育等の看護職の教育的機能を理解し、実践の場におけ
る現任教育や看護専門学校や大学教育など基礎教育に関与することができる。

＜専門看護師コース（精神看護学・老年看護学・災害看護学）＞

１）高度な専門知識と技能を有し、基本的な研究力を修得している。
学士課程教育の基盤の上に高度な知識を持ち、生涯を通して学修を継続する力と新たな知
識を常に修得する姿勢・態度を有している。また研究活動において、情報を駆使しアイデア
を発展させ、応用する創造力を修得している。

Ⅰ　看護学専攻の概要
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２）高度な実践を遂行できる力と協働する力を修得している。
高度で普遍性のある教養を身につけ、知識を統合する能力を有し、自らの知識や理解を適
用する際の社会的、倫理的責任を考慮しつつ、また人間と命に対する尊厳についての深い理
解のもと、他分野と連携し複雑な課題を解決し高度な実践を遂行できる力を修得している。
３）グローバルな視点をもち、地域に根ざして行動する力を身につけている。
現代社会が直面する医療問題の解決に挑戦するために、多様な文化・制度等を理解し、学

際的・国際的に通用する専門知識・技能及び自らの考えをもち、それらを専門家にも一般の人々
にも、明確に伝えることができるコミュニケーション力及び行動力を身につけている。
４）地域社会を牽引するリーダーシップ力と調整力を身につけている。
自らの知識と技能及び問題解決能力を、専門分野において、またより広い学際的な領域に
おいて発揮し、地域社会における制度設計や変革を牽引するリーダーシップ力と調整力を身
につけている。

博士後期課程
１）人間と命の尊厳に対する深い理解と看護現象に対する洞察力ならびに自立して研究を遂行
できる研究力を修得している。
人間の健康に関わる諸現象を対象とする看護実践は、人間への深い理解と命の尊厳を遵守
することを基盤にした長い歴史をもつ営みであり、それを支える看護学は、実践の質を高め
るための研究の成果によって成り立っている。これらに関与できる博士後期課程修了者は、
看護現象を自立して探求し続けることのできる研究力を修得している。
２）健康問題／課題解決に向けて、グローバルな視点で探求し教育できる力を修得している。
多様化・複雑化している人々の健康問題・課題に対して、学際的なグローバルな視点に立

って探求するとともに、人々への健康教育をはじめ現職者や看護学生への教育に関与するこ
とのできる教育力を修得している。
３）看護学の発展に寄与するとともに、研究結果を国内外に向けて発信できる力を身につけて
いる。
諸学問の中での看護学は発展途上にあることを理解し、その発展に寄与するとともに、看
護学の研究成果を国内のみならず海外に発信し、国際的なコミュニケーションを拡大できる
力を身につけている。
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「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）
博士前期・後期課程のそれぞれの「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）を実
現すべく、両課程において共通科目と専門科目から編成されている。また、専門科目においては、
共通して基盤看護学分野・生涯発達看護学分野・広域看護学分野の３分野を設けている。

博士前期課程
博士前期課程においては、看護実践の拠りどころとなる研究力とともに教育力を有する研究者
を育成する「研究者コース」と、高度実践看護師を養成する「専門看護師コース（精神看護学、
老年看護学、災害看護学）」を設け、両コースの基盤的な理論等を学ぶ共通科目とともに、各コー
スに分野・領域に応じた専門科目を配置して編成する。
そのため、博士前期課程における「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を
次のように定める。

＜共通＞

１）看護実践の基盤となる理論を学ぶ科目を配置する。
２）科学的根拠に基づいた質の高い実践を目指した研究のできる基礎的な能力を培うための科
目を配置する。
３）高い倫理性を身につけた専門職業人を育成するための科目を配置する。

＜研究者コース＞

１）研究の一連のプロセスを確実に理解し、研究課題の焦点化ができるように科目を配置する。
２）基礎教育や現任教育に関与できるための基礎的な教育力を涵養するための科目を配置する。

＜専門看護師コース（精神看護学・老年看護学・災害看護学）＞

１）人々の多様なニーズに応える高度看護実践能力を培うために、高度実践力、相談力、調整力、
倫理調整力、教育力、研究力、の６つの能力を修得できるように科目を 3領域（精神看護学・
老年看護学・災害看護学）に配置する。
２）学生自身が自らの実践能力を主体的に高められるように科目を配置する。

博士後期課程
博士後期課程においては、前期課程で培った研究力をさらに発展させるための各種の研究方法
を駆使する能力やグローバルな視点で探究できる学識を深めるための専門科目と演習等を組み合
わせて編成する。
そのため、博士後期課程の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を次のよ
うに定める。

１）看護学の担い手となる研究者として、各種の研究方法を駆使できる力を培うための科目を
配置する。
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２）グローバルな視点で探求できる教育者として、専門分野の学識を深めるために各専門分野
に特論と演習を配置する。
３）看護学の発展に向けて、学際的・国際的視野にたって発信できる力を培う科目を配置する。

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）
本研究科における育成する人材、「修了認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教

育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を踏まえて、受け入れる入学者に次のよう
な能力を求める。

博士前期課程
１）看護学の基礎的能力を有し、深い洞察力を持ち、自らの看護観を表現できる人
２）看護専門職としての自覚と誇りを持ち、看護の質向上を目指せる人
３）看護学の教育者・研究者への強い動機を有し、論理的思考のできる人
４）看護専門職者として、生涯学習への強い動機を有し、それを実現できる人

博士後期課程
１）実践・教育などの多様な場においてリーダーシップを発揮できる人
２）看護学の発展に寄与できる研究力及び教育力を身につけるための強い意志を有する人
３）学際的・国際的な視野を持ち、看護実践・看護学の発展・変革を目指せる人
４）自らが専門とする看護実践・看護学を深め、次世代の育成を目指せる人
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看護学研究科の構成

（博士前期課程） （博士後期課程）

基盤看護学分野

生涯発達看護学分野

広域看護学分野

理論看護学領域 研究者

精神看護学領域
研究者

専門看護師

基盤看護学分野

母性看護学領域 研究者

小児看護学領域 研究者

成人看護学領域 研究者

老年看護学領域
研究者

専門看護師

生涯発達看護学分野

公衆衛生看護学領域 研究者

在宅看護学領域 研究者

災害看護学領域
研究者

専門看護師

広域看護学分野
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看護学研究科
看護学専攻

Ⅱ　履修要項
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履修方法

履修科目

単位修得

成績の評価

⑴�履修する科目については、定められた期間にIBU.netで履修登録を完了する

こと。

� 履修訂正期間後の履修登録変更は認められない。

� 　夏学期　　登録期間： 4 月�3�日（月）〜 4 月�7�日（金）

� 訂正期間： 4 月20日（木）〜 4 月24日（月）

� 　冬学期　　登録期間： 9 月15日（金）〜 9 月21日（木）

� 訂正期間：10月�4�日（水）〜10月10日（火）

⑵�履修登録の際には、事前に主たる研究指導教員への報告を必要とする。

⑴�単位の認定は、授業への出席と、試験またはレポートの提出等をもっての合

格によって行われる。

⑵�単位の修得および試験については、別に定める「四天王寺大学大学院単位の

修得に関する規定」による。（ｐ.88参照）

本学の成績評価は、以下の基準に基づいて行う。

評価 基　　準

秀 目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている（90点以上）

優 目標を十分に達成している（80点以上90点未満）

良 目標を達成している（70点以上80点未満）

可 目標を最低限度達成している（60点以上70点未満）

不合格 目標を達成していないので再履修が必要である（60点未満）

認 他大学院において修得した単位等

１　履修の方法と単位修得
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＜共通＞
共通科目においては、看護実践力の質的向上を支える「看護理論」「看護

倫理」「哲学的人間論」、研究者としての基礎力を養う「看護研究Ⅰ（総論）」

と「看護研究Ⅱ（統計）」、教育者としての基礎力を養う「看護教育論」、国

際性を培う「国際看護論」、加えて専門看護師養成に求められる共通科目で

ある「看護管理論」「コンサルテーション論」「看護政策論」「フィジカルア

セスメント」「最新病態生理学」「臨床薬理学」で構成している。

＜研究者コース＞
研究者コースでは、多様な学生の研究ニーズに対応するため理論看護学・

精神看護学・母性看護学・小児看護学・成人看護学・老年看護学・公衆衛生

看護学・在宅看護学・災害看護学の各領域を設定し、共通科目に加え、それ

ぞれの看護学領域の専門科目において「特論」、「演習」及び「特別研究」を

含む科目で構成している。

＜専門看護師コース（精神看護学・老年看護学・災害看護学）＞
専門看護師コースでは、精神看護学・老年看護学・災害看護学の各領域の

専門看護師コースにおいて、共通科目と専門科目の課題研究のほか、それぞ

れの領域の科目で構成している。

履修について

＜研究者コース＞
⑴�共通科目では必修科目（履修モデル表中（◎））である「看護理論」「看護倫理」

「看護研究Ⅰ（総論）」を履修し、また専攻領域によって指定された科目（履

修モデル表中（〇））を履修する。

⑵�専門看護師コースについては精神看護学・老年看護学・災害看護学の3領

域に履修することが望ましい科目（履修モデル表中（■））を、主研究指導教

員と相談して履修する科目を選択する。

⑶�専門科目においては、広い視点を養うために、自身の専攻した領域以外の

専門科目１科目を必修選択科目（履修モデル表中（★））として履修する。

＜専門看護師コース（精神看護学・老年看護学・災害看護学）＞
⑴�共通科目は、必修科目の「看護理論」、「看護倫理」、「看護研究Ⅰ（総論）」、コ

ース必修の「フィジカルアセスメント」、「最新病態生理学」、「臨床薬理学」

を、また「看護教育論」、「看護管理論」、「コンサルテーション論」、「看護政策

論」から1科目2単位以上を選択する。

⑵�精神看護学、老年看護学、災害看護学の自身の主たる領域の履修モデルに

沿って、演習、実習、課題研究を含む専門科目の必修科目を履修する。

履修科目

（ 履 修 モ デ ル
P.39～41参照）

２　博士前期課程の科目と履修
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⑴�学生の出願時に希望した教員を主研究指導教員とし、副研究指導教員は研究

科委員会にて選出する。

⑵�2 年次において、主・副研究指導教員に変更があった場合は、教務課へ申し

出の上、所定の期間内に変更手続きをすること。

　研究方法を含めた研究計画の発表を行う。主研究指導教員を中心とした複数

の教員からの指摘、助言、指導された事項を受けて、研究計画の修正・追加を

行う。標準修業年限では、1 年次 3 月、長期履修年限の研究者コースは 1 年次

3 月あるいは 2 年次 9 月、CNS コースは 2 年次 9 月に行う。

　研究計画発表会にて指摘・助言・指導された事項へ対応を行い、研究計画書

の審査を受ける。なお、研究科委員会開催日の 3 週間前までに、教務課へ研究

計画書 3 部・研究の概要１部を提出する。なお、提出の際の注意事項と提出物

は以下のとおりである。

1. 注意事項
1） 原則として、研究計画発表会にて発表後、研究計画書の審査を受ける。ただし、発表会前

に審査を受ける場合は、研究科長に相談する。 

　2） 研究計画発表会における指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究計画

書に添付する。 

2. 提出物

1） 研究計画書には、①研究の背景、②文献検討、③研究目的、④研究方法、⑤倫理的配慮の

内容を含める。

　2） A4 用紙 10 枚以内（40 文字× 30 行、フォントサイズ 10.5、上下 35mm・左右 30mm の余白

をとり、下余白中央部分に頁番号をふる）にまとめ、表紙を付けたものとする。資料（依頼書・

質問紙など）は別添とする。 

　3） 計画書は「論文作成ガイドライン」に則って作成する。

　4） 計画書は片面印刷にて 3 部、研究の概要は 1 部（A4 用紙１枚程度・計画書の書式と同様）を、

市販の A4 版クリアファイルに入れ提出する。  

⑴�論述に一貫性がある。

⑵�看護実践あるいは学術的に重要な研究テーマである。

⑶�研究の背景が明確に述べられているか。

⑷�現状における課題や先行研究を検討し、自分の研究の位置づけができている。

⑸ 看護実践あるいは看護学における研究の意義・貢献が明確である。

⑹ 研究目的が明確である。

⑺ 研究目的を達成するために適切な研究方法が用いられている。

⑻ 研究方法が具体的に論述されている。

⑼ 研究計画が実行可能かつ遂行できるものである。

⑽研究方法、対象の選定、記述に倫理的配慮がされている。

⑴ 論述に一貫性がある。

⑵ 高度実践看護における重要な研究テーマである。

⑶ 研究の背景が明確に述べられている。

研究指導教員の

決定

研究計画発表会

研究計画書の

審査

研究計画書

（研究者コース）

の審査基準

研究計画書

（CNS コ ー ス ）

の審査基準
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⑷ 専門看護分野における研究の意義・貢献が明確である。

⑸ 研究目的が明確である。

⑹ 研究目的を達成するために適切な研究方法が用いられている。

⑺ 研究方法が具体的に論述されている。

⑻ 研究方法、対象の選定、記述に倫理的配慮がされている。

⑴ 審査は「書類審査」を原則とするが、必要に応じて大学院生の参加を要請する。

⑵ 研究科委員会開催日（原則、8 月以外の毎月第 3 火曜日）の 3 週間前までに

研究計画書 3 部・研究の概要 1 部を教務課に提出する。

⑶ 大学院教務委員会が以下のとおり、審査委員を選定する。

①博士前期課程：主研究指導教員を含む、審査委員 3 名。

②博士後期課程：副研究指導教員を含む、審査委員 3 名。

⑷ 研究科構成教員に対し、研究の概要の閲覧を行う。

⑸ 審査委員 3 名は審査会にて「研究計画書評価基準」を参考に判定案を協議す

る。なお、大学院生に参加を要請する場合があるが、審査会当日、大学院生

は本学あるいはオンラインにて参加する。

⑹ 研究科委員会では、審査委員による報告を受けた後、研究計画書を審議し、

判定する。

⑺ 研究会委員会での最終的な審査判定は、以下の基準に基づいて行う。

⑻ 審査結果は、研究科長より審議対象大学院生に通知する。

　審査結果は、以下の 4 とおりである。

判定
判定基準

承認 変更・修正の必要がない。

研究計画に問題はないが、依頼書・承諾書・質問紙などの文言、

説明の仕方、文字の大きさ、構成などに一部不適切な箇所があり、

研究協力者等に提出した際に理解しにくい、誤解を招く可能性

がある等の問題が懸念される場合は、修正点についてのコメン

トを添えて承認とする。

条件付承認

研究計画に一部修正すべ

き点があり、再提出され

た計画書を審査委員が確

認する必要がある。

研究計画に一部修正すべき問題があり、修正を必要とするが、

審査委員の意見により容易に修正が可能であり、修正により新

たな問題が発生する可能性がないと判断される場合が該当する。

修正

研究計画に修正すべき点

があり、再提出された計

画書を審査委員が再審査

し、研究会委員会が承認

する必要がある。

研究計画に修正すべき問題があり、修正あるいは変更の方法に

よって新たな問題が発生する可能性があるため、研究科委員会

で再審査をする必要があると判断される場合、あるいは研究計

画の説明が不十分であり、提出された計画書では判断できない

場合が該当する。

不承認

研究計画に大きな問題が

あり、研究科委員会とし

て承認できない。

研究計画に大きな問題があり、根本的に計画を変更する必要が

ある、あるいはテーマそのものが大きな倫理的問題をはらんで

いる場合が該当する。

研究計画書審査

の方法



− 46 −

看
護
学
研
究
科

⑴ 研究計画書審査にて「承認」を受けた場合は、研究倫理審査委員会の審査を

受ける。

⑵ 研究計画書審査にて「条件付承認」あるいは「修正」を受けた場合は、4 週

間以内に指摘事項を修正し、再提出する。再提出に際する手続きは同様であ

る。なお、期限内に再提出が難しい場合は、「再提出延長願」を研究科長へ

提出し認められれば、さらに 4 週間提出期限を延長できる。

⑶ 「条件付承認」の場合、修正箇所を審査委員が確認できれば、教務委員会に

報告後、研究倫理審査委員会の審査を受けることになる。

⑷ 「修正」の場合、上記の本審査と同様の流れとなる。

　主・副研究指導教員以外の教員から指摘、助言、指導された事項を受けて、

修士学位論文の完成に向けて作業を行う。

　主研究指導教員の指導のもと、研究結果を論文にまとめ、課程終了の予定年

次の定められた期日までに、所定の手続きに沿って、学位申請手続きを行う。

　「修士学位論文」及び「要旨」等は以下のとおり、所定の期間に教務課へ提出する。

⑴ 所定の表紙をつけ、所定のファイルに綴じること。その場合、主・副研究指

導教員の署名・押印を必要とする。

⑵ 提出物

① 修士学位論文申請書

② 修士学位論文　正副 1 部ずつとし、副はコピーで可

③ 要旨　1 部

④ 修士学位論文提出証

⑶ 修士学位論文の体裁は別途指示する。

⑷ 修士学位論文要旨の体裁は別途指示する。

修士学位論文ならびに特定の課題論文の審査基準は、以下のとおりとする。

⑴ 研究課題、目的及びその意義が明示されている。

⑵ 科学的研究手法に則って、研究が実施されている。

⑶ 四天王寺大学研究倫理委員会の承認を得て、研究が実施されている。

⑷ 研究実施の過程と研究成果が明示されている。

⑸ 学術論文体系に則って記述されている。

⑹ 研究者を目指す場合には、申請者の新たな知見を加え、そこに創造性が認め

られる。専門看護師を目指す場合には、専門領域の看護実践の質向上につな

がる研究である。

履修科目一覧を確認すること。

3 月上旬から中旬（学位記授与式まで）に、研究成果の発表を行う。

研究計画書審査

後の手続き

研究倫理審査

研究中間発表会

修士学位論文の作

成・学位審査の実施

修士学位論文の

提出

修士学位論文な

らびに特定の課

題論文の審査基

準

前期課程の修了要件

修士学位論文発表会



− 47 −

看
護
学
研
究
科

２-１　博士前期課程　履修モデル（基盤看護学分野）

区
分 授 業 科 目 配当

年次

単位数 理論看護学 精神看護学

必修 選択 研究者コース 研究者コース 専門看護師
コース

共

通

科

目

看護理論 1S 2 ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅰ（総論） 1S 2 ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅱ（統計） 1W 2
看護倫理 1W 2 ◎ ◎ ◎
国際看護論 1W 2 〇 〇
哲学的人間論 1S 2
看護教育論 1S 2 〇 ◆ ⎤⎜⎜⎜⎜*2⎜⎜⎜⎦

看護管理論 1S 2 〇 〇 ◆
コンサルテーション論 1S 2 〇 ◆
看護政策論 1W 2 〇 ◆
フィジカルアセスメント 1S 2 〇
最新病態生理学 1S 2 〇
臨床薬理学 1W 2 〇

小計 14 14 14

専

門

科

目

理論看護学特論 1S 2 〇
理論看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
理論看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
理論看護学特別研究 1～2通 8 〇
精神障害者制度・法律特論 1S 2 〇
精神科アセスメントと精神科診断学 1S 2 〇 〇
精神療法 1S 2 〇 〇
精神科薬物療法 1W 2 〇
精神看護高度実践看護介入技法 1S 2 〇 〇
精神障害者ケースマネジメント支援論 1W 2 ■ 〇
リエゾン精神看護学 2S 2 ■ ◆ ⎤⎜⎜*3⎜⎦認知症治療看護援助論 1W 2 ■ ◆
役割開発実習 2S 2 〇
精神科診断・治療実習 1W 2 〇
精神看護直接ケア実習 1S 2 〇
精神看護サブスペシャリティ実習 2S 2 〇
相談・調整実習 2W 2 〇
精神看護学課題研究 2通 4 〇
精神看護学特別研究 1～2通 8 〇
他領域専門科目　*1 2 ★ ★

小計 16 16 28
合計 30 30 42

◎印：看護学研究科博士前期課程の必修科目
○印：選択した専門領域における履修モデルの必修科目
◆印：選択した専門領域における�履修モデルの選択必修科目
■印：選択科目（履修することが望ましい科目）
★印：他領域の専門科目における選択必修科目
無印：自由選択科目
*1：他領域の専門科目から１科目２単位以上を選択し修得する。
*2：�看護教育論、看護管理論、コンサルテーション論、看護政策論のうち、1科目２単位以上を選択し修得する。
*3：専門科目精神看護学領域の 2 科目のうち、１科目２単位以上を選択し修得する。

履修計画の参考にしてください
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２-２　博士前期課程　履修モデル（生涯発達看護学分野）

区
分 授 業 科 目 配当

年次

単位数 母性看護学 小児看護学 成人看護学 老年看護学

必
修
選
択 研究者コース 研究者コース 研究者コース 研究者コース 専門看護師

コース

共

通

科

目

看護理論 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅰ（総論） 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅱ（統計） 1W 2 〇 〇 〇 〇
看護倫理 1W 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
国際看護論 1W 2 〇 〇 〇 〇
哲学的人間論 1S 2
看護教育論 1S 2 〇 〇 ◆ ⎤⎜⎜⎜⎜*2⎜⎜⎜⎦

看護管理論 1S 2 〇 〇 ◆
コンサルテーション論 1S 2 〇 〇 〇 〇
看護政策論 1W 2 ◆
フィジカルアセスメント 1S 2 〇
最新病態生理学 1S 2 〇
臨床薬理学 1W 2 〇

小計 14 14 14 14 14

専

門

科

目

母性看護学特論 1S 2 〇
母性看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
母性看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
母性看護学特別研究 1～2通 8 〇
小児看護学特論 1S 2 〇
小児看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
小児看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
小児看護学特別研究 1～2通 8 〇
成人看護学特論 1S 2 〇
成人看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
成人看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
成人看護学特別研究 1～2通 8 〇
老年看護学特論Ⅰ
（老年看護学の基盤） 1S 2 〇 〇
老年看護学特論Ⅱ
（健康生活評価） 1S 2 ■ 〇
老年看護学特論Ⅲ
（病態・治療論） 1S 2 〇
老年看護学特論Ⅳ
（看護実践論） 1W 2 〇
老年看護学特論Ⅴ
（サポートシステム） 2S 2 〇
老年看護学演習Ⅰ
（慢性期における老年看護） 1W 2 〇
老年看護学演習Ⅱ
（ケア施設における老年看護） 1W 2 〇 〇
老年看護学実習Ⅰ
（慢性期における高度実践老年看護） 2S 4 〇
老年看護学実習Ⅱ
（ケア施設における高度実践老年看護） 2通 6 〇
老年看護学課題研究 2通 4 〇
老年看護学特別研究 1～2通 8 〇
他領域専門科目　*1 2 ★ ★ ★ ★

小計 16 16 16 16 28
合計 30 30 30 30 42

◎印：看護学研究科博士前期課程の必修科目
○印：選択した専門領域における履修モデルの必修科目
◆印：選択した専門領域における�履修モデルの選択必修科目
■印：選択科目（履修することが望ましい科目）
★印：他領域の専門科目における選択必修科目
無印：�自由選択科目
*1：他領域の専門科目から１科目２単位以上を選択し修得する。
*2：�看護教育論、看護管理論、コンサルテーション論、看護政策論のうち、1科目２単位以上を選択し修得する。

履修計画の参考にしてください
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２-３　博士前期課程　履修モデル（広域看護学分野）

区
分 授 業 科 目 配当

年次

単位数 公衆衛生
看護学 在宅看護学 災害看護学

必修 選択 研究者コース 研究者コース 研究者コース 専門看護師
コース

共

通

科

目

看護理論 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅰ（総論） 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎
看護研究Ⅱ（統計） 1W 2 〇 〇
看護倫理 1W 2 ◎ ◎ ◎ ◎
国際看護論 1W 2 〇 〇 〇
哲学的人間論 1S 2
看護教育論 1S 2 ◆ ⎤⎜⎜⎜⎜*2⎜⎜⎜⎦

看護管理論 1S 2 〇 〇 〇 ◆
コンサルテーション論 1S 2 〇 〇 〇 ◆
看護政策論 1W 2 〇 ◆
フィジカルアセスメント 1S 2 〇
最新病態生理学 1S 2 〇
臨床薬理学 1W 2 〇

小計 14 14 14 14

専

門

科

目

公衆衛生看護学特論 1S 2 〇
公衆衛生看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
公衆衛生看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
公衆衛生看護学特別研究 1～2通 8 〇
在宅看護学特論 1S 2 〇
在宅看護学演習Ⅰ 1W 2 〇
在宅看護学演習Ⅱ 2S 2 〇
在宅看護学特別研究 1～2通 8 〇
災害看護対象論 1S 2 〇 〇
災害看護ケア論 1S 2 〇 〇
災害と制度 1S 2 ■ ⎤⎜⎜⎜⎜⎜*3⎜⎜⎜⎜⎦

〇
災害看護援助論 1W 2 ■ 〇
防災・減災看護論演習 2S 2 ■ 〇
要援護者看護援助論 2S 2 ■ 〇
災害看護連携論 2S 2 ■ 〇
災害看護学実習Ⅰ 1W 3 〇
災害看護学実習Ⅱ 2S 2 〇
災害看護学実習Ⅲ 2S 3 〇
災害看護学実習Ⅳ 2W 2 〇
災害看護学課題研究 2通 4 〇
災害看護学特別研究 1～2通 8 〇
他領域専門科目　*1 2 ★ ★ ★

小計 16 16 16 28
合計 30 30 30 42

◎印：看護学研究科博士前期課程の必修科目
○印：選択した専門領域における履修モデルの必修科目
◆印：選択した専門領域における履修モデルの選択必修科目
■印：選択科目（履修することが望ましい科目）
★印：他領域の専門科目における選択必修科目
無印：自由選択科目
*1：他領域の専門科目から１科目２単位以上を選択し修得する。
*2：看護教育論、看護管理論、コンサルテーション論、看護政策論のうち、1科目2単位以上を選択し修得する。
*3：専門科目災害看護学領域のうち１科目２単位以上を選択し修得する。

履修計画の参考にしてください
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２-４　博士前期課程修了（標準修業年限２年）の基本スケジュール
学年 事項 概要（研究指導及び審査等）

１

年

次

主・副研究指導教員の
決定と履修指導 (4�月 )

⃝	 主研究指導教員は出願時に希望した教員とする。
⃝	 副研究指導教員は、研究科委員会で承認を得る。
⃝	 主研究指導教員は、学生の研究課題に応じた履修計画を指導
する。

⃝	 主研究指導教員・副研究指導教員は、学生の研究課題の焦点
化と計画書作成及び倫理審査申請書作成を指導する。

研究計画書の作成� ⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から、学生のこれまでの実
績と履修科目から研究課題の焦点化と研究計画について指導
を受ける。

研究計画発表会（3 月）⃝� 研究計画発表会では、具体的な研究方法を含めた研究計画の
発表を行う。なお、発表時には抄録を配布する。

⃝� 主研究指導教員を中心とした複数の教員からの指摘、助言、
指導された事項を受けて、研究計画の修正・追加を行う。

⃝� 指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究
計画の審査に提出する必要がある。

２

年

次

研究計画書の審査
（4 月〜 5 月）

⃝� 研究科委員会へ研究計画書を提出し、研究計画の発表と質疑
応答を行い、研究計画の助言および今後の課題等の指導を受
ける。

倫理審査（6 〜 8 月） ⃝� 研究計画審査にて承認後、本学の研究倫理審査委員会にて審
査を受ける。

研究計画に基づく
研究活動

⃝� 学生は研究計画に基づいてデータ収集と分析、結果の整理を、
主研究指導教員の助言・指導を受けながら遂行する。

⃝� 主研究指導教員の継続的な指導を受けながら、学生は研究計
画通り進捗するよう努力する。

修士学位論文の作成 ⃝� 主研究指導教員は、論文作成を指導すると共に、学会発表及
び学術誌への投稿に向けた指導を行う。

修士学位論文提出
（1 月第 2 金曜日）

⃝� 所定の手続きを経て、必要書類とともに教務課へ修士学位論
文を提出する。

修士学位論文の審査
（2 月中旬）

⃝� 研究科委員会で承認された審査委員により、「論文審査委員
会」にて修士論文の審査を行う。

修士学位論文の合否判定
（2 月下旬）

⃝� 「論文審査委員会」は研究科委員会にて、審査結果を報告し、
研究科委員会構成員により可否を判定する。なお、出席者の
3 分の 2 以上の「可」をもって合格と判定する。

修了判定（3 月上旬） ⃝� 修了要件（研究者コース 30 単位、専門看護師コース 42 単位）
が取得見込みであることを確認し、修了判定は、研究科委員
会構成員により可否を判定する。なお、出席者の 3 分の 2 以
上の「可」票を持って修了と判定する。

修士論文発表会
（3 月上旬）

⃝� 研究成果を発表する。

学位記授与（3 月中旬）⃝� 大学院修了式・学位記授与式にて学長が、修士（看護学）の
学位を授与する。
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２-５　博士前期課程修了（長期履修３年）の基本スケジュール
学年 事項 概要（研究指導及び審査等）

１

年

次

主・副研究指導教員の
決定と履修指導 (4�月 )��

⃝� 主研究指導教員は出願時に希望した教員とする。
⃝� 副研究指導教員は、研究科委員会で承認を得る。
⃝� 主研究指導教員は、学生の研究課題に応じた履修計画を指導

する。
⃝� 主研究指導・副研究指導教員は、学生の研究課題の焦点化と

計画書作成及び倫理審査申請書作成を指導する。

研究計画書の作成� ⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から、学生のこれまでの実
績と履修科目から研究課題の焦点化と研究計画について指導
を受ける。

研究計画発表会（3 月）⃝� 研究計画発表会では、具体的な研究方法を含めた研究計画の
発表を行う。なお、発表時には抄録を配布する。

⃝� 主研究指導教員を中心とした複数の教員からの指摘、助言、
指導された事項を受けて、研究計画の修正・追加を行う。
※１年次 3 月あるいは２年次 10 月に発表する。

⃝� 指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究
計画の審査に提出する必要がある

２

年

次

研究計画審査
（4 月〜 10 月）�

⃝� 研究科委員会へ研究計画書を提出し、研究計画の発表と質疑
応答を行い、研究計画の助言・今後の課題等の指導を受ける

倫理審査（6 〜 12 月） ⃝� 研究計画審査にて承認後、本学の研究倫理審査委員会にて審
査を受ける。

研究計画に基づく
研究活動

⃝� 審査後の研究計画について、主研究指導教員・副研究指導教
員から、助言・指導を受け、研究計画・研究の進捗状況につ
いて確認をする。

⃝� 助言・指導について、主研究指導教員・副研究指導教員と十
分な検討を行い、研究計画の再確認を行う。

３

年

次

修士学位論文の作成 ⃝� 主研究指導教員は、論文作成を指導すると共に、学会発表及
び学術誌への投稿に向けた指導を行う。

修士学位論文提出
（1 月第 2 金曜日）

⃝� 所定の手続きを経て、必要書類とともに教務課へ修士学位論
文を提出する。

修士学位論文の審査
（2 月中旬）

⃝� 研究科委員会で承認された審査委員により、「論文審査委員
会」にて修士論文の審査を行う。

修士学位論文の合否判定
（2 月下旬）

⃝� 「論文審査委員会」は研究科委員会にて、審査結果を報告し、
研究科委員会構成員により可否を判定する。なお、出席者の
3 分の 2 以上の「可」をもって合格と判定する。

修了判定（3 月上旬） ⃝� 修了要件（研究者コース 30 単位、専門看護師コース 42 単位）
が取得見込みであることを確認し、修了判定は、研究科委員
会構成員により可否を判定する。なお、出席者の 3 分の 2 以
上の「可」票を持って修了と判定する。

修士論文発表会
（3 月上旬）

⃝� 研究成果を発表する。

学位記授与（3 月中旬）⃝� 大学院修了式・学位記授与式にて学長が、修士（看護学）の学位を授与する。
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博士後期課程における授業科目は、ディプロマ・ポリシーに従って共通科目と

専門科目及び特別研究から構成されている。

＜共通科目＞
看護学研究者・教育者となるために必要な看護学の学問的位置づけを探求

する「看護科学哲学」、高度な研究方法論を教授する「看護学研究方法論」、

研究のために必要な高度統計学を教授する「高等社会統計学」、教育力を高

めるための「看護教育学」で構成している。

＜専門科目＞
専門科目は、基盤看護学、生涯発達看護学、広域看護学分野の３分野に区

分し、基盤看護学は理論看護学及び精神看護学、生涯発達看護学は母子看護

学、成人看護学及び老年看護学、広域看護学は公衆衛生看護学、在宅看護学

及び災害看護学において「特論」と「演習科目」で構成している。

＜特別研究＞
学生各自の研究課題に応じて、学術性の高い研究計画を立案し、研究活動

を展開して博士学位論文を作成するための「看護学特別研究」で構成している。

⑴� 学生の出願時に希望した教員を主研究指導教員とし、副研究指導教員は研

究科委員会にて選出する。

⑵� 2年次において、主・副研究指導教員に変更があった場合は、教務課へ申

し出の上、所定の期間内に変更手続きをすること。

　研究方法を含めた研究計画の発表を行う。主研究指導教員を中心とした複数

の教員からの指摘、助言、指導された事項を受けて、研究計画の修正・追加を

行う。標準修業年限では 1 年次 3 月、長期履修年限では 1 年次 3 月あるいは 2

年次 9 月に行う。

　研究計画発表会にて指摘・助言・指導された事項へ対応を行い、研究計画書

の審査を受ける。なお、研究科委員会開催日の 3 週間前までに、教務課へ研究

計画書 3 部・研究の概要１部を提出する。なお、提出の際の注意事項と提出物

は以下のとおりである。
1. 注意事項�

1）�原則として、研究計画発表会にて発表後、研究計画書の審査を受ける。ただし、発表会前

に審査を受ける場合は、研究科長に相談する。�

　2）�研究計画発表会における指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究計画

書に添付する。�

2. 提出物�

1）�研究計画書には、①研究の背景、②文献検討、③研究目的、④研究方法、⑤倫理的配慮の

内容を含める。

　2）�A4 用紙 10 枚以内（40 文字× 30 行、フォントサイズ 10.5、上下 35mm・左右 30mm の余白

をとり、下余白中央部分に頁番号をふる）にまとめ、表紙を付けたものとする。資料（依頼書・

履修科目

研究指導教員の

決定

研究計画発表会

研究計画書の

審査

３　博士後期課程の科目と履修
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質問紙など）は別添とする。�

　3）�計画書は「論文作成ガイドライン」に則って作成する。

　4）�計画書は片面印刷にて 3 部、研究の概要は 1 部（A4 用紙１枚程度・計画書の書式と同様）を、

市販の A4 版クリアファイルに入れ提出する。

⑴�論述に一貫性がある。

⑵�看護学における学術的意義、新規性、創造性等を有している。

⑶�看護学における高度な専門性と深い学識に裏付けられている。

⑷�国内外における先行研究や関連の文献を十分に検討し、自分の研究を適切に

位置づけている。

⑸�看護学における研究の意義・貢献が明確に示されている。

⑹�研究目的が明確である。

⑺�研究目的を達成するために適切かつ妥当な研究方法が用いられている。

⑻�研究方法が具体的に論述されている。

⑼�研究計画は実行可能かつ遂行できるものである。

⑽�研究倫理について十分理解し、それを遵守している。

⑴�審査は「書類審査」を原則とするが、必要に応じて大学院生の参加を要請する。

⑵�� 研究科委員会開催日の 3 週間前までに研究計画書 3 部・研究の概要 1 部を

教務課へ提出する。�

⑶�大学院教務委員会が以下のとおり、審査委員を選定する。�

①博士前期課程：主研究指導教員を含む、審査委員 3 名。�

②博士後期課程：副研究指導教員を含む、審査委員 3 名。�

⑷�研究科構成教員に対し、研究の概要の閲覧を行う。�

⑸�審査委員 3 名は審査会にて「研究計画書評価基準」を参考に判定案を協議す

る。なお、大学院生に参加を要請する場合があるが、審査会当日、大学院生

は本学あるいはオンラインにて参加する。�

⑹�研究科委員会では、審査委員による報告を受けた後、研究計画書を審議し、

判定する。�

⑺�研究科委員会での最終的な審査判定は、以下の基準に基づいて行う。�

⑻�審査結果は、研究科長より審議対象大学院生に通知する。

審査結果は、以下の 4 とおりである。

判定 判定基準

承認 変更・修正の必要がない。

研究計画に問題はないが、依頼書・承諾書・質問紙などの文言、

説明の仕方、文字の大きさ、構成などに一部不適切な箇所があり、

研究協力者等に提出した際に理解しにくい、誤解を招く可能性

がある等の問題が懸念される場合は、修正点についてのコメン

トを添えて承認とする。

条件付承認

研究計画に一部修正すべ

き点があり、再提出され

た計画書を審査委員が確

認する必要がある。

研究計画に一部修正すべき問題があり、修正を必要とするが、

審査委員の意見により容易に修正が可能であり、修正により新

たな問題が発生する可能性がないと判断される場合が該当する。

研究計画書の

審査基準

研究計画書

審査の方法
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修正

研究計画に修正すべき点

があり、再提出された計

画書を審査委員が再審査

し、研究会委員会が承認

する必要がある。

研究計画に修正すべき問題があり、修正あるいは変更の方法に

よって新たな問題が発生する可能性があるため、研究科委員会

で再審査をする必要があると判断される場合、あるいは研究計

画の説明が不十分であり、提出された計画書では判断できない

場合が該当する。

不承認

研究計画に大きな問題が

あり、研究科委員会とし

て承認できない。

研究計画に大きな問題があり、根本的に計画を変更する必要が

ある、あるいはテーマそのものが大きな倫理的問題をはらんで

いる場合が該当する。

⑴�研究計画書審査にて「承認」を受けた場合は、研究倫理審査委員会の審査を

受ける。

⑵�研究計画書審査にて「条件付承認」あるいは「修正」を受けた場合は、4 週

間以内に指摘事項を修正し、再提出する。再提出に際する手続きは同様であ

る。なお、期限内に再提出が難しい場合は、「再提出延長願」を研究科長へ

提出し認められれば、さらに 4 週間提出期限を延長できる。

⑶�「条件付承認」の場合、修正箇所を審査委員が確認できれば、教務委員会に

報告後、研究倫理審査委員会の審査を受けることになる。

⑷�「修正」の場合、上記の本審査と同様の流れとなる。

主研究指導教員の指導のもと、博士学位論文に関係した内容を国内外での学術

集会での発表、および学術誌へ投稿する。

所定の手続きに沿って、学位申請手続きを行う。

学位審査には、以下の要件を満たさなければならない。

⑴�研究科博士後期課程の 3 年次以上に在学し、学位申請日の属する年度末まで

の通算在学期間が原則 6 年以内であること。ただし、満期退学者については、

最初に後期課程に入学した日から原則 6 年以内に申請すること。

⑵�学位審査について、主・副研究指導教員 2 人以上の承認を得ていること。

⑶�博士学位論文に関係した内容を、日本学術会議協力学術研究団体に所属して

いる学会あるいは国際学会の学術集会で 1 回以上発表していること。

⑷�博士学位論文に関係した内容を、査読付き学術専門誌にファーストオーサー

として１編以上、掲載または受理されていること。

⑴�博士の学位審査は、次に掲げる書類の提出によって行う。

①学位審査申請書（様式 1 号）　1 部

②博士学位論文　　　3 部（正本 1 部、副本 2 部　副本はコピー可）

③博士学位論文要旨　3 部（正本１部、副本 2 部　副本はコピー可）

④博士学位論文提出証（受領証）

⑤副論文（下記の全ての条件に該当する必要がある）

研究計画書審査

後の手続き

研究倫理審査

博士学位論文の作

成・学会発表およ

び学術誌への投稿

博士学位論文の

審査

学位審査申請

手続き
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・�博士後期課程入学後に投稿された博士学位論文に関連のある論文、ある

いは博士学位論文の一部をまとめた論文。

・�博士学位論文の題目と関連のある日本学術会議協力学術研究団体の査読

付き学術専門誌にファーストオーサーとして掲載または掲載が確約され

た論文（掲載証明書が必要 3 部）。

・�副論文の種類は問わない。

⑥�博士学位論文の公表方法について　1 部（書式自由）

⑦�博士学位論文の全文公表データ（電子データ：USB その他）

⑧�博士学位論文の要約（電子データ：要約を公表する者のみ提出）1 部

⑨�審査手数料領収書 1 部（写し 1 部）

⑵�博士学位論文の体裁は別途指示する。

⑶�博士学位論文要旨の体裁は別途指示する。

� 学位審査申請提出締切日：別途指示する。

⑴�看護学における独創性、発展性を有する研究である。�

⑵�看護学における高度な専門性と深い学識に裏づけられている。

⑶�看護学に貢献する研究である。

⑷�国内外における先行研究や関連の文献を十分に検討し、研究の重要性が明確

にされている。

⑸�研究目的を達成するために、適切かつ妥当な研究方法を用いている。�

⑹�必要なデータが十分に収集できている。

⑺�データを適切に分析できている。

⑻�研究目的にかなった結果が得られている。

⑼�必要十分な文献を用いて、考察を深めている。�

⑽�一貫性・論理性のある議論が展開されている。

⑾�倫理的に問題がない。

�

博士学位論文の審査（公開）及び最終試験を行い、学位授与の可否について審

査する。

履修科目一覧を確認すること。

3 月上旬から 3 月中旬（学位記授与式まで）に、研究成果の発表を行う。

3 年以上在学し、その間、正規の研究指導を受け、所定の科目について必要な

単位（必修 18 単位以上）を修得した場合、単位修得満期の退学届を提出する

ことができる。

　　　依頼退学届提出期限：2 月下旬

博士学位論文

審査基準

学位審査

後期課程の修了要件

博士学位論文

発表会

単位修得満期

退学
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３-１　博士後期課程　履修モデル例

区分 授 業 科 目 配当
年次

単位数
（
理
論
看
護
）

基
盤
看
護
学

（
精
神
看
護
）

基
盤
看
護
学

（
母
子
看
護
）

生
涯
発
達
看
護
学

（
成
人
看
護
）

生
涯
発
達
看
護
学

（
老
年
）

生
涯
発
達
看
護
学

（
公
衆
衛
生
）

広
域
看
護
学

（
在
宅
）

広
域
看
護
学

（
災
害
）

広
域
看
護
学

必
修

選
択

共

通

科

目

看護科学哲学 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

看護学研究方法論 1S 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

高等社会統計学 1W 2 〇 〇

看護教育学 1W 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小計 6 6 6 6 6 6 6 6

専

門

科

目

基
盤
看
護
学
分
野

理論看護学特論 1通 2 〇

理論看護学演習 2通 2 〇

精神看護学特論 1通 2 〇

精神看護学演習 2通 2 〇

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

母子看護学特論 1通 2 〇

母子看護学演習 2通 2 〇

成人看護学特論 1通 2 〇

成人看護学演習 2通 2 〇

老年看護学特論 1通 2 〇

老年看護学演習 2通 2 〇

広
域
看
護
学
分
野

公衆衛生看護学特論 1通 2 〇

公衆衛生看護学演習 2通 2 〇

在宅看護学特論 1通 2 〇

在宅看護学演習 2通 2 〇

災害看護学特論 1通 2 〇

災害看護学演習 2通 2 〇

小計 4 4 4 4 4 4 4 4

特
別
研
究

看護学特別研究 1～3通 8 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

小計 8 8 8 8 8 8 8 8

合計 18 18 18 18 18 18 18 18

◎印：看護学研究科博士後期課程の必修科目
○印：選択した専門領域における履修モデルの必修科目

履修計画の参考にしてください
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3-2　博士後期課程修了（標準修業年限３年）の基本スケジュール
学年 事項 概要（研究指導及び審査等）

１

年

次

主・副研究指導教員の
決定と履修指導（4�月）

⃝� 主研究指導教員は出願時に希望した教員とする。
⃝� 副研究指導教員は、研究科委員会で承認を得る。
⃝� 主研究指導教員は、学生の研究課題に応じた履修計画を指導する。
⃝� 主研究指導・副研究指導教員は、学生の研究課題の焦点化と

計画書作成及び倫理審査申請書作成を指導する。

研究計画書の作成
⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から、学生のこれまでの実績と履

修科目から研究�課題の焦点化と研究計画について指導を受ける。

研究計画発表会（3 月）

⃝� 研究計画発表会では、具体的な研究方法を含めた研究計画の
発表を行う。なお、発表時には抄録を配布する。

⃝� 研究計画発表会では、主研究指導教員を中心とした複数の教
員からの指摘、助言、指導された事項を受けて、研究計画の
修正・追加を行う。

⃝� 指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究
計画の審査に提出する必要がある。

２

年

次

研究計画審査（7�月〜）�
⃝� 研究科委員会へ研究計画書を提出し、研究計画の発表と質疑

応答を行い、研究計画の助言及び今後の課題等の指導を受ける。

倫理審査 ⃝� 研究計画審査にて承認後、本学の研究倫理審査委員会にて審査を受ける。

研究計画書に基づく
研究活動

⃝� 審査後の研究計画について、主研究指導教員・副研究指導教
員から、助言・指導を受け、研究計画・研究の進捗状況につ
いて確認をする。助言・指導について、主研究指導教員・副
研究指導教員と十分な検討を行い、研究計画の再確認を行う。

3

年

次

博士学位論文の作成
⃝� 主研究指導教員は、論文作成を指導すると共に、学会発表及

び学術誌への投稿に向けた指導を行う。

国内外の学会発表
および学術誌への投稿

⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から研究計画の一環として、
関連する学会への参加・発表について指導を受けるとともに、
学術誌 ( 査読あり ) への投稿に�ついても指導を受ける。

博士学位論文の完成 ⃝� 学生は主研究指導教員と共に、博士論文の完成を目指す。

博士学位論文提出
（1 月第 2 金曜日）

⃝� 所定の手続きを経て、必要書類とともに教務課へ修士学位論
文を提出する。

博士学位論文の審査
（2 月中旬）

⃝� 研究科委員会で承認された審査委員により、「論文審査委員
会」にて修士論文の審査を行う。

博士学位論文の合否判定
（2 月下旬）

⃝� 「論文審査委員会」は研究科委員会にて、審査結果を報告し、
研究科委員会構成員により可否を判定する。なお、出席者の
3 分の 2 以上の「可」をもって合格と判定する。

修了判定
（3 月上旬）

⃝� 修了要件（18 単位以上）が取得見込みであることを確認し、
修了判定は、研究科委員会構成員により可否を判定する。な
お、出席者の 3 分の 2 以上の「可」票を持って修了と判定する。

３　
年　
次

博士論文発表会（3 月上旬）⃝� 研究成果を発表する。

学位記授与（3 月）
⃝� 大学院修了式・学位記授与式にて学長が、博士（看護学）の

学位を授与する。
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3-3　博士後期課程修了（長期履修４年）の基本スケジュール
学年 事項 概要（研究指導及び審査等）

１

年

次

主・副研究指導教員の
決定と履修指導（4�月）�

⃝� 主研究指導教員は出願時に希望した教員とする。
⃝� 副研究指導教員は、研究科委員会で承認を得る。
⃝� 主研究指導教員は、学生の研究課題に応じた履修計画を指導する。
⃝� 主研究指導・副研究指導教員は、学生の研究課題の焦点化と計

画書作成及び倫理審査申請書作成を指導する。

研究計画書の作成��
⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から、学生のこれまでの実績

と履修科目から研究�課題の焦点化と研究計画について指導を
受ける。

研究計画発表会（3 月）⃝� 研究計画発表会では、具体的な研究方法を含めた研究計画の発
表を行う。なお、発表時には抄録を配布する。

⃝� 研究計画発表会では、主研究指導教員を中心とした複数の教員
からの指摘、助言、指導された事項を受けて、研究計画の修正・
追加を行う。

� ※１年次 3 月あるいは２年次 9 月に発表する。
⃝� 指摘事項およびそれに対する修正点を記載した用紙を、研究計

画の審査に提出する必要がある。
２

年

次

研究計画発表会（9 月）

研究計画審査（4 月〜）�
⃝� 研究科委員会へ研究計画書を提出し、研究計画の発表と質疑応

答を行い、研究計画の助言および今後の課題等の指導を受ける。

倫理審査 ⃝� 研究計画審査にて承認後、本学の研究倫理審査委員会にて審査
を受ける

研究計画書に基づく
研究活動

⃝� 審査後の研究計画について、主研究指導教員・副研究指導教員
から、助言・指導を受け、研究計画・研究の進捗状況について
確認をする。

⃝� 助言・指導について、主研究指導教員・副研究指導教員と十分
な検討を行い、研究計画の再確認を行う。

３

年

次

博士学位論文の作成 ⃝� 主研究指導教員は、論文作成を指導すると共に、学会発表及び
学術誌への投稿に向けた指導を行う。

国内外の学会発表
および学術誌への投稿

⃝� 主研究指導教員・副研究指導教員から研究計画の一環として、
関連する学会への参加・発表について指導を受けるとともに、
学術誌 ( 査読あり ) への投稿に�ついても指導を受ける。

４

年

次

博士学位論文の完成 ⃝� 学生は主研究指導教員と共に、博士論文の完成を目指す。

博士学位論文提出
（1 月第 2 金曜日）

⃝� 所定の手続きを経て、必要書類とともに教務課へ修士学位論文
を提出する。

博士学位論文の審査
および合否判定（2 月中旬）

⃝� 修了要件（研究者コース 30 単位、専門看護師コース 42 単位）
が取得見込みであることを確認し、「論文審査委員会」にて修
士論文の審査を行う。

⃝� 「論文審査委員会」は研究科委員会にて、審査結果を報告し、
研究科委員会構成員により可否を判定する。なお、出席者の 3
分の 2 以上の「可」をもって合格と判定する。

修了判定
（3 月上旬）

⃝� 学位授与判定は、研究科委員会構成員により可否を判定する。
なお、出席者の 3 分の 2 以上の「可」票を持って修了と判定する。

博士論文発表会
（3 月上旬） ⃝� 研究成果を発表する。

学位記授与（3 月） ⃝� 大学院修了式・学位記授与式にて学長が、博士（看護学）の学
位を授与する。
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４　授業科目一覧
【博士前期課程　研究者コース】

種別 授業科目
単位数

担当者
配
当
セ
メ
ス
タ
ー

開
講
学
期

身につけるべき能力
ナンバリング
コード必

修
選
択

共通 研究者
コース

（1）（2）（1）（2）

共

通

科

目

看護理論 2 泊 1～2 S ◎ 〇 〇 GNCA2001a1

看護研究Ⅰ（総論） 2 泊、上野（昌） 1～2 S 〇 ◎ GNCA2002a1

看護研究Ⅱ（統計） 2 高木 1～2 W 〇 ◎ GNCA2003a1

看護倫理 2 高田（早） 1～2 W ◎ 〇 GNCA2004a1

国際看護論 2 亀井 1～2 W ◎ 〇 GNCA2005c1

哲学的人間論 2 丸橋 1～2 S 〇 ◎ GNCA2006a1

看護教育論 2 安酸 1～2 S 〇 〇 ◎ GNCA2007a1

看護管理論 2 岡谷 1～2 S 〇 〇 ◎ GNCA2008a1

コンサルテーション論 2 1～2 S 〇 ◎ GNCA2009c1

看護政策論 2 岡谷 1～2 W ◎ GNCA2010a1

フィジカルアセスメント 2 松尾・山崎（尚）・藤澤 1～2 S ◎ GNCA2011a1

最新病態生理学 2 仲谷 1～2 S ◎ GNCA2012a1

臨床薬理学 2 久保 1～2 W ◎ GNCA2013a1

共通科目の最低修得単位数 6 8 小計14単位以上

専

門

科

目

基

盤

看

護

学

分

野

理
論
看
護
学
領
域

理論看護学特論 2 1～2 S ◎ 〇 ◎ 〇 GNCB2014c0

理論看護学演習Ⅰ 2 1～2 W 〇 ◎ 〇 〇 GNCB2015a0

理論看護学演習Ⅱ 2 3～4 S 〇 ◎ 〇 GNCB2016a0

理論看護学特別研究 8 1～4 S・W 〇 ◎ GNCB2017c0

精
神
看
護
学
領
域

精神障害者制度・法律特論 2 1～2 S ◎ GNCC2018c0

精神科アセスメントと精神科診断学 2 1～2 S ◎ GNCC2019c0

精神療法 2 1～2 S ◎ GNCC2020c0

精神科薬物療法 2 1～2 W ◎ GNCC2021c0

精神看護高度実践看護介入技法 2 1～2 S ◎ GNCC2022c0

精神障害者ケースマネジメント支援論 2 1～2 W 〇 〇 ◎ 〇 GNCC2023c0

リエゾン精神看護学 2 3～4 S ◎ 〇 〇 〇 GNCC2024c0

認知症治療看護援助論 2 1～2 W 〇 〇 ◎ 〇 GNCC2025c0

精神看護学特別研究 8 松尾・福田（和）・藤原（尚） 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCC2026c0

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

母
性
看
護
学
領
域

母性看護学特論 2 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCD2027c0

母性看護学演習Ⅰ 2 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCD2028a0

母性看護学演習Ⅱ 2 3～4 S ◎ 〇 GNCD2029a0

母性看護学特別研究 8 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCD2030c0

小
児
看
護
領
域

小児看護学特論 2 泊・西元 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCE2031c0

小児看護学演習Ⅰ 2 泊・西元・藤澤 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCE2032a0

小児看護学演習Ⅱ 2 泊・西元・藤澤 3～4 S ◎ 〇 GNCE2033a0

小児看護学特別研究 8 泊・西元 1～4 S・W 〇 〇 〇 GNCE2034c0
生
涯
発
達
看
護
学
分
野

成
人
看
護
学
領
域

成人看護学特論 2 福田（和）・藤原（尚） 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCF2035c0

成人看護学演習Ⅰ 2 福田（和）・藤原（尚）・
吉川 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCF2036a0

成人看護学演習Ⅱ 2 福田（和）・藤原（尚）・
吉川 3～4 S ◎ 〇 GNCF2037a0

成人看護学特別研究 8 福田（和）・藤原（尚） 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCF2038c0



− 60 −

看
護
学
研
究
科

種別 授業科目
単位数

担当者
配
当
セ
メ
ス
タ
ー

開
講
学
期

身につけるべき能力
ナンバリング
コード必

修
選
択

共通 研究者
コース

（1）（2）（1）（2）

専

門

科

目

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

老
年
看
護
学
領
域

老年看護学特論Ⅰ
（老年看護学の基盤） 2 山崎（尚） 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCG1039c0

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価） 2 山崎（尚） 1～2 S 〇 〇 ◎ GNCG2040c0
老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論） 2 山崎（尚）・仲谷 1～2 S ◎ GNCG2041c0
老年看護学特論Ⅳ（看護実践論） 2 山崎（尚） 1～2 W ◎ GNCG2042c0
老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム） 2 山崎（尚） 3～4 S 〇 ◎ GNCG2043c0
老年看護学演習Ⅰ
（慢性期における老年看護） 2 山崎（尚） 1～2 W 〇 ◎ GNCG2044a0

老年看護学演習Ⅱ
（ケア施設における老年看護） 2 山崎（尚） 1～2 W 〇 ◎ GNCG2045a0

老年看護学特別研究 8 山崎（尚） 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCG2046c0

広

域

看

護

学

分

野

公
衆
衛
生
看
護
学
領
域

公衆衛生看護学特論 2 上野（昌）・岡本（啓） 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCH2047c0
公衆衛生看護学演習Ⅰ 2 上野（昌）・岡本（啓） 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCH2048a0
公衆衛生看護学演習Ⅱ 2 上野（昌）・岡本（啓） 3～4 S ◎ 〇 GNCH2049a0
公衆衛生看護学特別研究 8 上野（昌）・岡本（啓） 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCH2050c0

在
宅
看
護
学
領
域

在宅看護学特論 2 小林（裕）・乗越 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCI2051c0
在宅看護学演習Ⅰ 2 小林（裕）・乗越 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCI2052a0
在宅看護学演習Ⅱ 2 小林（裕）・乗越 3～4 S ◎ 〇 GNCI2053a0
在宅看護学特別研究 8 小林（裕）・乗越 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCI2054c0

災
害
看
護
学
領
域

災害看護対象論 2 亀井 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 GNCJ2055c0
災害看護ケア論 2 亀井・梶山・舎利倉 1～2 S ◎ 〇 〇 GNCJ2056c0
災害と制度 2 亀井 1～2 S 〇 GNCJ2057c0

災害看護援助論 2 亀井・香川・梶山・熊野・
今野・舎利倉・米山 1～2 W ◎ 〇 〇 GNCJ2058c0

防災・減災看護論演習 2 亀井 3～4 S ◎ GNCJ2059a0
要援護者看護援助論 2 亀井・今野・香川 3～4 S ◎ GNCJ2060c0
災害看護連携論 2 亀井・熊野 3～4 S 〇 ◎ GNCJ2061c0
災害看護学特別研究 8 亀井 1～4 S・W 〇 〇 ◎ GNCJ2062c0
専門科目の最低修得単位数 16 小計16単位以上

研究者コース修了に必要な修得単位数 6 24 合計30単位以上

＊「身につけるべき能力」については、P.36�ディプロマ・ポリシーを確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.65を確認してください。

＜修了要件及び履修方法＞
共通科目から必修 6 単位を含み 14 単位以上、専門科目から 9 つの領域のうち一つの領域を主たる領域とし
て当該領域の「特論」、「演習」、「特別研究」を含み 14 単位以上及び他の領域から 2 単位以上の合計 30 単
位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文の審査および最終試
験に合格すること。
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【博士前期課程　専門看護師コース（精神看護学・老年看護学・災害看護学）】

種別 授業科目

単位数

担当者
配
当
セ
メ
ス
タ
ー

開
講
学
期

身につけるべき能力
ナンバリング
コード必

修
選
択

共
通

専門看護師
コース

（1）（2）（1）（2）（3）（4）

共

通

科

目

看護理論 2 泊 1～2 S ◎ 〇 〇 GNDA2001a1

看護研究Ⅰ（総論） 2 泊・上野（昌） 1～2 S 〇 ◎ GNDA2002a1

看護研究Ⅱ（統計） 2 高木 1～2 W 〇 ◎ GNDA2003a1

看護倫理 2 高田（早） 1～2 W ◎ 〇 GNDA2004a1

国際看護論 2 亀井 1～2 W ◎ 〇 GNDA2005c1

哲学的人間論 2 丸橋 1～2 S 〇 ◎ 〇 GNDA2006a1

看護教育論

2

2 安酸 1～2 S 〇 〇 ◎ GNDA2007a1

看護管理論 2 岡谷 1～2 S 〇 〇 〇 ◎ GNDA2008a1

コンサルテーション論 2 1～2 S 〇 〇 ◎ 〇 GNDA2009c1

看護政策論 2 岡谷 1～2 W 〇 〇 ◎ 〇 GNDA2010a1

フィジカルアセスメント 2 松尾・山崎（尚）・藤澤 1～2 S ◎ 〇 GNDA2011a1

最新病態生理学 2 仲谷 1～2 S ◎ 〇 GNDA2012a1

臨床薬理学 2 久保 1～2 W ◎ 〇 GNDA2013a1

共通科目の最低修得単位数 14 小計14単位以上

専

門

科

目

基

盤

看

護

学

分

野

精

神

看

護

学

領

域

精神障害者制度・法律特論 2 1～2 S 〇 〇 ◎ GNDB2014c0

精神科アセスメントと精神科診断学 2 1～2 S 〇 ◎ GNDB2015c0

精神療法 2 1～2 S 〇 ◎ GNDB2016c0

精神科薬物療法 2 1～2 W 〇 ◎ GNDB2017c0

精神看護高度実践看護介入技法 2 1～2 S 〇 〇 ◎ GNDB2018c0

精神障害者ケースマネジメント支援論 2 1～2 W 〇 〇 〇 ◎ GNDB2019c0

リエゾン精神看護学 2 3～4 S 〇 〇 〇 ◎ 〇 GNDB2020c0

認知症治療看護援助論 2 1～2 W 〇 〇 ◎ 〇 GNDB2021c0

役割開発実習 2 3～4 S 〇 〇 〇 ◎ 〇 GNDB3022a0

精神科診断・治療実習 2 1～2 W 〇 〇 ◎ GNDB3023a0

精神看護直接ケア実習 2 1～2 S 〇 〇 ◎ 〇 GNDB3024a0

精神看護サブスペシャリティ実習 2 3～4 S 〇 〇 ◎ GNDB3025a0

相談・調整実習 2 3～4 W 〇 〇 〇 ◎ GNDB3026a0

精神看護学課題研究 4 福田（和）・藤原（和） 3～4 S・W 〇 〇 ◎ GNDB3027c0

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

老

年

看

護

学

領

域

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤） 2 山崎（尚） 1～2 S ◎ 〇 〇 GNDC1028c0

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価） 2 山崎（尚） 1～2 S 〇 〇 ◎ GNDC2029c0

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論） 2 山崎（尚）・仲谷 1～2 S ◎ 〇 GNDC2030c0

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論） 2 山崎（尚） 1～2 W ◎ 〇 〇 GNDC2031c0

老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム） 2 山崎（尚） 3～4 S 〇 〇 〇 ◎ GNDC2032c0
老年看護学演習Ⅰ
（慢性期における老年看護） 2 山崎（尚） 1～2 W 〇 ◎ 〇 GNDC2033a0

老年看護学演習Ⅱ
（ケア施設における老年看護） 2 山崎（尚） 1～2 W 〇 ◎ 〇 GNDC2034a0

老年看護学実習Ⅰ
（慢性期における高度実践老年看護） 4 山崎（尚） 3～4 S 〇 ◎ 〇 〇 GNDC3035a0

老年看護学実習Ⅱ
（ケア施設における高度実践老年看護） 6 山崎（尚） 3～4 S・W ◎ 〇 〇 GNDC3036a0

老年看護学課題研究 4 山崎（尚） 3～4 S・W 〇 〇 ◎ GNDC3037c0

⎧
⎜
⎨
⎜
⎩
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種別 授業科目

単位数

担当者
配
当
セ
メ
ス
タ
ー

開
講
学
期

身につけるべき能力
ナンバリング
コード必

修
選
択

共
通

専門看護師
コース

（1）（2）（1）（2）（3）（4）

専

門

科

目

広

域

看

護

学

分

野

災

害

看

護

学

領

域

災害看護対象論 2 亀井 1～2 S ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 GNDD2038c0

災害看護ケア論 2 亀井・梶山・舎利倉 1～2 S 〇 ◎ 〇 〇 GNDD2039c0

災害と制度 2 亀井 1～2 S 〇 ◎ 〇 GNDD2040c0

災害看護援助論 2 亀井・香川・梶山・熊野・
今野・舎利倉・米山 1～2 W ◎ 〇 〇 〇 GNDD2041c0

防災・減災看護論演習 2 亀井 3～4 S 〇 〇 ◎ 〇 GNDD2042a0

要援護者看護援助論 2 亀井・今野・香川 3～4 S 〇 〇 ◎ 〇 GNDD2043c0

災害看護連携論 2 亀井・熊野 3～4 S 〇 〇 〇 ◎ GNDD2044c0

災害看護学実習Ⅰ 3 亀井 1～2 W 〇 〇 ◎ GNDD3045a0

災害看護学実習Ⅱ 2 亀井 3～4 S 〇 〇 ◎ GNDD3046a0

災害看護学実習Ⅲ 3 亀井 3～4 S 〇 〇 ◎ 〇 GNDD3047a0

災害看護学実習Ⅳ 2 亀井 3～4 W 〇 〇 〇 ◎ ◎ GNDD3048a0

災害看護学課題研究 4 亀井 3～4 S・W ◎ 〇 ◎ GNDD3049c0

専門科目の最低修得単位数 28 小計16単位以上

専門看護師コースに必要な修得単位数 14 28 合計42単位以上

＊「身につけるべき能力」については、P.36�ディプロマ・ポリシーを確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.65を確認してください。

＜修了要件及び履修方法＞
●�共通科目から 14 単位以上（必修 6 単位を含み専門看護師コース必修科目の【フィジカルアセスメント】、

【最新病態生理学】、【臨床薬理学】の 6 単位及び【看護教育論】、【看護管理論】、【コンサルテーション論】、
【看護政策論】、から 2 単位以上選択）修得するとともに、3 つの領域のうち一つの領域を主たる領域と

して当該領域の中から【課題研究】を含み 28 単位以上の合計 42 単位以上を修得し、かつ必要な研究指
導を受けた上、当該課程の目的に応じ、特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に合格
すること。

●�専門看護師の資格を取得せずに修了する場合、主研究指導教員と相談したうえで、上記科目表どおり合
計 30 単位以上修得することで「研究者コース」として修了することができる。
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【博士後期課程】

種別 授業科目
単位数

担当者
配
当
セ
メ
ス
タ
ー

開
講
学
期

身につけるべき
能力 ナンバリング

コード（1）（2）（3）

共
通
科
目

看護科学哲学 2 高橋（照）・松葉 1～2 S ◎ 〇 〇 GNEA3001c1
看護学研究方法論 2 泊・上野（昌） 1～2 S 〇 ◎ GNEA3002c1
高等社会統計学 2 高木 1～2 W 〇 ◎ GNEA3003c1
看護教育学 2 安酸 1～2 W ◎ GNEA3004c1

共通科目の最低修得単位数 4 2 小計6単位以上

専

門

科

目

基
盤
看
護
学
分
野

理論看護学特論 2 1～2 S・W ◎ 〇 GNEB3005c0
理論看護学演習 2 3～4 S・W 〇 ◎ GNEB3006c0
精神看護学特論 2 1～2 S・W ◎ 〇 GNEB3007c0
精神看護学演習 2 3～4 S・W 〇 ◎ GNEB3008c0

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

母子看護学特論 2 泊 1～2 S・W ◎ 〇 GNEC3009c0
母子看護学演習 2 泊 3～4 S・W 〇 ◎ GNEC3010c0
成人看護学特論 2 福田（和）・藤原（尚） 1～2 S・W ◎ 〇 GNEC3011c0
成人看護学演習 2 福田（和）・藤原（尚）・吉川 3～4 S・W 〇 ◎ GNEC3012c0
老年看護学特論 2 山崎（尚） 1～2 S・W ◎ 〇 GNEC3013c0
老年看護学演習 2 山崎（尚） 3～4 S・W 〇 ◎ GNEC3014c0

広
域
看
護
学
分
野

公衆衛生看護学特論 2 上野（昌）・岡本（啓） 1～2 S・W ◎ 〇 GNED3015c0
公衆衛生看護学演習 2 上野（昌）・岡本（啓） 3～4 S・W 〇 ◎ GNED3016c0
在宅看護学特論 2 乗越・小林（裕） 1～2 S・W ◎ 〇 GNED3017c0
在宅看護学演習 2 乗越・小林（裕） 3～4 S・W 〇 ◎ GNED3018c0
災害看護学特論 2 亀井 1～2 S・W ◎ 〇 GNED3019c0
災害看護学演習 2 亀井 3～4 S・W 〇 ◎ GNED3020c0

専門科目の最低修得単位数 4 小計4単位以上

特
別
研

究 看護学特別研究 8
福田（和）・岡本（啓）・小林（裕）・
乗越・亀井・藤原（尚）・上野（昌）・
山崎（尚）・泊・松尾

1～6 S・W ◎ ◎ GNEE3021c0

特別研究の修得単位数 8 小計8単位
修了に必要な最低修得単位数 12 6 合計18単位以上

＊「身につけるべき能力」については、P.36�ディプロマ・ポリシーを確認してください。
＊「ナンバリングコード」については、P.65を確認してください。

共通科目 6 単位、専門科目の専攻する分野から 4 単位以上、特別研究 8 単位の合計 18 単位以上を修得し、
かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格すること。

研究室について

看護学研究科院生研究室（6A-B119）
看護学研究科院生資料室（6A-B112）

　看護学研究科の院生専用の研究室と資料室があります。

　机、ロッカー等ありますのでご利用ください。研究室への入室は暗証番号が必要ですので、

教務課までお問い合わせください。

　廊下にコピー機も設置しております。こちらも利用していただく際に、暗証番号が必要ですので、

教務課までお問い合わせください。

　研究室でご利用いただけるノートパソコンがありますが、貸出制となっております。

　貸出手続きは 4 号館情報メディア室（受付時間　9：00 〜 17：30）で行ってください。
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研究計画書審査手順（博士前期・後期課程共通）

審査前：教務委員会

＊大学院生に研究計画書受領の連絡をする。

審査：審査委員

審査後：教務委員会

＊大学院生に研究計画書受領の連絡をする。

審査後：審査委員

研究計画書受領 審査員の選定・依頼・決定

大学院教務委員会に
審査結果報告書の提出研究計画書審査判定案の作成

研究科委員会にて判定案
審議・判定

審査会

審査委員にて審査会日程の決定 大学院教務委員会に審査日の連絡

研究計画書 再提出受領 審査委員へ依頼

再提出計画書を受領後，4週間以内（あるいは 8週間以内）に
審査委員で判定案の作成

大学院教務委員会に審査結果報告書の提出

＊審査員との日程調整、大学院生への審査会への参加要

請等の連絡は、博士前期課程は主研究指導教員、

博士後期課程は副研究指導教員が行う

＊研究科委員会当日の司会は、大学院教務委員長が行い

研究概要の説明は、主研究指導教員または副研究指導

教員が行う。判定案の報告は、それ以外の審査員が行う。

研究科委員会にて判定案 審議・判定
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研究科委員会による研究計画書判定後の流れ

*2   8週間を超える場合は，「新規」申請を行う必要がある。

＊１ 研究科長より速やかに
審議対象大学院生に審査結果を通知

審議・判定

大学院教務委員会に審査結果報告書の提出

研究科委員会にて判定案
審議・判定

＊１ 以降の手順 繰り返し

再提出（教務課）

再提出計画書を受領後、２週間以内に、
審査員で判定案の作成

承認 条件付承認 修正 不承認

研究計画書の変更
審査結果を受領後、指摘事項を

4週間以内に修正する
*2 延長願提出により最大８週間以内まで延長可

研究倫理審査委員会に申請

審査員で指摘事項
の修正を確認する

大学院教務委員会に報告
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＜ナンバリングについて＞
ナンバリングとは、区分や水準等をもとに授業科目に番号を付けることで、カリキュラム全体の中での各

授業科目の
学修の段階や順序を表すものです。履修登録や学修の上での参考にしてください。

＜ナンバリングコードの表示と見方＞
10 桁のアルファベット・数字で表します。

G N CA 1 001 a 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①第 1区分コード	 	‥‥‥‥ 	大学院に関する科目で区分
②第 2区分コード	 	‥‥‥‥ 	研究科・専攻で区分
③第 3区分コード	 	‥‥‥‥ 	課程・コース・分野・領域で区分
※①～③の詳細は、以下の「区分コード表」を確認してください。

④水準コード� �‥‥‥‥ �1：初級レベル［入門・導入的な内容の科目］　
� �‥‥‥‥ �2：中級レベル［発展的・応用的な内容の科目］
� �‥‥‥‥ �3：上級レベル［総合的かつ高度な内容の科目］
⑤科目コード� �‥‥‥‥ �原則、学則に規定された科目の順序
⑥授業での使用言語� �‥‥‥‥ �a�：�日本語�b：�英語�c：�日本語および英語�d：�その他
⑦科目区分コード� �‥‥‥‥ �0�：�専門　1�：�共通

区分コード表
①第 1区分コード ②第 2区分コード ③第 3区分コード

コード 研究科・専攻 コード 課程・コース・分野・領域 コード

大学院

Graduate�School
G

看護学研究科

看護学専攻

D e p a r t m e n t � o f � N u r s i n g ,�

Graduate�School�of�Nursing

N

博士前期課程　研究者コース　共通科目 CA
博士前期課程　研究者コース　専門科目
基盤看護学分野　理論看護学領域 CB

博士前期課程　研究者コース　専門科目
基盤看護学分野　精神看護学領域 CC

博士前期課程　研究者コース　専門科目
生涯発達看護学分野　母性看護学領域 CD

博士前期課程　研究者コース　専門科目
生涯発達看護学分野　小児看護領域 CE

博士前期課程　研究者コース　専門科目
生涯発達看護学分野　成人看護学領域 CF

博士前期課程　研究者コース　専門科目
生涯発達看護学分野　老年看護学領域 CG

博士前期課程　研究者コース　専門科目
広域看護学分野　公衆衛生看護学領域 CH

博士前期課程　研究者コース　専門科目
広域看護学分野　在宅看護学領域 CI

博士前期課程　研究者コース　専門科目
広域看護学分野　災害看護学領域 CJ

博士前期課程　専門看護師コース　共通科目 DA
博士前期課程　専門看護師コース　専門科目
基盤看護学分野　精神看護学領域 DB

博士前期課程　専門看護師コース　専門科目
生涯発達看護学分野　老年看護学領域 DC

博士前期課程　専門看護師コース　専門科目
広域看護学分野　災害看護学領域 DD

博士後期課程　共通科目 EA
博士後期課程　専門科目　基盤看護学分野 EB
博士後期課程　専門科目　生涯発達看護学分野 EC
博士後期課程　専門科目　広域看護学分野 ED
博士後期課程　特別研究 EE

＜履修系統図について＞
　履修系統図とは、ディプロマ・ポリシーで示されている「修了時点において学生が身につけるべき能力」
を修得するために科目がどのように配置されているのか、つまり、各科目の関連性やつながりを体系的に明
示したものです。
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看護学研究科看護学専攻  博士前期課程  研究者ｺｰｽ  履修系統図

〈共通〉
②

高い倫理性を身につけ、看護の質向上に関
与できる。

看護職者としての誇りと高い自覚に基づい
て、常に理想の看護を探求しながら、人間と
命の尊厳を遵守し、絶えず看護実践・研究・
教育の質の向上に関与できる。

〈研究者ｺｰｽ〉
①

実践に即した研究課題を明確にし、適切な
方法を選択して研究に取り組むことができ
る。

看護実践の経験の中から自ら解明したい課
題を明らかにして、文献検索・検討を通して
先
行研究の成果を理解したうえで、自らの課題
解明のために適切な研究方法を選択して研
究に取り組むことができる。

〈研究者ｺｰｽ〉
②

看護職の教育的機能を理解し、現任教育や
基礎教育に関わることができる。

看護実践における健康教育や患者教育等の
看護職の教育的機能を理解し、実践の場に
おける現任教育や看護専門学校や大学教
育など基礎教育に関与することができる。

※カリキュラムポリシー（CP）はP.38を参照してください。

身につけるべき能力 1年次 ２年次

〈共通〉
①

看護実践を科学的・論理的に探求できる。

看護実践に潜む経験知を大切にしながらも、
根拠に基づく看護を目指して、看護現象を科
学的・論理的に探求できる。

看護理論

コンサルテーション論

看護研究Ⅰ（総論）

看護倫理

看護教育論

フィジカルアセスメント

最新病態生理学

臨床薬理学

哲学的人間論

国際看護論

看護研究Ⅱ（統計）

看護管理論

看護政策論

理論看護学特論

精神科アセスメントと精神科診断学

精神療法

母性看護学特論

小児看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤）

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論）

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護対象論

災害と制度

リエゾン精神看護学

理論看護学演習Ⅰ 理論看護学演習Ⅱ
精神障害者制度・法律特論

母性看護学演習Ⅰ

母性看護学演習Ⅱ

小児看護学演習Ⅱ小児看護学演習Ⅰ

成人看護学演習Ⅰ 成人看護学演習Ⅱ

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

老年看護学演習Ⅰ（慢性期における老年看護）

公衆衛生看護学演習Ⅰ 公衆衛生看護学演習Ⅱ

在宅看護学演習Ⅰ 在宅看護学演習Ⅱ

災害看護ケア論

災害看護援助論 防災・減災看護論演習

要援護者看護援助論

理論看護学特別研究

精神障害者ケースマネジメント支援論

認知症治療看護援助論

精神看護学特別研究

母性看護学特別研究

小児看護学特別研究

成人看護学特別研究

老年看護学特別研究

公衆衛生看護学特別研究

在宅看護学特別研究

災害看護学特別研究

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価）

老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム）

老年看護学演習Ⅱ（ケア施設における老年看護） 災害看護連携論

精神科薬物療法

精神看護高度実践看護介入技法
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看護学研究科看護学専攻  博士前期課程  研究者ｺｰｽ  履修系統図

〈共通〉
②

高い倫理性を身につけ、看護の質向上に関
与できる。

看護職者としての誇りと高い自覚に基づい
て、常に理想の看護を探求しながら、人間と
命の尊厳を遵守し、絶えず看護実践・研究・
教育の質の向上に関与できる。

〈研究者ｺｰｽ〉
①

実践に即した研究課題を明確にし、適切な
方法を選択して研究に取り組むことができ
る。

看護実践の経験の中から自ら解明したい課
題を明らかにして、文献検索・検討を通して
先
行研究の成果を理解したうえで、自らの課題
解明のために適切な研究方法を選択して研
究に取り組むことができる。

〈研究者ｺｰｽ〉
②

看護職の教育的機能を理解し、現任教育や
基礎教育に関わることができる。

看護実践における健康教育や患者教育等の
看護職の教育的機能を理解し、実践の場に
おける現任教育や看護専門学校や大学教
育など基礎教育に関与することができる。

※カリキュラムポリシー（CP）はP.38を参照してください。

身につけるべき能力 1年次 ２年次

〈共通〉
①

看護実践を科学的・論理的に探求できる。

看護実践に潜む経験知を大切にしながらも、
根拠に基づく看護を目指して、看護現象を科
学的・論理的に探求できる。

看護理論

コンサルテーション論

看護研究Ⅰ（総論）

看護倫理

看護教育論

フィジカルアセスメント

最新病態生理学

臨床薬理学

哲学的人間論

国際看護論

看護研究Ⅱ（統計）

看護管理論

看護政策論

理論看護学特論

精神科アセスメントと精神科診断学

精神療法

母性看護学特論

小児看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤）

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論）

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護対象論

災害と制度

リエゾン精神看護学

理論看護学演習Ⅰ 理論看護学演習Ⅱ
精神障害者制度・法律特論

母性看護学演習Ⅰ

母性看護学演習Ⅱ

小児看護学演習Ⅱ小児看護学演習Ⅰ

成人看護学演習Ⅰ 成人看護学演習Ⅱ

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

老年看護学演習Ⅰ（慢性期における老年看護）

公衆衛生看護学演習Ⅰ 公衆衛生看護学演習Ⅱ

在宅看護学演習Ⅰ 在宅看護学演習Ⅱ

災害看護ケア論

災害看護援助論 防災・減災看護論演習

要援護者看護援助論

理論看護学特別研究

精神障害者ケースマネジメント支援論

認知症治療看護援助論

精神看護学特別研究

母性看護学特別研究

小児看護学特別研究

成人看護学特別研究

老年看護学特別研究

公衆衛生看護学特別研究

在宅看護学特別研究

災害看護学特別研究

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価）

老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム）

老年看護学演習Ⅱ（ケア施設における老年看護） 災害看護連携論

精神科薬物療法

精神看護高度実践看護介入技法



− 70 −

看
護
学
研
究
科

看護学研究科看護学専攻  博士前期課程  専門看護師ｺｰｽ  履修系統図
※カリキュラムポリシー（CP）はP.38を参照してください。

身につけるべき能力

〈共通〉
①

〈共通〉
②

〈専門看護師ｺｰｽ〉
③

〈専門看護師ｺｰｽ〉
④

２年次1年次

〈専門看護師ｺｰｽ〉
①

〈専門看護師ｺｰｽ〉
②

看護理論

コンサルテーション論

看護研究Ⅰ（総論）

看護教育論

フィジカルアセスメント

最新病態生理学

臨床薬理学

看護研究Ⅱ（統計）

看護管理論

看護政策論

看護倫理哲学的人間論

国際看護論

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤）

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論）

災害看護対象論

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

老年看護学演習Ⅱ（ケア施設における老年看護）

老年看護学演習Ⅰ（慢性期における老年看護）

老年看護学実習Ⅰ（慢性期における高度実践老

老年看護学実習Ⅱ（ケア施設における高度実践老年看護）

災害看護援助論

精神療法 精神科薬物療法

認知症治療看護援助論

精神看護学課題研究

老年看護学課題研究

災害看護学課題研究

精神科アセスメントと精神科診断学

精神看護高度実践看護介入技法

リエゾン精神看護学精神科診断・治療実習

精神看護直接ケア実習

精神看護サブスペシャリティ実習

災害看護ケア論

要援護者看護援助論

災害看護学実習Ⅰ 災害看護学実習Ⅱ

精神障害者制度・法律特論 役割開発実習

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価）

災害と制度

防災・減災看護論演習

災害看護学実習Ⅲ

災害看護学実習Ⅳ

精神障害者ケースマネジメント支援論 相談・調整実習老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム）

災害看護連携論

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

災害と制度

コンサルテーション論

精神障害者制度・法律特論

災害看護ケア論

看護実践を科学的・論理的に探求できる。

看護実践に潜む経験知を大切にしながら
も、根拠に基づく看護を目指して、看護現
象を科学的・論理的に探求できる。

高い倫理性を身につけ、看護の質向上に
関与できる。

高度な専門知識と技能を有し、基本的な
研究力を修得している。

看護職者としての誇りと高い自覚に基づ
いて、常に理想の看護を探求しながら、人
間と命の尊厳を遵守し、絶えず看護実践・
研究・教育の質の向上に関与できる。

学士課程教育の基盤の上に高度な知識
を持ち、生涯を通して学修を継続する力と
新たな知識を常に修得する姿勢 ・ 態度を
有している。また研究活動において、情報
を駆使しアイデアを発展させ、応用する創
造力を修得している。

高度な実践を遂行できる力と協働する力
を修得している。

高度で普遍性のある教養を身につけ、知
識を統合する能力を有し、自らの知識や
理解を適用する際の社会的、倫理的責任
を考慮しつつ、また人間と命に対する尊厳
についての深い理解のもと、他分野と連
携し複雑な課題を解決し高度な実践を遂
行できる力を修得している。

グローバルな視点をもち、地域に根ざして
行動する力を身につけている。

現代社会が直面する医療問題の解決に
挑戦するために、多様な文化 ・ 制度等を
理解し、学際的 ・ 国際的に通用する専門
知識 ・ 技能及び自らの考えをもち、それ
らを専門家にも一般の人々にも、明確に
伝えることができるコミュニケーション力及
び行動力を身につけている。

地域社会を牽引するリーダーシップ力と調
整力を身につけている。

自らの知識と技能及び問題解決能力を、
専門分野において、またより広い学際的
な領域において発揮し、地域社会におけ
る制度設計や変革を牽引するリーダー
シップ力と調整力を身につけている。
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看護学研究科看護学専攻  博士前期課程  専門看護師ｺｰｽ  履修系統図
※カリキュラムポリシー（CP）はP.38を参照してください。

身につけるべき能力

〈共通〉
①

〈共通〉
②

〈専門看護師ｺｰｽ〉
③

〈専門看護師ｺｰｽ〉
④

２年次1年次

〈専門看護師ｺｰｽ〉
①

〈専門看護師ｺｰｽ〉
②

看護理論

コンサルテーション論

看護研究Ⅰ（総論）

看護教育論

フィジカルアセスメント

最新病態生理学

臨床薬理学

看護研究Ⅱ（統計）

看護管理論

看護政策論

看護倫理哲学的人間論

国際看護論

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤）

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論）

災害看護対象論

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

老年看護学演習Ⅱ（ケア施設における老年看護）

老年看護学演習Ⅰ（慢性期における老年看護）

老年看護学実習Ⅰ（慢性期における高度実践老

老年看護学実習Ⅱ（ケア施設における高度実践老年看護）

災害看護援助論

精神療法 精神科薬物療法

認知症治療看護援助論

精神看護学課題研究

老年看護学課題研究

災害看護学課題研究

精神科アセスメントと精神科診断学

精神看護高度実践看護介入技法

リエゾン精神看護学精神科診断・治療実習

精神看護直接ケア実習

精神看護サブスペシャリティ実習

災害看護ケア論

要援護者看護援助論

災害看護学実習Ⅰ 災害看護学実習Ⅱ

精神障害者制度・法律特論 役割開発実習

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価）

災害と制度

防災・減災看護論演習

災害看護学実習Ⅲ

災害看護学実習Ⅳ

精神障害者ケースマネジメント支援論 相談・調整実習老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム）

災害看護連携論

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

災害と制度

コンサルテーション論

精神障害者制度・法律特論

災害看護ケア論

看護実践を科学的・論理的に探求できる。

看護実践に潜む経験知を大切にしながら
も、根拠に基づく看護を目指して、看護現
象を科学的・論理的に探求できる。

高い倫理性を身につけ、看護の質向上に
関与できる。

高度な専門知識と技能を有し、基本的な
研究力を修得している。

看護職者としての誇りと高い自覚に基づ
いて、常に理想の看護を探求しながら、人
間と命の尊厳を遵守し、絶えず看護実践・
研究・教育の質の向上に関与できる。

学士課程教育の基盤の上に高度な知識
を持ち、生涯を通して学修を継続する力と
新たな知識を常に修得する姿勢 ・ 態度を
有している。また研究活動において、情報
を駆使しアイデアを発展させ、応用する創
造力を修得している。

高度な実践を遂行できる力と協働する力
を修得している。

高度で普遍性のある教養を身につけ、知
識を統合する能力を有し、自らの知識や
理解を適用する際の社会的、倫理的責任
を考慮しつつ、また人間と命に対する尊厳
についての深い理解のもと、他分野と連
携し複雑な課題を解決し高度な実践を遂
行できる力を修得している。

グローバルな視点をもち、地域に根ざして
行動する力を身につけている。

現代社会が直面する医療問題の解決に
挑戦するために、多様な文化 ・ 制度等を
理解し、学際的 ・ 国際的に通用する専門
知識 ・ 技能及び自らの考えをもち、それ
らを専門家にも一般の人々にも、明確に
伝えることができるコミュニケーション力及
び行動力を身につけている。

地域社会を牽引するリーダーシップ力と調
整力を身につけている。

自らの知識と技能及び問題解決能力を、
専門分野において、またより広い学際的
な領域において発揮し、地域社会におけ
る制度設計や変革を牽引するリーダー
シップ力と調整力を身につけている。
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看
護
学
研
究
科

看護学研究科看護学専攻　博士後期課程　履修系統図

看護科学哲学

理論看護学特論

精神看護学特論

母子看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護学特論

看護教育学

理論看護学特論

精神看護学特論

母子看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護学特論

看護学研究方法論 高等社会統計学 理論看護学演習

精神看護学演習

母子看護学演習

成人看護学演習

老年看護学演習

公衆衛生看護学演習

在宅看護学演習

災害看護学演習

③

看護学特別研究

看護学特別研究

②

3年次2年次身につけるべき能力 1年次

①

人間と命の尊厳に対する深い理解と看護現象に対する洞察力なら

びに自立して研究を遂行できる研究力を修得している。

人間の健康に関わる諸現象を対象とする看護実践は、人間への深

い理解と命の尊厳を遵守することを基盤にした長い歴史をもつ営

みであり、それを支える看護学は、実践の質を高めるための研究

の成果によって成り立っている。これらに関与できる博士後期課

程修了者は、看護現象を自立して探求し続けることのできる研究

力を修得している。

看護学の発展に寄与するとともに、研究結果を国内外に向けて発

信できる力を身につけている。

諸学問の中での看護学は発展途上にあることを理解し、その発展

に寄与するとともに、看護学の研究成果を国内のみならず海外に

発信し、国際的なコミュニケーションを拡大できる力を身につけ

ている。

健康問題／課題解決に向けて、グローバルな視点で探求し教育で

きる力を修得している。

多様化・複雑化している人々の健康問題・課題に対して、学際的

なグローバルな視点に立って探求するとともに、人々への健康教

育をはじめ現職者や看護学生への教育に関与することのできる教

育力を修得している。

※カリキュラムポリシー（CP）はP.38・39を参照してください。
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看
護
学
研
究
科

看護学研究科看護学専攻　博士後期課程　履修系統図

看護科学哲学

理論看護学特論

精神看護学特論

母子看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護学特論

看護教育学

理論看護学特論

精神看護学特論

母子看護学特論

成人看護学特論

老年看護学特論

公衆衛生看護学特論

在宅看護学特論

災害看護学特論

看護学研究方法論 高等社会統計学 理論看護学演習

精神看護学演習

母子看護学演習

成人看護学演習

老年看護学演習

公衆衛生看護学演習

在宅看護学演習

災害看護学演習

③

看護学特別研究

看護学特別研究

②

3年次2年次身につけるべき能力 1年次

①

人間と命の尊厳に対する深い理解と看護現象に対する洞察力なら

びに自立して研究を遂行できる研究力を修得している。

人間の健康に関わる諸現象を対象とする看護実践は、人間への深

い理解と命の尊厳を遵守することを基盤にした長い歴史をもつ営

みであり、それを支える看護学は、実践の質を高めるための研究

の成果によって成り立っている。これらに関与できる博士後期課

程修了者は、看護現象を自立して探求し続けることのできる研究

力を修得している。

看護学の発展に寄与するとともに、研究結果を国内外に向けて発

信できる力を身につけている。

諸学問の中での看護学は発展途上にあることを理解し、その発展

に寄与するとともに、看護学の研究成果を国内のみならず海外に

発信し、国際的なコミュニケーションを拡大できる力を身につけ

ている。

健康問題／課題解決に向けて、グローバルな視点で探求し教育で

きる力を修得している。

多様化・複雑化している人々の健康問題・課題に対して、学際的

なグローバルな視点に立って探求するとともに、人々への健康教

育をはじめ現職者や看護学生への教育に関与することのできる教

育力を修得している。

※カリキュラムポリシー（CP）はP.38・39を参照してください。
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学則・諸規程等
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四天王寺大学大学院学則

第１章　総　　則
（名称・設置者）

第�１�条� 本大学院は、四天王寺大学大学院と称し、学校法人四天王寺学園がこれを設置する。

（目　的）

第�２�条� 本大学院は、聖徳太子が四天王寺を創建された精神にのっとり、学術の理論および応用

を教授研究し、その深奥を極めて、文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とす

る。

（自己点検・評価）

第�３�条� 前条の目的および使命を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況につい

て、本大学院において自ら不断に点検および評価を行い、その教育研究水準の向上を図

るものとする。

� ２� 前項の自己点検・評価を行う組織・項目など、実施に必要な体制については別に定める。

（所在地）

第�４�条� 本大学院は大阪府羽曳野市学園前３丁目２番１号に置く。

第２章　研究科、専攻、課程、修業年限および学生定員
（研究科、専攻）

第�５�条� 本大学院に次の研究科および専攻を置く。

（１）� 人文社会学研究科　人間福祉学専攻

（２）� 看護学研究科　看護学専攻

（課程、標準修業年限）

第�６�条� 本大学院に博士課程を置く。

� ２� 博士課程の標準修業年限は５年とする。

� ３� 博士課程はこれを標準修業年限２年の前期課程および標準修業年限３年の後期課程に区

分する。

� ４� 前項に定める博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。

（課程の目的）

第�７�条� 本大学院の博士前期課程および博士後期課程の目的を次のとおりとする。

（１）� 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能

力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を

培うことを目的とする。

（２）� 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、ま

たはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基

礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
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（学生定員）

第�８�条� 入学定員および収容定員は次の通りとする。

研�究�科 専　攻
博士前期課程 博士後期課程 合�計

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 収容定員

人文社会学研究科 人間福祉学専攻 １０人 ２０人 ３人 ９人 ２９人

看護学研究科 看護学専攻 ６人 １２人 ３人 ９人 ２１人

（専攻の目的）

第�８�条の２　前条における各研究科に置く専攻の目的は次のとおりとする。

（１）� 人間福祉学専攻

� � 人間・福祉・仏教をキーワードに、社会福祉の理論と実践に関する高度な学識を

養い、社会福祉における基礎的・体系的な研究能力を備えた社会福祉各領域の専門

家及び指導者の養成を目的とする。

（２）� 看護学専攻

� � 人間と命に対する畏敬の念と高い倫理観に基づき、居宅や医療・保健、福祉機関

で提供される看護ケア方略開発に向けて、科学的根拠に基づいた研究ができる力、

あるいは高度実践看護師（専門看護師）に求められる実践能力を培うことを目的と

する。

（在学年限）

第�９�条� 博士前期課程の在学年限は４年を超えることはできない。

� ２� 博士後期課程の在学年限は６年を超えることはできない。

（長期履修生）

第１０条� 学生が職業を有している等の事情により、第６条に規定する年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する者を、長期履修生としてこ

れを認めることがある。

� ２� 長期履修生について必要な事項は、別に定める。

第３章　学年、学期、授業日数および休業日
（学　年）

第１１条� 学年は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。

（学　期）

第１２条� 学年を分けて、次の２学期とする。

� � 　夏学期　４月 １日から９月１９日まで

� � 　冬学期　９月２０日から翌年 ３月３１日まで

� ２� 必要がある場合は前項の期間を変更することができる。

（授業日数）

第１３条� １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたるとともに、各学

期の授業日数は１５週にわたることを原則とする。ただし、教育上必要があり、かつ、

十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りではない。
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（休業日）

第１４条� 休業日は原則として次の通りとする。

（１）� 日曜日

（２）� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３）� 本学園の創立記念日　 ２月２２日

（４）� 夏期休業日　 ８月 ５ 日から ８月３１日まで

（５）� 冬期休業日　１２月２７日から １月 ７日まで

（６）� 春期休業日　 ３月２５日から ４月 １日まで

� ２� 必要がある場合は前項の休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

第４章　授業科目および単位
（教育方法）

第１５条� 本大学院の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行うものとする。

（教育方法の特例）

第１６条� 本大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合は、夜間その他特定の時

間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うこと

ができる。

（授業科目の編成等）

第１７条� 博士前期課程および博士後期課程に開設する授業科目の編成、単位数等は別表第１の通

りとする。

第５章　履修方法および課程修了
（博士前期課程の修了要件）

第１８条� 博士前期課程の修了要件を次の通りとする。

（１）� 人文社会学研究科

� � 本大学院に２年以上在学し、３２単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に

合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につい

ては、本大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（２）� 看護学研究科

� � 本大学院に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に

合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につい

ては、本大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（博士後期課程の修了要件）

第１９条� 博士後期課程の修了要件を次の通りとする。大学院に５年（修士課程または博士前期課

程を修了した者にあっては、当該課程における２年間の在学期間を含む。）以上在学し、

所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試

験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に
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ついては、大学院に３年（修士課程または博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を

修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足

りるものとする。

（単位の計算方法）

第２０条� 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に

必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

（１）� 講義科目および演習科目については、１５時間から３０時間までの範囲で本大学

院が定める時間の授業をもって１単位とする。

（２）� 実験、実習および実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本大学院

が定める時間の授業をもって１単位とする。

（３）� 前各号に規定する授業の方法を併用する場合の単位数は、前各号に規定する基準

を考慮して定める。

（単位の授与）

第２１条� 授業科目を履修し、その試験等に合格した者には所定の単位を与える。

� ２� 試験は履修した授業科目について、筆記、口述および論文等の方法によって行う。

（成績評価基準等の明示等）

第２１条の２　学生に対して、授業および研究指導の方法および内容並びに一年間の授業および研

究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

� ２� 学修の成果に係る評価および修了の認定に当っては、客観性および厳格性を確保するた

め、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切

に行うものとする。

（試験等の評価）

第２２条� 試験等の評価は１００点満点とし、６０点以上を合格とする。

� ２� 前項の合格の評価は秀、優、良、可の４段階をもって表示する。

� ３� 単位の修得および試験に関する規程は別に定める。

（他の研究科・専攻等の授業科目の履修）

第２２条の２　教育研究上有益と認めるときは、学生が他の研究科もしくは専攻の授業科目を履修

することができるものとする。

（他の大学院における授業科目の履修）

第２３条� 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院とあらかじめ協議の上、当該大学院の授業

科目を履修させることができる。

� ２� 前項により履修した授業科目の単位は、１５単位を超えない範囲で本大学院における授

業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

� ３� 前項の規定は、学生が外国に留学する場合に準用する。

（入学前の既修得単位等の認定）

第２４条� 教育研究上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において履修

した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、

１５単位を超えない範囲で本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。
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� ２� 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、第２３条において修得したも

のとみなす単位数と合わせて２０単位を超えないものとする。

（他の大学院等における研究指導）

第２５条� 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院または研究所等とあらかじめ協議の上、当

該の大学院または研究所等において研究指導を受けさせることができる。

� ２� 博士前期課程の学生が前項の研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。

第６章　課程修了の認定および学位
（課程修了の認定）

第２６条� 課程修了の認定は、当該研究科委員会の議を経て学長が行う。

（学位の授与）

第２７条� 博士前期課程を修了した者には次の区分により学位を授与する。

研  究  科 専　　攻 学　　位

人文社会学研究科 人間福祉学専攻 修士（人間福祉学）

看護学研究科 看護学専攻 修士（看護学）

� ２� 博士後期課程を修了した者には次の区分により学位を授与する。

研  究  科 専　　攻 学　　位

人文社会学研究科 人間福祉学専攻 博士（人間福祉学）

看護学研究科 看護学専攻 博士（看護学）

� ３� 学位の授与に関して必要な事項は、別に定める本大学院学位規程によるものとする。

第７章　入学、休学、退学、除籍等
（入学時期）

第２８条� 入学の時期は、各学期の始めとする。

（入学資格）

第２９条� 本大学院の博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とす

る。

（１）� 大学を卒業した者

（２）� 学校教育法により学士の学位を授与された者

（３）� 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）� 文部科学大臣の指定した者

（５）� 外国の大学等において、修業年限が３年以上の課程を修了することにより、学士

の学位に相当する学位を授与された者

（６）� 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者。

（７）� その他、本大学院において大学を卒業した者と同等の学力があると認めた者
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� ２� 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

（１）� 修士の学位や専門職学位を有する者

（２）� 学校教育法により修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者

（３）� 外国において修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者

（４）� 文部科学大臣の指定した者

（５）� その他、本大学院において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認め

た者

（入学志願）

第３０条� 入学志願者は本大学院所定の入学願書に入学検定料および別に定める書類を添えて、指

定の期日までに提出しなければならない。

（選　考）

第３１条� 入学志願者については学科試験、面接等の方法により選考を行い、合格者を決定する。

（入学手続）

第３２条� 前条の合格者は指定の期日までに本大学院所定の誓約書、保証書を提出するとともに入

学金および授業料等の一部を納入しなければならない。

� ２� 学長は前項の入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。

（保証人）

第３３条� 保証人は保護者またはこれに準ずる者であって、当該学生を保護監督し、授業料等の支

払いその他本人にかかる一切の事項について身元保証の責を負う。

（異動手続）

第３４条� 本人、保証人に転居、改名等の異動があったときには、直ちにその旨を届出なければな

らない。

� ２� 保証人が死亡その他の事由でその責を果し得なくなったときには新たに保証人を定めな

ければならない。

（休　学）

第３５条� 病気その他やむを得ない事情のため、引続き６週以上にわたり修学することができない

者は、その事由を付して休学を願い出ることができる。ただし、病気の場合は医師の診

断書を添付しなければならない。

� ２� 病気等のため修学することが適当でないと認められた者については、学長は休学を命ず

ることがある。

� ３� 休学した者はその学期の試験を受けることはできない。

（休学の期間）

第３６条� 休学期間は休学を許可された日から当該学期末までとする。ただし、特別の理由がある

場合は、翌学期末まで休学の延長を認めることができる。

� ２� 休学の期間は連続して２年を超えることはできない。

� ３� 休学期間は通算して博士前期課程においては２年、博士後期課程においては３年を限度

とする。

� ４� 休学期間は在学年数に算入しない。
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（復　学）

第３７条� 休学の事由が消滅したときは、学長に復学を願い出ることができる。ただし、病気回復

による復学の場合は医師の診断書を添付しなければならない。

� ２� 復学の時期は学期の始めとし、すでに許可された休学期間内の学期途中での復学は認め

られない。

� ３� 復学の手続きは休学を願い出た学期内の定められた期日までに完了していなければなら

ない。

（退　学）

第３８条� 退学しようとする者は、その事由を付して学長に退学を願い出てその許可を得なければ

ならない。

（再入学等）

第３９条� 一旦退学した者が２年以内に再入学を申し出た場合は、在学中の成績等を審査のうえ、

これを許可することがある。

� ２� 授業料等滞納による除籍者が２年以内に再入学を申し出た場合も、在学中の成績等を審

査のうえ、これを許可することがある。

� ３� 第２項に定める除籍者については、別に定めるところにより審査のうえ、復籍を許可す

ることがある。

（転学・転入学）

第３９条の２　学生が他の大学院に転学しようとするときは、保証人連署のうえ、学長に願い出て、

その許可を得なければならない。

� ２� 他の大学院から転入を希望する者については、試験のうえ、これを許可することがある。

（留　学）

第４０条� 留学は、教育研究上有益と認められる範囲で本大学院がこれを認め、その許可を得た場

合は、これを行うことができる。

� ２� 前項に定める留学を行おうとする者は、その事由を付して学長に願い出なければならな

い。

（留学期間）

第４１条� 前条による留学の期間は別に定める。

（除　籍）

第４２条� 次の各号の一に該当する者は除籍する。

（１）� 授業料等の納入を怠り、督促を受けてもなお納入しない者

（２）� 第９条に定める在学年限を超えた者

（３）� 第３６条に定める休学期間を超えて、なお復学できない者

（４）� 長期間にわたり所在不明の者

� ２� 長期履修生については、前項第２号の規定は適用しない。

（外国人留学生）

第４３条� 外国籍を有する者で留学のため本大学院に入学を志願する者は、別に定めるところによ

り選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。

� ２� 外国人留学生については、本学則の学生に関する規定を準用する。
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第８章　入学検定料、入学金、授業料等
（諸納付金）

第４４条� 本大学院の入学検定料、入学金および授業料等（授業料、運営維持費、施設拡充費、在籍料、

履修料をいう。）の額は別表第２の通りとする。

� ２� 前項の諸納付金の納入に関する規程は別に定める。

（納入期日）

第４５条� 授業料等は毎年これを夏学期および冬学期の２回に分けて次の期日までに納入しなけれ

ばならない。

� � 　夏学期　 ４ 月１日

� � 　冬学期　１０月１日

（休学中の授業料等）

第４６条� １学期を通して休学する者は在籍料を納入しなければならない。

� ２� 長期履修生が休学する場合は別に定める。

� ３� 退学する者または退学もしくは停学を命じられた者も、その学期の授業料等全額を納入

しなければならない。

（返　還）

第４７条� 既納の入学検定料および入学金は事由の如何にかかわらず返還しない。

� ２� 既納の授業料等は、入学手続時における授業料等で当該年度の始まる前日の３月３１日

まで（当日が休日に当たるときは休日の前日まで）に入学辞退の申出があった場合を除

き、事由の如何にかかわらず返還しない。

（奨学金）

第４８条� 学業、人物ともに優秀で入学後特別の事由によって授業料等の納入が困難になった者に

対しては、選考のうえ奨学金を給付することがある。

第９章　職員組織
（指導教員）

第４９条� 本大学院における授業および研究指導は、主として本大学院および四天王寺大学（以下

「本学」という。）の教授が担当する。ただし、特別の事情がある場合は、准教授および

講師または助教に担当または分担させることがある。

（職員等）

第５０条� 本大学院に研究科長を置く。

� ２� 研究科長は、学長の命を受け、当該研究科の校務を掌り、所属職員を監督する。

� ３� 本大学院の事務を処理するため、事務職員を置く。

第１０章　　教育研究評議会、大学運営会議、研究科委員会
（教育研究評議会）

第５１条� 本大学院に教育研究評議会を置く。

� ２� 教育研究評議会に必要な事項は、別に定める。

（大学運営会議）

第５２条� 本大学院に大学運営会議を置く。
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� ２� 大学運営会議に必要な事項は、別に定める。

（研究科委員会）

第５３条� 本大学院に研究科委員会を置く。

� ２� 研究科委員会に必要な事項は、別に定める。

第１１章　付属施設
（図書館）

第５４条� 本大学院に図書館を置く。

� ２� 図書館に関する規程は別に定める。

（地域連携推進センター）

第５５条� 本大学院に地域連携推進センターを置く。

� ２� 地域連携推進センターに関する規程は別に定める。

（研究所）

第５６条� 本大学院に仏教文化研究所を置く。

� ２� 研究所に関する規程は別に定める。

（保健センター）

第５７条� 本大学院に保健センターを置く。

� ２� 保健センターに関する規程は別に定める。

（共同教育研究等の組織）

第５８条� 本大学院に共同教育研究等のために次の組織を置く。

（１）高等教育推進センター

（２）グローバル教育センター

� ２� 前項に定める組織に関する規程は別に定める。

第１２章　科目等履修生・研究生・特別研究生
（科目等履修生）

第５９条� 本大学院において特定の授業科目につき履修を希望し、その授業科目の単位の修得を希

望する者があるときは、在学生の学修に支障のない場合に限り審査のうえ、科目等履修

生として修学を許可することがある。

� ２� 科目等履修登録料、科目等履修料は別表第２の通りとする。

（修了試験）

第６０条� 科目等履修生は、履修した授業科目の修了試験を受験することができる。

（単位の認定および証書等）

第６１条� 科目等履修生が履修した授業科目の修了試験を受験し、これに合格したときには、本大

学院の定めるところにより単位の認定を受け、修了証書の授与を受けることができる。

� ２� 科目等履修生としての在籍年数は、正規の課程における在籍年数として認定することは

できない。

（研究生・特別研究生）

第６２条� 本大学院博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得して退学した者で、さらに

本大学院において博士論文作成のための研究継続を希望する者は、研究生として研究を
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許可することがある。

� ２� 大学院博士前期課程修了の学位（修士）を有する者、あるいは同等の学力があると認め

られる者は、特別研究生として研究を許可することがある。

� ３� 研究生の研究登録料、研究料は別表第２の通りとする。

� ４� 特別研究生の研究登録料、研究料は研究生に準ずる。

（学則の準用）

第６３条� 科目等履修生・研究生・特別研究生に対しては第２章、第４章ないし、第６章および第

８章を除き、本学則を準用する。

第１３章　賞　　罰
（表　彰）

第６４条� 次の各号の一に該当する者は、大学院研究科委員会の議を経てこれを表彰することがあ

る。

（１）� 学業成績および人物が特に優秀な者

（２）� 他の学生の模範とすべき篤行のある者

（懲　戒）

第６５条� 本大学院の建学の精神もしくは教育方針に違反し、または学生の本分にもとる行為があ

った者は、その軽重に従い、別に定められた規程に則り、審議する。

� ２� 懲戒は訓告、停学、退学の３種とする。

（退学処分）

第６６条� 前条の退学処分は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

（１）� 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

（２）� 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者

（３）� 正当な事由がなく出席が常でない者

（４）� 本大学院の建学の精神および学則、諸規程、教育方針もしくは誓約書の記載事項

に反し、または学生の本分にもとる行為のあった者

（５）� 訓告または停学にもかかわらず、なお改悛の見込みがないと認められる者

（遵守事項）

第６７条� 学生が遵守しなければならない事項は本学則に規定するもののほか、別に定める。

第１４章　寄　宿　舎
（寄宿舎）

第 68 条� 本学に、寄宿舎を置く。

� ２� 寄宿舎については、別に定める。

第１5 章　改　　廃
（学則の改廃）

第 69 条� この学則の改正は、研究科委員会の意見を聴き、教育研究評議会の議を経て、理事会が行う。
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附　則

１　本学則は、平成１５年４月１日から施行する。

２　本学則は、平成１８年４月１日から一部改正し施行する。

３　本学則は、平成１９年４月１日から一部改正し施行する。

４　本学則は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成１９年度以前の入

学生については、第２２条の規程にかかわらず、「試験等の評価」の取り扱いは、なお従前

の例による。

５　本学則は、平成２１年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２０年度以前の入

学生については、第１９条の規程にかかわらず、「教育職員免許状」は、なお従前の例による。

６　本学則は、平成２２年４月１日から一部改正し施行する。

７　本学則は、平成２２年７月１日から一部改正し施行する。

８　本学則は、平成２３年４月１日から一部改正し施行する。

９　本学則は、平成２４年４月１日から一部改正し施行する。

10　本学則は、平成２７年４月１日から一部改正し施行する。

11　本学則は、平成３０年４月１日から一部改正し施行する。

12　本学則は、平成３１年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、経過措置として次の通りと定める。

� （１）�　平成３０年度以前の入学生については、第１３条、第１７条、旧第１９条および第

２８条の規程にかかわらず「授業日数」、「授業科目の編成等」、「教育職員免許状」、「入

学時期」等の取り扱いは、なお従前の例による。

13　本学則は、令和元年１２月２５日から一部改正し施行する。

14　本学則は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。

15　本学則は、令和３年４月１日から一部改正し施行する。

16　本学則は、令和４年４月１日から一部改正し施行する。

17　本学則は、令和５年４月１日から一部改正し施行する。
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四天王寺大学大学院 別表第１
人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士前期課程 人文社会学研究科人間福祉学専攻　博士後期課程

授　業　科　目 単位数 履修方法 授　業　科　目 単位数 履修方法

社会福祉学研究Ⅰ
社会福祉学研究Ⅱ
社会福祉学研究Ⅲ
社会福祉学研究Ⅳ
社会福祉政策・制度研究Ⅰ
社会福祉政策・制度研究Ⅱ
社会福祉政策・制度研究Ⅲ
社会福祉政策・制度研究Ⅳ
社会福祉援助技術研究Ⅰ
社会福祉援助技術研究Ⅱ
社会福祉援助技術研究Ⅲ
社会福祉援助技術研究Ⅳ
社会福祉専門演習Ⅰ
社会福祉専門演習Ⅱ
社会福祉専門演習Ⅲ
社会福祉専門演習Ⅳ
社会福祉専門演習Ⅴ
社会福祉専門演習Ⅵ
社会福祉学文献研究Ⅰ（和書）
社会福祉学文献研究Ⅰ（外書）
社会福祉学文献研究Ⅱ（和書）
社会福祉学文献研究Ⅱ（外書）
社会福祉調査法研究Ⅰ
社会福祉調査法研究Ⅱ
社会福祉学英語研究Ⅰ
社会福祉学英語研究Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

社会福祉専門演習の
内、 主 指 導 教 員 が 担
当する科目８単位と、
それに関連する演習
4 単位、福祉学研究、
社 会 福 祉 政 策・ 制 度
研 究、 お よ び 社 会 福
祉援助技術研究のう
ち８単位計２０単位
を 含 め、 ３ ２ 単 位 以
上を履修しなければ
ならない。

社会福祉学特殊研究Ⅰ
社会福祉学特殊研究Ⅱ
社会福祉学特殊研究Ⅲ
社会福祉学特殊研究Ⅳ
社会福祉学特殊研究Ⅴ
社会福祉学特殊研究Ⅵ
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅰ
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅱ
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅲ
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅳ
社会福祉政策・制度特殊研究Ⅴ
社会福祉政策・制度特殊研Ⅵ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅰ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅱ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅲ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅳ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅴ
社会福祉援助技術特殊研究Ⅵ
社会福祉学特殊演習Ⅰ
社会福祉学特殊演習Ⅱ
社会福祉学特殊演習Ⅲ
社会福祉学特殊演習Ⅳ
社会福祉学特殊演習Ⅴ
社会福祉学特殊演習Ⅵ
社会福祉学文献特殊研究Ⅰ
社会福祉学文献特殊研究Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

社会福祉学特殊演習
の 内、 同 一 科 目 １ ２
単位必須。

社会福祉専門演習の内、主指導教員が担当する科目８単位と、
それに関連する演習４単位、福祉学研究、社会福祉政策・制度
研究、および社会福祉援助技術研究のうち８単位計２０単位を
含め、３２単位以上を履修しなければならない。

社会福祉学特殊演習の内、同一科目１２単位必須。
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四天王寺大学大学院 学則別表第１
看護学研究科看護学専攻　博士前期課程

単位数

必修 選択

共
通
科
目

看護理論�

看護研究Ⅰ（総論）�

看護研究Ⅱ（統計）�

看護倫理�

国際看護論�

哲学的人間論�

看護教育論�

看護管理論�

コンサルテーション論

看護政策論�

フィジカルアセスメント

最新病態生理学�

臨床薬理学

2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

専
門
科
目

基
盤
看
護
学
分
野

理
論
看
護
学
領
域

理論看護学特論�

理論看護学演習Ⅰ�

理論看護学演習Ⅱ�

理論看護学特別研究�

2
2
2
8

精
神
看
護
学
領
域

精神障害者制度・法律特論�

精神科アセスメントと精神科診断学

精神療法�

精神科薬物療法�

精神看護高度実践看護介入技法

精神障害者ケースマネジメント支援論

リエゾン精神看護学�

認知症治療看護援助論

役割開発実習

精神科診断・治療実習

精神看護直接ケア実習

精神看護サブスペシャリティ実習

相談・調整実習�

精神看護学課題研究�

精神看護学特別研究�

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

母
性
看
護
学
領
域

母性看護学特論�

母性看護学演習Ⅰ�

母性看護学演習Ⅱ�

母性看護学特別研究�

2
2
2
8

小
児
看
護
学
領
域

小児看護学特論�

小児看護学演習Ⅰ�

小児看護学演習Ⅱ�

小児看護学特別研究�

2
2
2
8

成
人
看
護
学
領
域

成人看護学特論�

成人看護学演習Ⅰ�

成人看護学演習Ⅱ�

成人看護学特別研究�

2
2
2
8

種別 授　業　科　目
単位数

必修 選択

専
門
科
目

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

老
年
看
護
学
領
域

老年看護学特論Ⅰ（老年看護学の基盤）

老年看護学特論Ⅱ（健康生活評価）

老年看護学特論Ⅲ（病態・治療論）

老年看護学特論Ⅳ（看護実践論）

老年看護学特論Ⅴ（サポートシステム）

老年看護学演習Ⅰ

（慢性期における老年看護）

老年看護学演習Ⅱ

（ケア施設における老年看護）

老年看護学実習Ⅰ

（慢性期における高度実践老年看護）

老年看護学実習Ⅱ

（ケア施設における高度実践老年看護）

老年看護学課題研究

老年看護学特別研究

2
2
2
2
2
2

2

4

6

4
8

広
域
看
護
学
分
野

公
衆
衛
生
看
護
学
領
域

公衆衛生看護学特論

公衆衛生看護学演習Ⅰ

公衆衛生看護学演習Ⅱ

公衆衛生看護学特別研究

2
2
2
8

在
宅
看
護
学
領
域

在宅看護学特論

在宅看護学演習Ⅰ

在宅看護学演習Ⅱ

在宅看護学特別研究

2
2
2
8

災
害
看
護
学
領
域

災害看護対象論

災害看護ケア論

災害と制度

災害看護援助論

防災・減災看護論演習

要援護者看護援助論

災害看護連携論

災害看護学実習Ⅰ

災害看護学実習Ⅱ

災害看護学実習Ⅲ

災害看護学実習Ⅳ

災害看護学課題研究

災害看護学特別研究

2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
8

共通科目から１４単位以上、専門科目から

１６単位以上の合計３０単位以上を修得し、

修士論文または特定の課題についての研究の

成果の審査および最終試験に合格すること。



− 89 −

看護学研究科看護学専攻　博士後期課程

種別 授　業　科　目
単位数

必修 選択

共
通
科
目

看護科学哲学�

看護学研究方法論�

高等社会統計学�

看護教育学�

2
2

2
2

共通科目６単位、専門科目の専攻する分野か

ら４単位以上、特別研究８単位の合計１８単

位以上を修得し、博士論文の審査および最終

試験に合格すること。

専
門
科
目

基
盤
看
護
学
分
野

理論看護学特論�

理論看護学演習�

精神看護学特論�

精神看護学演習�

2
2
2
2

生
涯
発
達
看
護
学
分
野

母子看護学特論�

母子看護学演習�

成人看護学特論�

成人看護学演習�

老年看護学特論�

老年看護学演習�

2
2
2
2
2
2

広
域
看
護
学
分
野

公衆衛生看護学特論�

公衆衛生看護学演習�

在宅看護学特論�

在宅看護学演習�

災害看護学特論�

災害看護学演習�

2
2
2
2
2
2

特別研究 看護学特別研究� 8

別表第２
１．入学検定料、入学金、授業料等

　（１）入学検定料� ３５，０００円

　（２）入　学　金

① 人文社会学研究科� ３００，０００円

② 看護学研究科� ２００，０００円

　（３）授業料等　（年額）

① 人文社会学研究科�

期別
種別 夏�学�期 冬�学�期

授 業 料 265 ,000円 265 ,000円
運 営 維 持 費 55 ,000円 55 ,000円
施 設 拡 充 費 55 ,000円 55 ,000円

計 375 ,000円 375 ,000円

（注）授業料等の額は２年次以降変更することがある。
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② 看護学研究科

期別
種別 夏�学�期 冬�学�期

授 業 料 190 ,000円 190 ,000円
運 営 維 持 費 55 ,000円 55 ,000円
施 設 拡 充 費 55 ,000円 55 ,000円

計 300 ,000円 300 ,000円

（注）授業料等の額は２年次以降変更することがある。

　　休学中の授業料等

期別
種別 夏�学�期 冬�学�期

在 籍 料 60 ,000円 60 ,000円

（４）長期履修生の授業料等（年額）

① 人文社会学研究科

期別
種別 夏�学�期 冬�学�期

在 籍 料 60 ,000円 60 ,000円
履 修 料

（１単位当たり）
40 ,000円（※）

（※）履修料の年額を夏学期と冬学期に半額ずつ納入する。

（注）授業料等の額は２年次以降変更することがある。

② 看護学研究科

本大学院学則第４４条に定める授業料等の総額を、長期履修学生として認められた長期履

修期間で分割して納入することができる。ただし、在学中に授業料等の改定がある場合及び

長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料等を再計算する。また、実験実習費等に要

する経費は、必要に応じ別途徴収することがある。

（注）授業料等の額は２年次以降変更することがある。

２．科目等履修登録料、科目等履修料

（１）科目等履修登録料� ２０，０００円

　（２）科目等履修料（１単位あたり）� ２０，０００円

　本学の卒業生及び本大学院の修了生は科目等履修登録料を免除する。

３．研究生登録料、研究料

　（１）研究登録料� １５，０００円

　（２）研究料（１学期あたり）� ７０，０００円
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四天王寺大学大学院単位の修得に関する規程

（目　的）

第�１�条� この規程は、四天王寺大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第２１条および第

２２条に定める授業科目（以下「科目」という。）の履修および試験について定めるも

のである。

（受講科目の登録について）

第�２�条� 学生は、単位を修得しようとする科目について、各学期始めの定められた期間内に履修

登録（以下「登録」という。）を行わなければならない。ただし、単位認定について別

に定めるとした科目についてはこの限りではない。

第�３�条� 登録を行う場合には、主研究指導教員に指導を受けることができる。

第�４�条� 学生がその科目を登録しているにもかかわらず、しかるべき理由なくして欠席を重ねる

場合には、その科目の登録を放棄したものと認めることがある。

第�５�条� 学生は、登録していない科目であっても、その科目担当者の許可を得て、これを臨時に

聴講することができる。ただし、この場合、単位等は認定されない。

第�６�条� 学生は、四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部で開講されている科目の履修を希

望する場合は、その科目担当者の許可を得て登録し、四天王寺大学・四天王寺大学院・

四天王寺大学短期大学部科目等履修生に関する規定第 2 条乃至第 6 条に準じて科目等履

修生として、これを受講することができる。

� ２� 前項の場合、科目等履修登録料および科目等履修料を免除する。ただし、その科目の履

修に際して必要な教材費など、授業料以外に別途徴収される費用がある場合は、これを

支払わなければならない。

第� ６� 条の２　学生は、当該研究科が教育上有益を認め、かつ、当該授業科目の担当教員の承諾を

得たものに限り、他研究科及び専攻の授業科目を履修することができる。

� � ただし、修得した単位は修了単位には含めないものとする。

（試験について）

第�７�条� 学生は、定められた期間内において登録した科目について、試験を受けることができる。

第�８�条� 前条に定める試験の種別は、平常試験および定期試験とする。

第�９�条� 平常試験については、各科目担当者が随時これを行うことができる。

第１０条� 定期試験は、各学期末の定められた試験期間内の試験時間割によって、これを行うもの

とする。ただし、各科目担当者がその必要を認めないとき、定期試験を行わない場合も

ある。

� ２� 前項に定める定期試験を行う科目および、その時間割は試験期間開始日より２週間前に

これを掲示する。

（成績評価について）

第１１条� 各科目の成績は、試験成績または平常の課題成績（論文・報告等を含む）等、あるいは

この双方によって評価するものとする。

第１２条� 各科目の成績の評価は１００点満点とし、６０点以上を合格として、その科目の単位を

認定するものとする。

� ２� 前項で定める成績の評価について、合格の評価は秀・優・良・可（１００点満点のうち
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９０点以上を秀、８０点以上９０点未満を優、７０点以上８０点未満を良、６０点以上

７０点未満を可）の４段階をもってこれを表示する。６０点未満または登録したものの

評価のないものは不合格とする。

� ３� 他大学院において修得した単位を認定する場合、四天王寺大学大学院学則第２２条、第

２項の規定にかかわらず、各科目の成績の評価は「認」と表記する。

� ４� 第１項乃至第３項の評価については、これを学生に通知する。

� ５� 成績の評価基準については、次の基準に基づくものとする。

評価 基　　　準

秀 目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている（９０点以上）

優 目標を十分に達成している（８０点以上９０点未満）

良 目標を達成している（７０点以上８０点未満）

可 目標を最低限度達成している（６０点以上７０点未満）

不合格 目標を達成していないので再履修が必要である（６０点未満）

第１３条� 次の各号のひとつに該当する者は、試験を受験しても単位は認定されない。

（１）� 定められた期日内に当該科目の登録を行っていない者

（２）� 出席時数が当該科目の全授業時数の３分の２に満たない者

（３）� 授業料その他の本学への納付金が未納の者

（追試験）

第１４条� 病気または不時の災害その他真にやむを得ない事由によって定められた期日に試験を受

けることができない者、もしくはできなかった者は追試験を願い出ることができる。

� ２� 追試験を願い出る者は、当該科目の試験終了後１週間以内に、その事由を証明する書類

を添付した追試験願を教務部長に提出しなければならない。

第１５条� 追試験は、追試験願が受理された後、科目担当者の定める期日、方法によってこれを行う。

ただし、追試験実施の期日は追試験願の受理後３週間以内とする。追試験を筆記試験で

行う場合は、別に定める時間割によってこれを行う。

第１６条� 前条に定める追試験を特に認められる事由により、定められた期日に受験することがで

きない者については、大学院研究科委員会の議を経て、次の学期をこえない期間内で追

試験を行うことがある。

� ２� 前項に定める追試験を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添付した追試験

願を教務部長に提出しなければならない。

第１７条� 追試験による科目の成績評価は、第１２条第１項および第２項の定めるところによるが、

その上限は９０点とする。

� ２� 追試験による不合格科目については、再試験は行わない。

（不正行為について）

第１８条� 試験期間内の試験において不正行為のあった者は、その不正行為が発覚した当該試験期

間の試験の得点を零点とする。

（単位の認定）

第１９条� 教育上有益と認めるときは、本大学院学則第２３条および第２４条の定めるところによ
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り単位を認定することができる。

� ２� 単位認定については、１０単位を超えない範囲で本大学院の授業科目を履修したものと

みなすことができる。

（認定科目の先決優先）

第２０条� 前条第２項で個別認定された科目は先決優先とし、上限を超えた場合にその科目を既認

定科目と入れ替えることはできない。

附　則

１　この規程は、平成１５年４月１日より施行する。

２　この規程は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、平成１９年度以前入学生については、第１２条第２項の「成績評価について」の

取り扱いは、なお、従前の例による。

３　この規程は、平成２３年４月１日から一部改正し施行する。

４　この規程は、平成２４年４月１日から一部改正し施行する。

５　この規程は、平成３１年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、経過措置として次の通りと定める。

� （１）�平成３０年度以前の入学生については、第２条、第１０条、および第１６条の規定に

かかわらず、取り扱いは、なお従前の例による。

６　この規程は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。

７　この規程は、令和３年４月１日から一部改正し施行する。

８　この規程は、令和 5 年４月１日から一部改正し施行する。
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四天王寺大学大学院学位規程

（目　的）

第�１�条� この規程は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）の規定に基づき、四天王寺大学大

学院（以下「本大学院」という。）において授与する学位、論文審査および試験の方法、

その他学位に関する必要な事項を定めることを目的とする。

（学　位）

第�２�条� 本大学院において授与する学位は、修士および博士とする。

� ２� 学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。

（１）� 修士

研　究　科 専　攻 専攻分野の名称

人文社会学研究科 人間福祉学専攻 人間福祉学

看護学研究科 看護学専攻 看護学

（２）� 博士

研　究　科 専　攻 専攻分野の名称

人文社会学研究科 人間福祉学専攻 人間福祉学

看護学研究科 看護学専攻 看護学

（学位授与の要件）

第�３�条� 修士の学位は、本大学院の博士前期課程を修了した者に授与する。

� ２� 博士の学位は、本大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。

� ３� 前項に定めるもののほか、博士の学位は、論文を提出して論文の審査および試験に合格

し、かつ前項の規定により博士の学位を授与される者と同等以上の学力があると確認さ

れた者にも、授与することができる。

（学位審査の申請）

第�４�条� 前条第２項および第３項に規定する者が、それぞれ当該学位審査の申請をしようとする

ときは、論文および別に定める論文審査料（別表）を添えて、学位審査願（様式第１号）

を提出しなければならない。

� ２� 本大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者

が、本大学院学則第６２条に規定する研究生として在学し、博士の学位審査の申請をす

るときは、第３条第２項による学位として取り扱うものとする。ただし、最初に博士後

期課程に入学した日から原則６年以内に博士学位論文が提出されなければならない。

� ３� 前項とは別に本大学院の博士後期課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得し

て退学を希望する者で、研究指導教員の指導の下に博士後期課程に入学後原則６年以内

に学位審査の申請を行い、大学院研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）が承認

した者については、学位審査の申請をすることができるものとする。ただし、最初に博
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士後期課程に入学した日から原則６年以内に博士学位論文が提出されなければならない。

� ４� 第３条３項に規定する課程を経ない者への博士学位審査の申請については別途定める。

（論文の提出）

第�５�条� 論文は自著または単著であることを要し、修士論文および博士学位論文の提出は３部以

上を基本として、必要に応じて別途指定するものとする。ただし、参考として他の自著

または共著の論文を添付することができる。

� ２� 論文は、別に定める所定の期日に提出しなければならない。

（論文の審査）

第�６�条� 提出された論文の審査は、別に定める論文審査基準に基づき、各研究科委員会が申請者

ごとに設置した論文審査委員会によって行い、論文審査委員の氏名を公表するものとする。

� ２� 論文審査は、別に定める期間中に終了するものとする。

（論文審査委員会）

第�７�条� 人文社会学研究科の修士論文は主査と副査の２名、博士学位論文は主査、副査を含む審

査員３名以上の教員によって行う。

� ２� 人文社会学研究科の博士学位論文の論文審査委員会の委員長は主査・副査以外の教員と

し、審査にあたり、総括の責務を負う。

� ３� 人文社会学研究科の学位申請者の親族で２親等以内の者は、当該審査の委員となること

ができない。

� ４� 看護学研究科の修士論文は、「看護学特別研究」担当教員の中から主査１名、副査２名

以上（外部審査委員を含むことができる）の審査委員によって行う。審査委員には、看

護学を専門とする教員が必ず含まれるものとし、主研究指導教員は、当該学生の主査に

なることができないものとする。

� ５� 看護学研究科の博士学位論文は、「看護学特別研究」担当教員の中から主査１名、副査

２名以上（外部審査委員を含むことができる）の審査委員によって行う。

（最終試験）

第�８�条� 最終試験は、審査した論文およびこれに関連ある授業科目について筆記または論文審査

委員による口頭試問を行う。

（特定の課題）

第�９�条� 社会人学生は、特定の課題についての研究の成果の審査をもって、修士論文の審査に代

えることができる。ただし、看護学研究科の専門看護師を目指す者は、特定の課題につ

いて審査を行う。

� ２� 特定の課題には、第５条、第６条、第７条および第８条を準用する。

（研究科委員会の審議）

第１０条� 研究科委員会は、論文審査委員会の結果を審議し、学位授与の可否を議決する。

（学位の授与等）

第１１条� 学長は、前条の研究科委員会および教育研究評議会の議を経て、学位を授与できると認

められた者に対して、学位記（様式第２号１および２）を授与し、その氏名を学位簿に

登録するものとする。

� ２� 学長は、学位を授与できないと認められた者に対して、その旨を本人に通知するものと
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する。

（学位授与の報告）

第１２条� 本大学院が、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３か月以内に、別記

様式（様式第３号）による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。（様

式略）

（論文要旨等の公表）

第１３条� 本大学院が、博士の学位を授与した場合は、学位を授与した日から３か月以内にその論

文の内容の要旨および、審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものと

する。

（論文の公表）

第１４条� 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、「四天

王寺大学大学院審査学位論文」と明記して、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を

インターネットの利用により公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与され

る前に既にインターネットの利用により公表したときは、この限りではない。

� ２� 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合

には、研究科委員会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて

その論文の内容を要約したものをインターネットの利用により公表することができる。

� ３� 博士の学位を授与された者が行う本条第１項および第２項の規定による公表は、本学の

ホームページを通じ、インターネットの利用により行うものとする。

� ４� 本学は、前項の規定により公表した電子データを国立国会図書館に送付し、学術研究成

果の公開利用に資するものとする。

（学位論文の保管）

第１５条� 修士および博士の学位の審査に提出された論文の１部は、本学図書館において保管する。

� ２� 学位の審査に不合格となったものは、前項の限りではない。

（学位名称の使用）

第１６条� 学位を授与された者が、その学位を用いるときは、「四天王寺大学」の名称を付記しな

ければならない。

（学位審査の倫理）

第１７条� 学位審査の過程において、学位申請者等と論文審査委員等の利害関係者との間での金品

の授受等を一切禁止する。

（学位授与の取消）

第１８条� 修士および博士の学位を授与された者に、金品の授受等不正の方法により学位を受けた

事実が判明したとき、またはその名誉を汚す行為があったとき、学長は、研究科委員会

の議を経て、その学位の授与を取消し、学位記を返付させ、その旨を公表する。

（関係書類の様式）

第１９条� 学位記および学位審査の申請関係書類の書式は様式第１号および様式第２号の通りとす

る。

（その他）

第２０条� この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
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附　則

１　この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

２　この規程は、平成１９年４月１日から一部改正し施行する。

３　この規程は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。

４　この規程は、平成２０年１０月１日から一部改正し施行する。

５　この規程は、平成２１年４月１日から一部改正し施行する。

６　この規程は、平成２２年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、平成２０年度から平成２１年度の間に博士後期課程に在籍していた者の、第４条

２の取り扱いは、なお従前の例による。

７　この規程は、平成２５年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、平成２０年度から平成２１年度の間に博士後期課程に在籍していた者の第４条２

の取り扱いは、なお従前の例による。

８　この規程は、平成２７年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、平成２０年度から平成２１年度の間に博士後期課程に在籍していた者の第４条２

の取り扱いは、なお従前の例による。

９　この規程は、平成３０年４月１日から一部改正し施行する。

10　この規程は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。

別　表

論文審査料
（単位：円）

課　程 対　　　象 審�査�料

博士後期課程

本大学院修了見込者

本大学院を単位修得満期退学後３年

未満の者
５０, ０００

本大学院を単位修得満期退学後３年

以上の者および他大学院出身者
１００, ０００

本学専任職員 ５０, ０００

（注１）博士前期課程は、審査料を徴収しない。

（注２）�本学とは、「四天王寺大学大学院」、「四天王寺大学」および「四天王寺大学短期大学部」

をいう。

（注３）�専任職員とは、専任教職員就業規則に規定された教育職員、特別任用教員および有

期・無期職員就業規則に規定された特別任用教員をいう。
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四天王寺大学大学院研究生および特別研究生に関する規程

（目　的）

第�１�条� この規程は、四天王寺大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第６２条に基づき、

研究生および特別研究生に関して必要な事項を定める。

（定　義）

第�２�条� 研究生および特別研究生とは、特定の専門事項について研究することを本大学院に許可

された者をいう。

（資　格）

第�３�条� 研究生として出願できる者は、博士後期課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得し

て退学した者、および同等以上の学力があると認められる者とする。

� ２� 特別研究生として出願できる者は、博士前期課程修了の学位（修士）を有する者、およ

び同等の学力があると認められる者とする。

（出願手続）

第�４�条� 研究生または特別研究生となることを志願する者は、予め研究指導教員の承認を得た上

で、所定の期日までに、次の書類および審査料１０，０００円を添えて学長に願い出な

ければならない。

（１）� 研究生願書または特別研究生願書

（２）� 履歴書

（３）� 研究業績書

（４）� 研究計画書

（５）� 成績証明書

（６）� 健康診断書（３ヶ月以内のもの）

（研究許可の決定）

第�５�条� 研究許可の決定は、大学院研究科委員会の議を経て学長が行う。

（期　間）

第�６�条� 研究生および特別研究生の期間は、１学期または１年間とする。

� ２� 研究の継続を希望する者は、願書と研究計画書を添えて学長に期間の更新を願い出るこ

とができる。ただし、通算して３年を超えることはできない。

（研究指導等）

第�７�条� 研究生および特別研究生は、教員の研究指導を受け付属施設を利用することができる。

� ２� 研究生および特別研究生は、研究指導教員および授業担当教員の承諾を得て、特定の授

業科目を聴講することができる。

（研究報告書）

第�８�条� 研究生および特別研究生は、研究期間の終わりに「研究報告書」を研究指導教員に提出

するとともに、その研究成果を研究指導教員を経て学長に報告しなければならない。

（研究生および特別研究生証）

第�９�条� 研究生には、研究生証を交付する。

� ２� 特別研究生には、特別研究生証を交付する。

（諸納付金）
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第１０条� 研究生および特別研究生は、研究登録料および研究料を納入しなければならない。

� ２� 研究登録料および研究料の額は別に定める。

（学則等の準用）

第１１条� 研究生および特別研究生には、本規程のほか、本大学院学則その他の規程を準用する。

附　則

１　この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

２　この規程は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。

３　この規程は、平成２２年４月１日から一部改正し施行する。

４　この規程は、平成２７年４月１日から一部改正し施行する。

５　この規程は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。ただし、令和２年３月３１日満

期退学の学生についてはなお、従前の例による。

別　表
研究生および特別研究生審査料　　　１０，０００円
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四天王寺大学大学院人文社会学研究科長期履修生に関する規程

（目　的）

第�１�条� この規程は、四天王寺大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第１０条に基づき、

人文社会学研究科長期履修生に関して必要な事項を定める。

（定　義）

第�２�条� 長期履修生とは、博士前期課程において、職業を有している等の事情により、２年を超

えて計画的に教育課程を履修し、修了することを希望し、在学年限および学費等につい

て特別な取り扱いを認められた者をいう。

� ２� 博士後期課程に在籍する者は、長期履修生となることはできない。

（長期履修願）

第�３�条� 長期履修生となることを希望する者は、夏学期に提出する「研究計画書」提出時に、所

定の「長期履修願」を併せて提出しなければならない。

� ２� 長期履修願の提出には、主研究指導教員の同意を要する。

（認　定）

第�４�条� 長期履修生の認定は学長が行う。

（在学年限）

第�５�条� 長期履修生の在学年限は、６年を超えない範囲で期間を設定することができる。

� ２� 前項に定める在学年限を超えた場合は除籍とする。

� ３� 期間を変更する場合は、「長期履修期間変更願」を提出しなければならない。

（諸納付金）

第�６�条� 長期履修生は、入学金および授業料等（在籍料、履修料）を納入しなければならない。

� ２� 在籍料および履修料の額は別に定める。

附　則

１　この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

２　この規程は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。

３　この規程は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。
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四天王寺大学大学院看護学研究科長期履修生に関する規程

（目　的）

第�１�条� この規程は、四天王寺大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第１０条に基づき、

看護学研究科における長期履修生に関し、必要な事項を定めるものとする。

（申請資格）

第�２�条� 長期履修を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１）� 職業を有し、標準修業年限で修了することが困難な者

（２）� 育児、介護等により、標準修業年限で修了することが困難な者 ��

（３）� その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難な者

（長期履修の期間）

第�３�条� 長期履修の期間は、大学院学則第６条第３項に定める標準修業年限に１年を加えた年限

とする。

� ２� 在学生が、新たに長期履修を希望する場合、標準修業年限の残余期間に１年を加えた年

限とする。

� ３� 長期履修を許可された期間（以下「長期履修期間」という。）に休学期間は含めないも

のとする。

� ４� 長期履修期間を終了したのち、なお在学している場合は、長期履修生に関する取り扱い

は適用されない。

（在学年限）

第�４�条� 長期履修を適用された場合の在学年限は、６年とする。

（申請手続）

第�５�条� 長期履修を希望する者は、出願時に「長期履修申請書（様式１）」を提出するものとする。

� ２� 在学生において、翌年度から長期履修を希望する者は、当該年度の所定の期日までに「長

期履修申請書（様式２）」を教務課に提出するものとする。

（許可）

第�６�条� 長期履修の許可は、看護学研究科委員会の議を経て学長が行う。許可された者には個別

に通知する。

（履修）

第�７�条� 長期履修を許可された者は、研究指導教員の指示の下において計画的に履修を行わなけ

ればならない。

（授業料等）

第�８�条� 長期履修を許可された者の授業料等の総額は、本大学院学則第 44 条に定める授業料等

に標準修業年限（博士前期課程２年、博士後期課程３年）を乗じた額とする。

（長期履修期間の変更）

第�９�条� 長期履修を許可された者が長期履修期間の短縮を希望する場合は、所定の期日までに、

長期履修期間変更申請書（様式３）及びその他必要と認められる書類を添えて教務課に

提出するものとする。
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（長期履修の許可の取消し）

第 10 条� 長期履修生が大学院学則、もしくは諸規程に違反したとき、又は長期履修に関し虚偽の

申請をしたときは、学長は研究科委員会の議を経て長期履修の許可を取り消すことがで

きる。学生の本分に反する行為のあったときも同様とする。

（その他）

第 11 条� この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附　則　

１　この規程は、令和２年４月１日から施行する。

２　この規程は、令和２年９月１日から一部改正し施行する。�

３　この規程は、令和４年３月１日から一部改正し施行する。�
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四天王寺大学大学院修士および博士学位論文の審査基準に関する細則

（目　的）

第�１�条� この細則は、四天王寺大学学位規程第６条に規定する修士および博士学位論文の審査基

準に関する事項を定めるものである。

（修士論文の審査基準）

第�２�条� 人文社会学研究科の修士学位論文については、以下の基準により総合的に判断する。な

お、特定の課題については修士学位論文の審査基準に準じるものとする。

（１）� 研究課題、目的及びその意義が明示されている。

（２）� 科学的研究手法に則って、研究が実施されている。

（３）� 四天王寺大学倫理審査委員会の原則、承認を経て、研究が実施されている。

（４）� 研究実施の過程と研究成果が明示されている。

（５）� 学術論文体系に則って記述されている。

（６）� 申請者の新たな知見を加え、そこに創造性が認められるか。

第�３�条� 看護学研究科の修士学位論文については、以下の基準により総合的に判断する。

（１）� 研究課題、目的及びその意義が明示されている。

（２）� 科学的研究手法に則って、研究が実施されている。

（３）� 四天王寺大学倫理審査委員会の承認を経て、研究が実施されている。

（４）� 研究実施の過程と研究成果が明示されている。

（５）� 学術論文体系に則って記述されている。

（６）� 研究者を目指す場合には、申請者の新たな知見を加え、そこに創造性が認められ

る。専門看護師を目指す場合には、専門領域の看護実践の質向上につながる研究で

ある。

（博士学位論文の審査基準）

第�４�条� 人文社会学研究科の博士学位論文については、以下の基準により総合的に判断する。

（１）� 人間福祉学における博士としての十分な知識と研究能力を有し、人間福祉学の発

展に貢献できる。

（２）� 四天王寺大学倫理審査委員会の原則、承認を経て、研究が実施されている（人を

対象とした研究の場合）。

（３）� 研究の背景・意義について、先行研究の検討に基づいて明確に記述されている。

（４）� 先行研究や資料が適切に取り扱われており、当該研究分野における研究の水準に

達している。

（５）� 当該研究領域の博士学位論文として、独自の研究結果に基づき一貫した論旨で構

成されている。

（６）� 当該研究領域の理論的見地または実証的見地からみて、新規性、創造性、重要性、

有用性が認められる。

（７）� 論文審査委員会においての発表や質疑応答の内容が適切である。

第�５�条� 看護学研究科の博士学位論文については、以下の基準により総合的に判断する。

（１）� 看護学における博士としての十分な知識と研究能力を有し、看護学の発展に貢献

できる。
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（２）� 四天王寺大学倫理審査委員会の承認を経て、研究が実施されている（人を対象と

した研究の場合）。

（３）� 研究の背景・意義について、先行研究の検討に基づいて明確に記述されている。

（４）� 先行研究や資料が適切に取り扱われており、当該研究分野における研究の水準に

達している。

（５）� 当該研究領域の博士論文として、独自の研究結果に基づき一貫した論旨で構成さ

れている。

（６）� 当該研究領域の理論的見地または実証的見地からみて、新規性、創造性、重要性、

有用性が認められる。

（７）� 論文審査委員会においての発表や質疑応答の内容が適切である。

（細則の改廃）

第�６�条� この細則の改廃は、研究科委員会の議を経て行う。　

附　則

この規程は、令和２年４月１日入学生から施行し、適用する。
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四天王寺大学大学院課程博士学位授与に関する細則

第１章　総 則
（目　的）

第�１�条� この細則は、四天王寺大学大学院学則第１９条に規定する博士後期課程の修了要件およ

び四天王寺大学大学院学位規程（以下「学位規程」という。）第３条第２に規定する博

士後期課程の修了による博士学位（以下「課程博士」という。）授与に関する事項を定

めるものである。

第２章　学位審査申請および学位授与審査
（学位審査申請の資格要件）

第�２�条� 人文社会学研究科の学位審査申請には、次の各号のすべての要件を満たしていなければ

ならない。

（１）� 研究科博士後期課程の３年次以上に在学し、学位審査申請日の属する年度末まで

の通算在学期間が原則６年以内であること。ただし、満期退学者については、最初

に博士後期課程に入学した日から原則 6 年以内に申請すること。

（２）� 学位審査申請について主研究指導教員・副研究指導教員の教員２人以上の承諾を

得ていること

（３）� 外国語試験（英語）に合格していること。ただし、試験方法等については別途定

める。

（４）� 本研究科への入学時から学位審査申請までの間に、所属専攻で行う研究に関連し

た研究業績が３篇以上あること。研究業績とは、学術専門誌（レフリー制の論文で

あるほうが望ましい）またはそれに準ずる学術誌に投稿し掲載された論文（掲載予

定を含む。ただし、学術専門誌等の出版社・編集者が発行する掲載予定証明書の提

出が必要）をいう。

（５）� 所属する学会での研究発表１回以上

� ２� 前項第１号にかかわらず、学則第１８条に定める特に優れた研究業績をあげた者の通算

在学期間は、同条の規定する在学年数を満たせば足りる。

第� ２� 条の２　看護学研究科の学位審査申請には、次の各号のすべての要件を満たしていなければ

ならない。

（１）� 研究科博士後期課程の３年次以上に在学し、学位申請日の属する年度末までの通

算在学期間が原則６年以内であること。ただし、満期退学者については、最初に博

士後期課程に入学した日から原則６年以内に申請すること。

（２）� 学位審査申請について主研究指導教員・副研究指導教員の教員２人以上の承諾を

得ていること。

（３）� 博士学位論文に関係した内容を、日本学術会議協力学術研究団体に所属している

学会あるいは国際学会の学術集会で１回以上発表していること。

（４）� 博士学位論文に関係した内容を、査読付き学術専門誌にファーストオーサーとし
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て１編以上、掲載または受理されていること。

（学位審査申請の時期）

第�３�条� 課程博士の学位審査申請の時期は、別途定める。

（学位申請手続）

第�４�条� 人文社会学研究科課程博士の学位審査申請は、次に掲げる書類の提出によって行う。

（１）� 学位審査申請書１部

（２）� 博士学位論文３部（正本１部、副本２部以上）以上

（３）� 博士学位論文要旨３部（正本１部、副本２部以上）以上

� Ａ４用紙で３４×３０　８，０００字程度

（４）� 研究業績一覧およびその概要３部（正本１部、副本２部以上）以上

（４）の２　主論文共著者全員の承諾書（自筆＜写し不可＞）　１部

（５）� 履歴書３部（正本１部、副本２部以上）以上

（６）� 審査手数料領収書１部（コピー１部）

� ２� 前項第２号にいう博士学位論文とは、研究科博士後期課程在学中に主研究指導教員・副

研究指導教員の教員２人以上に所定の指導を受け、日本語で執筆した学術論文または著

書をいう。

第�４�条の２　看護学研究科課程博士の学位審査申請は、次に掲げる書類の提出によって行う。

（１）� 学位審査申請書１部

（２）� 博士学位論文３部（正本１部、副本２部以上）以上

（３）� 博士学位論文要旨３部（正本１部、副本２部以上）以上

（４）� 博士学位論文に関係した内容を、日本学術会議協力学術研究団体に所属している

学会あるいは国際学会の学術集会にアブストラクトが受理された旨記載の「メール」

等を印刷したもの　　３部以上

（５）� 博士学位論文に関係した内容を、査読付き学術専門誌にフォーストオーサーとし

て掲載または受理証明書　　３部以上

（６）� 主論文共著者全員の承諾書（自筆＜写し不可＞）　　　１部

（７）� 公表についての出版社からの回答等（文書・メールの写し等）　１部

（８）� 博士学位論文の公表方法について　１部

（９）� 博士学位論文の全文公表データ（電子データ）

（１０）� 博士学位論文の要約　（電子データ：要約を公表する者のみ提出）　１部

（１１）�� 審査手数料領収書１部（写し１部）

（研究生の学位審査申請手続）

第�５�条� 学則第６２条による研究生の学位審査申請は、すべて、この細則の規定に基づいて行う

ものとする。

（学位審査申請の受理）

第�６�条� 学位審査申請があったときは、研究科委員会は、受理の可否について審議する。

� ２� 受理の可否は、構成員の３分の２以上が出席する研究科委員会において、３分の２以上
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の賛成により議決する。

� ３� 研究科委員会は、前項の決定内容について決定後速やかに申請者に通知する。

（学位審査）

第�７�条� 研究科委員会は、学長から学位審査の付託を受けたとき、学力の確認、博士学位論文の

審査（公開）を行い、学位授与の可否について審査する。

� ２� 前項に規定する学力の確認、博士学位論文の審査（公開）は最終試験によって実施する

ものとする。

� ３� 前項に規定する最終試験とは、審査員全員による口頭試問とする。

（論文審査委員会）

第�８�条� 前条の学位審査にあたって、各研究科委員会は申請者ごとに論文審査委員会を設置する。

� ２� 人文社会学研究科の論文審査委員会は、学位規程第７条に基づき、研究科委員会構成員

のうち主査・副査を含む審査員３名以上により編成し、委員長は、主査・副査以外の教

員とする。

� ３� 人文社会学研究科委員会が必要と認めるときは、他の大学院などの教員および学術経験

者等または本学学部担当の教授および准教授を論文審査委員会の委員に加えることがで

きる。この委嘱は人文社会学研究科長がこれを行う。

� ４� 看護学研究科の論文審査委員会は、学位規程第７条に基づき、看護学研究科委員会が「看

護学特別研究」担当教員の中から主査１名、副査２名以上（外部審査委員を含むことが

できる）の審査委員を選出し、看護学研究科長が指名した委員で構成される。

� ５� 看護学研究科の論文審査委員には、看護学を専門とする「看護学特別研究」担当教員が

必ず含まれるものとする。「看護学特別研究」担当教員の中に、その学位論文の内容か

ら適任者が十分でないと判断した場合は、看護学研究科委員会において選出後、他大学

の教員（本専攻博士後期課程「看護学特別研究」担当教員と同等以上の資質を有する者）

に対し審査委員を委嘱できる。また、審査の厳格性を保証するために、主研究指導教員は、

当該学生の主査になることができないこととする。

（学位審査の期限）

第�９�条� 第７条に規定する学位審査は、学位規程第６条により、学位審査申請受理後受理した年

度内に終了しなければならない。

� ２� 本条第１項の規程にかかわらず、特別の事由があるとき、研究科委員会の議を経て、審

査期限を延長することができる。

（学位審査結果の報告）

第１０条� 論文審査委員会は、審査終了後速やかに、審査結果を研究科委員会に報告しなければな

らない。

� ２� 審査結果の報告は、原則として論文審査委員長が行うが、他の審査委員も補足説明を行

うことができる。

（学位授与の議決）

第１１条� 研究科委員会は、学位規程第１０条により、論文審査委員会の審査報告に基づき審議し、

構成員の３分の２以上が出席する研究科委員会において、３分の２以上の賛成により議

決する。
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（学位授与の報告）

第１１条の２　本大学院が博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３ヶ月以内に、別

記様式（様式第３号）による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする（様

式略）。

（博士論文等の公表）

第１２条� 博士の学位を授与された者は、学位規程第１４条第１項により、学位を授与された日か

ら１年以内に博士論文をインターネットの利用により公表するものとする。ただし、当

該学位を授与される前に既にインターネットの利用により公表したときは、この限りで

はない。

� ２� 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合

には、研究科委員会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて

その論文の内容を要約したものをインターネットの利用により公表することができる。

� ３� 博士の学位を授与された者が行う本条第１項および第２項の規定による公表は、本学の

ホームページを通じ、インターネットの利用に行うものとする。

� ４� 本学は前項の規定により公表した電子データを国立国会図書館に送付し、学術研究成果

の公開利用に資するものとする。

附　則

１　この内規は、平成２０年１０月１日から施行する。

２　この内規は、平成２１年４月１日から一部改正し施行する。

３　この細則は、平成２２年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、平成２０年度から平成２１年度の間に本大学院博士後期課程に在籍した者につい

ては第３条２項を適用しない。また、その者が学位論文予備審査を受ける際は、第１２条（１）

にかかわらず、研究科博士後期課程３年次以上の在学生または、研究生であることを条件

とする。

４　この細則は、平成２７年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２６年度以前の

入学生については、第５条、第１３条および第２０条の規定にかかわらず「論文執筆資格

審査の申請時期」、「予備審査の申請時期」、「学位申請の時期」の取り扱いは、なお従前の

例による。

５　この細則は、平成３１年４月１日から一部改正し施行する。

６　この細則は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、令和２年３月３１日満期退学の学生についてはなお、従前の例による。
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四天王寺大学大学院課程を経ない者への博士学位授与に関する細則

（目的）

第�１�条� この細則は、四天王寺大学大学院学位規程第３条第３項に規定する、課程を経ない者へ

の博士（以下「論文博士」という。）�学位の授与に関する事項を定める。

（課程を経ない者）

第�２�条� 課程を経ない者は、次のいずれかに該当する者をいう。

（１）� 本大学院博士後期課程に入学することなく、学術論文等を提出し論文博士の学位

授与申請を行う者

（２）� 本大学院博士後期課程に標準修了年限以上在学し、所定の単位を修得して退学（以

下「満期退学」という。）した後に、学術論文等を提出し論文博士の学位授与申請

を行う者

（３）� 本大学院博士後期課程に入学し、最初に博士後期課程に入学した日からの通算在

学期間が６年を経た後に、満期退学をせずに学術論文等を提出し論文博士の学位授

与申請を行う者

（学位審査申請資格）

第�３�条� 四天王寺大学大学院学位規定第４条第４項に規定する論文博士の学位審査申請に当たっ

ては、次の各号を満たしていなければならない。

（１）� 大学院博士後期課程に所定の期間在学し所定の単位を修得して退学したこと、あ

るいは、大学学部卒業後８年以上の研究歴または大学院修士課程�（博士前期課程）

修了後６年以上の研究歴を有すること

（２）� 人文社会学研究科で学位審査申請を行う場合は、博士学位論文以外に、博士学位

論文に関連した業績（申請者が主たる執筆者である学術著書１冊以上またはレフリ

ー制度を有する学術専門誌に掲載された３編以上の論文。なお、学術著書、論文と

もに印刷中のものを含む。）�があること

（３）� 看護学研究科で学位審査申請を行う場合は、博士学位論文に関係した内容を、日

本学術会議協力学術研究団体に所属している学会あるいは国際学会の学術集会で１

回以上発表していること。さらに、博士学位論文に関係した内容を、査読付き学術

専門誌にファーストオーサーとして１編以上、掲載または受理されていること。

（研究歴）

第�４�条� 前条第１号にいう研究歴は、次の各号に該当する期間の通算をいう。

（１）� 大学または短期大学の専任教職員就業規則に規定された教育職員、特別任用教員

および有期・無期職員就業規則に規定された特別任用教員（以下「専任教員等」と

いう。）として研究に従事した期間

（２）� 研究所などにおいて研究に従事した期間

（３）� 大学院学生として研究活動を行った期間

（４）� 大学院修士課程（博士前期課程）修了後または博士課程（博士後期課程）退学後、

大学院研究生として研究活動を行った期間

（５）� その他大学院研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）が認める期間



− 110 −

（学位審査の手続）

第�５�条� 論文博士の学位審査は、次に掲げる書類の提出によって行う。

（１）� 学位審査願� １部

（２）� 博士学位論文� ７部

（３）� 博士学位論文要旨� ５部

� � （人文社会学研究科）　Ａ４用紙で３４×３０　８，０００字程度

（４）� 論文目録� ５部

（５）� 研究業績一覧およびその概要� ５部

（６）� 第３条第２号にいう業績� ５部

（７）� 履歴書� ５部

（８）� 本大学院博士課程論文指導担当専任教員の推薦書� １部

（９）� 審査手数料領収書� １部（コピー１部）

� ２� 前項第２号にいう博士学位論文とは、未公刊の学術論文のほか、学位審査申請日から遡

って５年以内に公刊された単著をいう。

� ３� 論文博士の学位審査申請に当たっては、学位規程の別表に定める論文審査料を納付しな

ければならない。ただし、本学専任教員等については、これを免除することができる。

� ４� 受理した本条第１項に掲げる申請書類は返還しない。ただし、第６号は除く。

� ５� 本学専任教員等が論文博士の学位審査申請を行う場合、本条第１項に掲げる書類のうち、

第８号以下の書類を免除することができる。

（申請の時期）

第�６�条� 論文博士の学位審査申請の時期は、年２回、４月および９月とする。

（申請の受理）

第�７�条� 学位審査申請があったとき、当該研究科委員会は、当該論文に関連ある領域を専門とす

る専任教員等２名以上を選出し、その者によって受理の可否について審査する。

� ２� 審査結果に基づき、構成員の３分の２以上が出席する研究科委員会において、出席者の

３分の２以上の賛成によって、受理の可否を議決する。

� ３� 研究科委員会は、前項の決定内容について、決定後速やかに申請者に通知する。

� ４� 学位授与申請の受理の可否についての通知は、原則として申請手続き完了日から３ヶ月

以内に行うものとする。

（審査）

第�８�条� 研究科委員会は、前条において学位審査申請の受理が可決されたとき、学力の確認、論

文の審査、最終試験を行い、学位授与の可否について審査する。

� ２� 最終試験は、博士学位論文を中心として、これに関連ある専門分野の科目について口頭

試問により行う。　

� ３� 学力の確認は、博士学位論文に関連のある専攻分野の科目および外国語について、筆答

または口頭試問によって行う。ただし、本条第１項において当該研究科委員会が認めた

ときは学力の確認を免除することができる。
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（審査委員会）

第�９�条� 前条の審査に当たって、当該研究科委員会は申請者ごとに論文審査委員会を設置する。

� ２� 論文審査委員会は、博士学位論文の領域を専門とする教員３名以上により編成し、１名

を主査、他を副査とする。

� ３� 博士学位論文の内容に照らし研究科委員会が必要と認めるときは、他の大学院研究科ま

たは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。この委嘱は研究科長がこれを

行う。

（審査の期限）

第１０条� この細則第８条に規定する審査は、学位審査申請受理後１年以内に終了しなければなら

ない。

� ２� ただし、特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該研究科委員会の議を

経て、その期限を延長することができる。

（審査結果の報告）

第１１条� 論文審査委員会は、審査終了後速やかに、審査および学位授与の可否判定の結果につい

て、主査、副査の連名により報告書を作成し研究科委員会に報告しなければならない。

審査結果の報告は、原則として主査が行うが、他の審査委員も補足説明を行うことがで

きる。

（学位授与の議決）

第１２条� 当該研究科委員会は、審査委員会の報告に基づき、構成員の３分の２以上が出席する当

該研究科委員会において、出席者の３分の２以上の賛成によって、学位授与の可否を議

決する。

（学位授与の議決結果の通知）

第１３条� 学長は、前条議決内容について、決定後速やかに申請者に通知する。

（学位の授与）

第１４条� 学長は、学位授与を決定した者に所定の学位記を授与する。

（博士論文等の公表）

第１５条� 学長は、学位規程第１３条により、博士学位を授与した日から３ヶ月以内に、博士論文

の内容の要旨および論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するもの

とする。

� ２� 博士の学位を授与された者は、学位規程第１４条第１項により、学位を授与された日か

ら１年以内に博士論文をインターネットの利用により公表するものとする。ただし、当

該学位を授与される前にすでにインターネットの利用により公表したときは、この限り

ではない。

� ３� 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合

には、研究科委員会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて

その論文の内容を要約したものをインターネットの利用により公表することができる。

（細則の改廃）

第１６条� この細則の改廃は、研究科委員会の議を経て行う。
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附　則

１　この細則は、平成２２年４月１日からこれを施行する。

２　この細則は、平成３０年４月１日から一部改正し施行する。

３　この細則は、令和２年４月１日から一部改正し施行する。

� ただし、令和２年３月３１日満期退学の学生についてはなお、従前の例による。
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四天王寺大学ティーチング・アシスタント実施要項

（趣　旨）

第�１�条� 四天王寺大学・四天王寺大学大学院・四天王寺大学短期大学部学生スタッフに関する規

程第４条に基づき、四天王寺大学および四天王寺大学大学院（以下「本学という。）の

教育効果を高めるため、教員の教育補助業務に従事するティーチング・アシスタント（以

下「ＴＡ」という。）について必要な事項を定める。

（定　義）

第	２�条� この要項におけるＴＡとは、所定の手続を経て期間の定めのある雇用契約を締結し、教

員の補助者として授業に関する教育補助業務に従事する者をいう。
（職　務）

第	３�条� ＴＡは、授業科目の担当者の指示監督のもとで、次の各号に掲げる教育補助業務に従事

する。

（１）	 学部において必要と認める授業科目の補助業務及び学部学生に対する学修上の相
談及び指導

（２）	 修士課程において必要と認める授業科目の補助業務及び修士課程学生に対する学
修上の相談及び指導

（３）	 その他特に必要と認める教育補助業務
（資　格）

第	４�条� ＴＡは、本学大学院に在籍する者とする。
（採用申請）

第�５�条� 授業科目の担当者は、第３条第１号又は第２号、第３号の授業等の補助を必要とすると
きは、「ティーチング・アシスタント（ＴＡ）採用願（様式１）」を部局長へ提出しなけ
ればならない。

２	 部局長は、提出された「ティーチング・アシスタント（ＴＡ）採用願（様式１）」に基づき、
ＴＡの採用計画を教務委員会に諮り、ＴＡの募集を研究科長に依頼する。

（募　集）

第	６�条� 研究科長は、前条により依頼のあった授業科目につき、ＴＡの募集を行う。
（応　募）

第	７	条� ＴＡに従事することを希望する者は、次の書類を研究指導教員の許可を受けたうえで、

教務部長に提出しなければならない。　

（１）	「	ティーチング・アシスタント（ＴＡ）申請書（様式２）」
（２）	 その他本学が必要とする書類

（選　考）

第	８�条� ＴＡの選考は、提出された「ティーチング・アシスタント（ＴＡ）申請書（様式２）」

に基づき、教務委員会において選考し、学長へ報告する。
（採　用）

第	９�条� ＴＡ�の採用は、学長の申請に基づき理事長が任命する。
２	 勤務期間は、学期（夏学期、冬学期）単位とし、再契約することができる。
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（勤務時間）

第	10�条� ＴＡ�１人あたりの担当は週８	時間以内とする。
（給　与）

第	11	条	 ＴＡの給与は、別に定める。
２	 交通費は原則として支給しない。

（契約解除）

第	12	条	 ＴＡに採用された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、雇用期間中であっても
契約を解除する。
（１）	 休学または退学となったとき
（２）	 除籍または懲戒処分を受けたとき
（３）	 勤務実績がよくないと判断されたとき
（４）	 学生自身から申し出があり、受理されたとき
（５）	 その他、職務遂行が不可能と判断されたとき

（禁止事項）

第13	条	 科目担当者は、下記の業務をＴＡに委ねてはならない。
（１）	 試験の採点及び最終評価の決定
（２）	 授業の代講及び補講
（３）	 シラバスの作成・授業計画
（４）	 その他担当する授業にかかわらない業務

（その他）

第	14	条	 この実施要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附　則

この要項は、令和２年４月１日から施行する。
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